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はじめに 

変更前 変更後 

首都地域は、政治中枢や行政中枢、あるいは経済中枢といった首都

中枢機能が極めて高度に集積し、かつ人口や建築物が密集している。

このような首都地域において、大きな地震が発生した場合、広域的な

災害応急対策に不可欠な政治・行政中枢機能や、我が国の経済中枢機

能などの首都中枢機能の継続性の確保が課題となる。また、他の地域

と比べ格段に高い集積性から人的・物的被害や経済被害は甚大なもの

になると予想され、その軽減策の推進は、我が国の存亡に関わる喫緊

の根幹的課題である。 

東京圏（首都直下地震対策特別措置法（平成 25 年法律第 88 号。以

下「法」という。）第２条第１項に規定するものをいう。以下同じ。）

には、政治、行政、経済等の中枢機能である首都中枢機能が極めて高

度に集積し、かつ人口や建築物が密集している。このような東京圏に

おいて、大きな地震が発生した場合、広域的な災害応急対策や我が国

全体の経済活動等に不可欠な首都中枢機能の継続性の確保が課題とな

る。また、他の地域と比べ格段に高い集積性から人的・物的被害や経

済被害は甚大なものになると予想され、その軽減策の推進は、我が国

の存亡に関わる喫緊の根幹的課題である。 

このため、政府においては、平成 17 年９月に中央防災会議で決定さ

れた首都直下地震対策大綱に基づき、諸施策を講じてきたところであ

る。しかしながら、平成 23 年３月に発生し、甚大な被害をもたらした

東日本大震災の教訓を受け、首都直下地震対策について、地震モデル

から改めて見直しを行い、被害発生についてあらゆる可能性を直視し、

より厳しい事態を想定することが必要となった。そこで、中央防災会

議の下に「首都直下地震対策検討ワーキンググループ」を設置し、地

震モデルと首都直下地震対策の検討を行い、平成 25 年 12 月に「首都

直下地震の被害想定と対策について（最終報告）」を取りまとめた。 

このため、政府においては、平成 17 年９月に中央防災会議で決定さ

れた首都直下地震対策大綱に基づき、諸施策を講じてきたが、平成 23

年３月に発生した東日本大震災の教訓を受け、首都直下地震対策につ

いて、地震モデルから改めて見直しを行い、被害発生についてあらゆ

る可能性を直視し、より厳しい事態を想定することが必要となったこ

とから、平成 24 年から平成 25 年にかけて、地震モデルと首都直下地

震対策の検討が行われた。 

このような中で、平成 25 年 11 月に首都直下地震が発生した場合に

おいて首都中枢機能の維持を図るとともに、首都直下地震による災害

から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的として、首都直

下地震対策特別措置法（平成 25 年法律第 88 号。以下「法」という。）

が制定され、同年 12 月に施行された。 

また、首都直下地震が発生した場合において首都中枢機能の維持を

図るとともに、首都直下地震による災害から国民の生命、身体及び財

産を保護することを目的として、平成 25 年 11 月に法が制定され、同

年 12 月に施行された。 

本計画は、法第４条に規定する「首都直下地震に係る地震防災上緊

急に講ずべき対策の推進に関する基本的な計画」（以下「緊急対策推進

そして、上述の検討も踏まえ、平成 26 年 3 月に、法第４条第１項に

規定する「首都直下地震に係る地震防災上緊急に講ずべき対策の推進
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はじめに 

変更前 変更後 

基本計画」という。）として、上記の検討を踏まえ、首都中枢機能の維

持を始めとする首都直下地震に関する施策の基本的な事項を定めるこ

とにより、円滑かつ迅速な首都直下地震対策を図ることを目的とする

ものである。 

に関する基本的な計画」（以下「基本計画」という。）を閣議決定した。

基本計画は、首都中枢機能の維持を始めとする首都直下地震に関する

施策の基本的な事項を定めることにより、円滑かつ迅速な首都直下地

震対策を図ることを目的とするものである。基本計画は、平成 27 年３

月に減災目標も位置付ける変更がなされた。政府においては、基本計

画に基づき、更なる対策に取り組んできたところである。 

（新設） 令和６年３月に基本計画の策定から 10 年を迎えることを踏まえ、基

本計画の見直しに向けて、令和５年 12 月、中央防災会議防災対策実行

会議の下に「首都直下地震対策検討ワーキンググループ」が設置され、

これまでの防災対策の進捗状況等を踏まえた新たな被害想定・被害様

相や新たな首都直下地震対策の基本的な考え方等についての検討がな

された。 

（新設） 今般、当該検討を踏まえ、基本計画を変更することとした。 

なお、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に

資する国土強靱化基本法（平成 25 年法律第 95 号）において、国の計

画は、国土強靱化に関する部分は国土強靱化基本計画を基本とすると

されており、本計画も、国土強靱化に関する部分については、「人命の

保護が最大限図られる」等の国土強靱化に関する基本目標を踏まえ、

作成しているものである。 

なお、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に

資する国土強靱化基本法（平成 25 年法律第 95 号）において、国の計

画は、国土強靱化に関する部分は国土強靱化基本計画 （同法第 10 条第

１項に規定するものをいう。）を基本とするとされており、基本計画も、

国土強靱化に関する部分については、「人命の保護が最大限図られる」

等の国土強靱化に関する基本目標を踏まえ、定めるものである。 
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１ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項 

変更前 変更後 

（１）首都直下地震対策の対象とする地震 （１）首都直下地震対策の対象とする地震 

南関東地域では、二百年から四百年の間隔で、相模トラフ沿いのプ

レート境界を震源断層域とするマグニチュード（以下「Ｍ」という。）

８クラスの大規模な地震が発生してきた。また、過去四百年ほどの記

録では、この大規模な地震の前に浅い地盤やプレート内などを震源断

層域とするＭ７クラスの地震が複数回発生している。前者のタイプの

地震で最も新しいものが大正関東地震であり、したがって、このよう

なＭ８クラスの地震に関しては、当面発生する可能性は低いと考えら

れる。一方、後者のタイプのＭ７クラスの地震は、様々なタイプが考

えられ、どこで発生するかわからないが、切迫性は高く、発生した場

合には甚大な被害をもたらすことが想定される。 

東京圏及びその周辺地域において大きな被害をもたらした大規模な

地震としては、1703 年元禄関東地震、1923 年大正関東地震があり、こ

れら２つの地震の間にマグニチュード（以下「Ｍ」という。）７クラス

の地震が８回発生している。また、大正関東地震以降、その余震以外

にも、Ｍ７クラスの地震が２回発生している。この地域は、複数のプ

レートが沈み込む比較的地震活動が活発な地域であり、Ｍ７クラスの

地震はいつ発生してもおかしくなく、地震の発生が切迫していると考

えて防災対策を行う必要がある。 

このため、本計画においては、首都直下地震の当面の脅威に対する

地震対策を講ずる対象を、切迫性の高いＭ７クラスの地震とする。ま

た、Ｍ８クラスの大正関東地震タイプの地震に関しては、当面発生す

る可能性は低いが、Ｍ７クラスの地震対策がＭ８クラスの地震対応に

もつながるものであり、これを着実に進めることで対策を講じるとと

もに、中長期的な対応が必要な地震として位置付けるものとする。 

このため、基本計画においては、首都直下地震の当面の脅威に対す

る地震対策を講ずる対象を、切迫性の高いＭ７クラスの地震とする。

また、中長期的な防災・減災対策の対象として、Ｍ８クラスの「大正

関東地震タイプの地震」についても考慮するものとする。 

また、津波対策の対象としては、東北地方太平洋沖地震の震源域の

南側に震源断層域が位置し、同地震に誘発される可能性があるとされ

る延宝房総沖地震タイプの地震と、当面発生する可能性は低いが、百

年先頃に発生する可能性が高くなっていると考えられる大正関東地震

タイプの地震による津波を対象とする。 

さらに、津波対策についても中長期的な防災・減災対策として位置

付け、その対象を、神奈川県や千葉県等の沿岸で大きな津波が想定さ

れる「大正関東地震タイプの地震」と、千葉県や茨城県等の太平洋側

沿岸で大きな津波が想定される「延宝房総沖地震タイプの地震」によ

る津波とする。 

（２）緊急対策の円滑かつ迅速な推進の意義 （２）緊急対策の円滑かつ迅速な推進の意義 
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１ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項 

変更前 変更後 

首都直下地震により想定される被害の特徴は、「首都中枢機能の障害

による影響」と「巨大過密都市を襲う膨大な被害」の二点であり、こ

れらの被害を軽減するため、緊急対策区域（法第３条に規定する緊急

に首都直下地震対策を推進すべき区域をいう。以下同じ。）において緊

急対策（首都直下地震に係る地震防災上緊急に講ずべき対策をいう。

以下同じ。）の円滑かつ迅速な推進を図り、首都直下地震発生時に少し

でも被害を軽減させることが必要である。 

首都直下地震により想定される被害の特徴は、「首都中枢機能の障害

による影響」と「巨大過密都市を襲う膨大な被害」の２点であり、こ

れらの被害を軽減するため、緊急対策区域（法第３条第１項に規定す

る緊急に首都直下地震対策を推進すべき区域をいう。以下同じ。）にお

いて緊急対策（法第４条第１項に規定する首都直下地震に係る地震防

災上緊急に講ずべき対策をいう。以下同じ。）の円滑かつ迅速な推進を

図り、首都直下地震発生時に少しでも被害を軽減させることが必要で

ある。 

① 首都中枢機能の障害による影響 ① 首都中枢機能の障害による影響 

首都地域には、我が国の政治、行政及び経済の中枢を担う機関が高

度に集積しており、首都直下地震の発生により、これらの中枢機能に

障害が発生した場合、災害応急対策に大きな支障を来すおそれがある。

加えて、我が国全体の国民生活や経済活動に支障が生じるほか、海外

にも影響が波及することが想定される。 

東京圏には、我が国の政治、行政、経済等の中枢を担う機関が高度

に集積しており、首都直下地震の発生により、これらの中枢機能に障

害が発生した場合、災害応急対策に大きな支障が生じるおそれだけで

なく、我が国全体の国民生活や経済活動に支障が生じるほか、海外に

も影響が波及するおそれがある。 

政府機関等の業務継続に支障が生じた場合には、情報の収集・分析

が円滑に行われず、災害対策を講じるに当たっての政治的措置の遅延

が生じたり、政府の緊急災害対策本部等からの指示や調整等が円滑に

実施されないなど、消火活動や救命・救助活動が遅れ、多くの人命が

危険にさらされたり、膨大な数の被災者への対応や首都居住者の生活、

企業活動等に大きな支障が生じるおそれがある。また、我が国の経済

社会の状況や被害等について国内外に正確な事実を知らせることがで

きなければ、得てして、被害の状況が過剰に捉えられるなど、国内外

に社会的混乱を招くおそれもある。 

政府機関等の業務継続に支障が生じた場合には、情報の収集・分析

が円滑に行われず、災害対応に必要な措置が遅れたり、政府の緊急災

害対策本部等からの指示や調整等が円滑に実施されないなど、消火活

動や救命・救助活動が遅れ、多くの人命が危険にさらされたり、膨大

な数の被災者への対応や東京圏及びその周辺地域の居住者の生活、企

業活動等に大きな支障が生じるおそれがある。また、我が国の経済社

会の状況や被害等について国内外に正確な事実を知らせることができ

なければ、得てして、被害の状況が過剰に捉えられるなど、国内外に

社会的混乱を招くおそれもある。 

経済面では、首都地域には重要な金融決済機能や大企業の本社等の

拠点が集中しており、首都直下地震の発生により、資金決済機能や株

経済面では、東京圏には重要な金融決済機能や大企業の本社等の拠

点が集中しており、首都直下地震の発生により、資金決済機能や株式・
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１ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項 

変更前 変更後 

式・債券の決済機能等の支障に加え、災害応急対策・災害復旧に必要

な物資等を提供する企業活動等に支障を来すおそれがある。加えて、

首都地域は我が国の生産、サービス及び消費の中心地であり、企業本

社機能等のほか、生産規模の小さな中小企業や、オンリーワン企業も

数多く、オフィスや店舗等の耐震化も十分でないことから、首都地域

のみならず全国の経済活動の停滞を招くおそれがある。さらに、湾岸

地域等を中心に集積しているプラントや工場等が被災し、サプライチ

ェーンが寸断されることにより、国内外の企業等の生産活動等に甚大

な影響を及ぼすことになるものであり、まさに、我が国全体の経済の

行方を左右すると言っても過言ではない。 

債券の決済機能等の支障に加え、災害応急対策・災害復旧に必要な物

資等を提供する企業活動等に支障が生じるおそれがある。くわえて、

東京圏は我が国の生産、サービス及び消費の中心地であり、企業本社

機能等のほか、生産規模の小さな中小企業や、オンリーワン企業も数

多く、オフィスや店舗等の耐震化も十分でないことから、東京圏のみ

ならず全国の経済活動の停滞を招くおそれがある。さらに、湾岸地域

等を中心に集積しているプラントや工場等が被災し、サプライチェー

ンが寸断されることにより、国内外の企業等の生産活動等に甚大な影

響を及ぼし、我が国全体の経済の行方を左右することとなる。 

以上のように、首都中枢機能の障害は、首都直下地震のもう一つの

特徴である「膨大な人的・物的被害の発生」をさらに拡大させるおそ

れがあり、また、震災後の混乱を長期化させるおそれがある。 

以上のように、首都中枢機能の障害は、首都直下地震のもう一つの

特徴である「巨大過密都市を襲う膨大な被害」を更に拡大させるおそ

れがあり、また、震災後の混乱を長期化させるおそれがある。 

これらの被害の特徴を踏まえれば、首都中枢機能の継続性を確保す

るための体制の構築が必要不可欠であり、このために講ずべき緊急対

策は、以下のとおりである。 

○ 首都中枢機関の業務継続体制の構築 

○ 首都中枢機能を支えるライフライン及びインフラの維持 

これらの被害の特徴を踏まえれば、首都中枢機能の継続性を確保す

るための体制の構築が必要不可欠であることから、以下の緊急対策を

講ずる必要がある。 

○ 首都中枢機関の業務継続体制の構築 

○ 首都中枢機能を支えるライフライン及びインフラの機能の維持 

② 巨大過密都市を襲う膨大な被害 ② 巨大過密都市を襲う膨大な被害 

首都地域は、人口や建築物が密集しており、首都直下地震が発生し

た場合、他の地域と比べ格段に高い集積性から人的・物的被害や経済

被害は甚大なものとなると予想される。 

東京圏には、人口や建築物が密集しており、首都直下地震が発生し

た場合、他の地域と比べ格段に高い集積性から人的・物的被害や経済

被害は甚大なものとなると予想される。 

震度６強以上の強い揺れの地域では、特に都心部を囲むように分布

している木造住宅密集市街地等において、老朽化が進んでいたり、耐

震性の低い木造家屋等が多数倒壊するほか、急傾斜地の崩壊等の発生

揺れによる被害については、木造家屋や空き家等の老朽化した建物

等が多数倒壊するほか、急傾斜地の崩壊等による家屋等の損壊で、家
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１ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項 

変更前 変更後 

や、余震等による土砂災害の拡大による家屋等の損壊で、家屋の下敷

きによる死傷等、多数の人的被害が発生することが想定される。 

屋の下敷きによる死傷等に加え、家具の転倒による負傷等、多数の人

的被害が発生するおそれがある。 

（新設） また、高層マンション等において、固定していない家具・什器の転

倒・移動による人的被害やエレベーター内の閉じ込め等により、自力

で脱出することが困難な人が多数発生するおそれがある。 

地震発生直後から、火災が連続的、同時に多発し、深刻な道路交通

渋滞による消火活動、救命・救助活動の難航等により、木造住宅密集

市街地が広域的に連担している地区を中心に大規模な延焼火災に至

り、家屋被害と人的被害が拡大することが想定される。 

地震火災による被害についても、木造住宅密集市街地が広域的に連

担している地区を中心に大規模な延焼火災に至り、家屋被害と人的被

害が拡大するおそれがある。 

（新設） このほか、沿道建築物・電柱の倒壊、地盤変位や液状化等の地盤変

状による道路施設の損傷、上下水道管破損に伴う道路陥没、停電によ

る信号の滅灯、延焼火災の発生、放置車両の発生、鉄道の運行停止に

伴う道路交通の増加等の様々な要因により、発災直後から深刻な道路

交通麻痺が発生し、消火活動、救命・救助活動、ライフライン等の応

急復旧、物資輸送等に著しい支障等が生じるおそれがある。 

（新設） さらに、東京湾沿岸に集中して立地している火力発電所が運転停止

し、停電が発生するおそれがあり、停電による影響は、他のライフラ

インやインフラにも及ぶ。また、燃料需要が増大する中で、燃料の不

足は、物流の停滞・遅延、非常用発電設備の停止等といった事態を招

く可能性がある。これらに加え、固定電話の通話支障、携帯電話の停

波、上下水道施設の被災による断水等及び各種交通インフラの機能停

止が生じるおそれがある。 

（新設） 停電及び携帯電話等の通信困難により、インターネットやＳＮＳ（ソ

ーシャルネットワークサービス）を通じた情報の入手が困難になるお
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１ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項 

変更前 変更後 

それがあるほか、キャッシュレス決済が使用できなくなることによる

混乱が生じるおそれがある。 

膨大な数の負傷者の発生に対しては、道路交通の麻痺と相まって、

医師、看護師、医薬品等が不足し、十分な医療ができない可能性があ

る。また、家屋が被災したり、停電や断水等ライフラインが途絶した

住宅の人々、生活物資が不足した人々等が大量に避難所へ避難するこ

とが想定されるとともに、膨大な数の帰宅困難者が発生することが想

定される。 

膨大な数の負傷者の発生に対しては、道路交通の麻痺と相まって、

医師や看護師、技師、医薬品等が不足し、十分な医療ができない可能

性がある。 

（新設） 公共交通機関の停止等により膨大な数の帰宅困難者が発生し、応急

活動の妨げや集団転倒等の二次災害や滞在・休憩場所を求めて混乱が

生じるおそれ等があるほか、共働き家庭における保護者の帰宅困難も

相まって「こどもの保護」が十分に行われないおそれがある。 

（新設） 家屋が被災した人々や、停電、断水等のライフラインの途絶が生じ

た住宅の人々、生活物資が不足した人々のほか、帰宅困難者や訪日外

国人を含む観光客等の多様な被災者が避難所に集まると、避難所や避

難所のリソースが不足するおそれがある。 

（新設） さらに、今後ますます増えてくることが見込まれる高齢者等の要配

慮者を中心に、避難行動や避難生活に伴う心身の負担や平時に受けて

いた医療や看護、介護サービスを受けられなくなること等による多数

のいわゆる災害関連死が発生するおそれがある。 

このほか、被災地域内の道路の被災と深刻な交通渋滞で被災地域へ

の物資搬入が滞ることによる深刻な物資不足、火力発電所の停止によ

る電力供給量の減少による電力供給の不安定化、発災直後の携帯電話・

固定電話の音声通話の大幅規制、メールの遅配等による情報収集や伝

達機能の大幅な低下などが想定される。 

このほか、電力供給の不安定化による都市活動への影響、企業活動

の停滞等により国内外の経済への甚大な被害が発生するおそれがあ

る。 
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１ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項 

変更前 変更後 

（新設） 情報の混乱による影響として、国や地方公共団体が被災することに

より、被災情報等を収集・伝達する機能が低下することで国内外への

早期・正確な情報発信が困難になった場合は、ニュース性が高く危機

感を煽る映像が繰り返し放送されるほか、ＡＩを用いて作成された虚

偽の被害状況写真や、不安を煽る風評・デマがＳＮＳやインターネッ

ト等を通じて大量に発生・拡散し、被災地での混乱が生じるおそれが

ある。また、誤った情報や悪質なデマが海外にも流れることで、我が

国に対する諸外国の信頼が毀損され、ひいては海外からの投資や日本

経済への悪影響が発生する可能性もある。くわえて、訪日外国人及び

在留外国人（以下「外国人」という。）は、言語の壁や地震に関する知

識・経験の不足等により発災後の混乱による悪影響を受けやすいおそ

れがある。 

（新設） また、上述のような基本的な被害想定を超えた過酷事象や複合災害

等の事象も起こり得る。 

以上のように、膨大な人的・物的被害の発生は、我が国の存亡に関

わるものであるが、例えば、一定の条件下において、建物の耐震化率

を 100％にした場合、全壊棟数と死者数が約９割減少し、感震ブレー

カー等の設置による出火防止対策や初期消火成功率の向上等により焼

失棟数と死者数が９割以上減少すると試算されているほか、経済被害

についても、建物の耐震化率を 100％とし、感震ブレーカー等の設置

による出火防止対策や初期消火成功率の向上を図った場合に約５割減

少すると試算されており、予防対策及び円滑かつ迅速な応急対策を講

ずることにより、その被害は大きく減少させることができる。 

以上のように、巨大過密都市を襲う膨大な被害の発生は、我が国の

存亡に関わるものであるが、予防対策及び円滑かつ迅速な応急対策を

講ずることにより、その被害は大きく減少させることができる。 

これらの被害の特徴を踏まえれば、被害を未然に防ぐための予防対

策及び円滑かつ迅速な応急対策の備えを計画的・戦略的に進め、 “地震

これらの被害の特徴を踏まえれば、被害を未然に防ぐための予防対

策及び円滑かつ迅速な応急対策の備えを計画的・戦略的に進め、 「地震
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１ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項 

変更前 変更後 

に強いまち”の形成を図ることが必要不可欠であり、このために講ず

べき緊急対策は、 

○ あらゆる対策の大前提としての耐震化と火災対策 

○ 深刻な道路交通麻痺対策等 

○ 膨大な数の避難者・帰宅困難者等の対策 

に重点を置き、被害の絶対量を軽減する計画的かつ早急な事前防災

対策と、一人でも多くの命を救うための迅速かつ円滑な災害応急対策

等への備えを行うものとする。 

に強いまち」の形成を図ることが必要不可欠であることから、以下の

緊急対策を講ずる必要がある。 

○ 予防による被害軽減 

○ 災害対応力の強化 

○ 災害対応ニーズの大幅な抑制と役割の分担 

これらの対策に重点を置くことで、被害の絶対量を軽減する計画的

かつ早急な事前防災対策と、一人でも多くの命を救うための迅速かつ

円滑な災害応急対策等への備えを行うものとする。 

（新設） なお、緊急対策を円滑かつ迅速に推進することに加え、東京圏に人

口や建築物が密集し、我が国の政治、行政、経済等の中枢を担う機関

が高度に集積していることを踏まえ、国土の在り方を中長期的課題と

して検討することも必要である。 

このほか、「自助」「共助」「公助」による社会全体での首都直下地震

対策の推進及び 2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会に向け

た対応を行う。 

（削除） 
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２ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な方針 

変更前 変更後 

首都直下地震対策については、 「１（２）緊急対策の円滑かつ迅速な

推進の意義」で示したとおり、首都中枢機能の確保と膨大な人的・物

的被害への対応を二つの柱とし、以下の施策を緊急対策として展開し

ていく必要がある。 

「１（２）緊急対策の円滑かつ迅速な推進の意義」で示したとおり、

東京圏への人口や諸機能の高度な集積によって、首都直下地震発生時

には首都中枢機能への影響や甚大な人的・物的被害が生じるリスクが

あることから、各種対策に国を挙げて全力で取り組むこととする。 

首都直下地震への備えに当たっては、地震の発生場所が特定できず、

どこででも起こり得るという前提で備える必要がある。また、首都直

下地震はいつ何時でも起こり得るため、すぐに効果が発揮される対策

に速やかに取り組むことが重要であると同時に、長期的な視点で対策

を講ずることも必要である。 

さらに、首都直下地震と並行して、他の自然災害やサイバー攻撃等

が複合的に発生する事態にも留意する必要がある。 

以上の点を踏まえ、緊急対策区域においては、以下の基本的な方針

に基づき、各種施策を緊急対策として展開していく必要がある。 

（新設） （１）防災意識の醸成と社会全体での防災体制の構築 

（新設） 膨大な量の被害に対しては、災害対策の主体である市町村（特別区

を含む。以下同じ。）と国・都県との連携による対応の強化・充実が

不可欠であるが、人的・物的リソースが限られていることから、行政

による公助だけでは限界がある。 

（新設） このため、自然災害に対して、「行政が守る者、国民が守られる者」

という考え方から「国民、企業等、地域、行政が共に災害に立ち向か

う」という考え方への転換が必要であり、このような考え方に転換す

るためには、東京圏及びその周辺地域で生活をする各人が、被災時の

具体的なイメージを持ちながら、平時から防災対策に取り組む必要が

ある。また、各主体単独の対応には限界があることから、あらゆる関

係者の力を結集し、「総合的な防災力の向上に資する多様な連携」を進
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２ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な方針 

変更前 変更後 

め、防災対策に取り組む必要がある。さらに、各主体間で様々な災害

情報を迅速かつ的確に共有・有効活用するための「防災ＤＸ」を加速

化させ、災害対応を効率化・高度化させることが必要である。 

（新設） 「自助」「共助」「公助」のバランスのとれた防災対策の重要性につ

いては、国民の意識も高まっているところであり、起こり得る様々な

事態（リスク）を念頭に置きながら、国民、企業等、地域及び行政が

一丸となって首都直下地震を乗り越えるべく、防災意識の醸成（「自分

ごと」化）と社会全体での体制の構築に取り組んでいく必要がある。 

（新設） 特に、東京圏における膨大な人・物の集積は、一つ一つの被災が災

害対応需要となり、その膨大な集積が首都直下地震への対応を困難な

ものにすることから、適切な避難行動、自動車の利用の自粛、必要な

水・食料・トイレ等の備蓄といった各人が実施すべき防災対策を啓発

することが必要である。また、各企業等においても、社会に与える影

響の大きさを勘案し、事業継続のための備えを行うとともに、多くの

企業従事者等が帰宅困難者という意識を持つのではなく、救助活動や

被災者支援等、地域の防災の担い手として活動すること、また、他の

帰宅困難者の一時滞在施設を提供すること等、地域の一員としての地

域社会への貢献が望まれるものであり、国等はそのための環境整備を

行うことが必要である。 

（新設） このように、首都直下地震に対しては、社会のあらゆる構成員が連

携しながら総力を挙げて対処しなければならず、社会全体で「自助」

「共助」「公助」により首都直下地震の被害の軽減に向けた取組を実践

することを推進する。 

（１）首都中枢機能の確保 （２）首都中枢機能の確保 
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２ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な方針 

変更前 変更後 

首都中枢機能の継続性の確保のためには、政治、行政又は経済の各

中枢機能を担う機関において、首都直下地震発生時においてもその機

能を途絶させることがないよう、業務継続体制を構築するとともに、

これを支えるライフラインやインフラの機能を継続させるための体制

構築が必要である。 

首都中枢機能の継続性の確保のためには、政治、行政、経済等の各

中枢機能を担う首都中枢機関やこれを支えるライフライン事業者及び

インフラ事業者において、首都直下地震発生時においてもそれらの機

能を途絶させることがないよう、業務継続体制の構築、ライフライン

及びインフラの耐震化、多重化等の徹底的な事前防災に取り組む必要

がある。 

① 首都中枢機関の業務継続体制の構築 ① 首都中枢機関の業務継続体制の構築 

首都直下地震発生時においては、政府は、どのような事態に対して

も、首都中枢機能の維持を図り、国民生活及び国民経済に及ぼす影響

を最小化するため、行政中枢機能の継続性を確保する必要がある。ま

た、経済中枢機能の担い手である中央銀行や金融機関、首都地域に集

積する企業等においては、金融決済機能や企業本社機能等を維持する

ことが必要である。このため、政府は、「３ 首都直下地震が発生した

場合における首都中枢機能の維持に関する事項」及び法第５条に基づ

く行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画（以下「実施計画」と

いう。）の定めるところにより、政府全体としての業務継続体制の構築、

政府の業務継続のための執行体制の整備及び執務環境の確保を図ると

ともに、企業等においては、金融決済機能の継続性の確保や企業等の

事業継続のための施策を進める。企業等の事業継続性を確保すること

は、首都地域のみならず全国の経済活動の停滞を回避するために極め

て重要である。企業等は、サプライチェーンの寸断は国内外の企業の

生産活動等に甚大な影響を及ぼすこと、通勤困難が発生することを視

野に入れ、事業継続計画（ＢＣＰ）の作成と見直しを継続的に実施す

る必要がある。 

首都直下地震発生時においては、政府は、どのような事態に対して

も、首都中枢機能の維持を図り、国民生活及び国民経済に及ぼす影響

を最小化するため、行政中枢機能の継続性を確保する必要がある。ま

た、経済中枢機能の担い手である中央銀行や金融機関、東京圏に集積

する企業等においては、金融決済機能や企業本社機能等を維持するこ

とが必要である。企業等の事業継続性を確保することは、東京圏のみ

ならず全国の経済活動の停滞を回避するために極めて重要である。こ

のため、中央省庁・東京都、金融機関、企業本社等の首都中枢機関は、

あらかじめ業務継続計画又は事業継続計画（ＢＣＰ）を作成し、訓練

や不断の見直しにより実効性を高め、発災時に当該計画に基づいて関

係機関と連携し非常時優先業務を確実に実行し続けることが求められ

る。その際、政府は、「３ 首都直下地震が発生した場合における首都

中枢機能の維持に関する事項」及び「政府業務継続計画（首都直下地

震対策）」（法第５条第１項の規定に基づく「行政中枢機能の維持に係

る緊急対策実施計画」をいう。以下「政府業務継続計画」という。）の

定めるところにより、政府全体としての業務継続体制の構築、政府の

業務継続のための執行体制の整備及び執務環境の確保を図るものとす

る。金融機関や企業等は、サプライチェーンの寸断は国内外の企業の
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２ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な方針 

変更前 変更後 

生産活動等に甚大な影響を及ぼすこと、通勤困難が発生することを視

野に入れ、金融決済機能の継続性の確保や企業等の事業継続のための

施策を進める。 

（新設） さらに、ＳＮＳの普及に伴う災害時のデマ等による社会の不安定化

リスクの高まりに対応し、我が国の信用力を確保するため、首都直下

地震の発災初期からの政府による国内外への情報発信を強化する必要

がある。 

（新設） なお、首都中枢機能は、各中枢機関単独で発揮されるものではなく、

中枢機関同士又はその他機関との連携により発揮されるものであるこ

とから、各中枢機関においては、発災後速やかに円滑な情報のやり取

り等を開始できるよう、平時から関係機関間で連携関係を構築し、「事

前の備え」を徹底することが必要である。 

さらに、最悪の事態を想定し、首都中枢機能の全部又は一部を維持

することが困難となった場合の一時的な代替拠点の確保についてあら

かじめ検討しておくこととする。 

さらに、東京圏において首都中枢機能の維持が困難となる最悪の事

態も想定し、首都中枢機能の全部又は一部を維持することが困難とな

った場合の一時的な代替拠点の確保についてあらかじめ検討しておく

こととする。 

② 首都中枢機能を支えるライフライン及びインフラの維持 ② 首都中枢機能を支えるライフライン及びインフラの機能の維持 

電気・上下水道・ガスといったライフライン、情報通信インフラや

交通インフラは、首都中枢機能の継続性確保のために必要不可欠な基

盤である。これらのライフラインやインフラについて、耐震化、多重

化等を図るとともに、災害発生時には、首都中枢機関への供給に関わ

る部分を優先的に復旧させるよう、ライフラインやインフラの機能の

維持に係る施策を進める。 

電気・ガス・上下水道といったライフライン、情報通信インフラ及

び交通インフラは、首都中枢機能の継続性の確保のために必要不可欠

な基盤である。これらのライフライン及びインフラについて、耐震化、

多重化等を図るとともに、災害発生時には、首都中枢機関への供給に

関わる部分を優先的に復旧させるよう、ライフライン及びインフラの

機能の維持に係る施策を進める。 
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２ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な方針 

変更前 変更後 

（新設） また、電力・通信が早期に復旧しないといった厳しい事態も想定し、

首都中枢機能の継続性の確保の観点から、ライフライン及びインフラ

の冗長性・代替性の確保等に取り組んでいくことが必要である。 

（２）膨大な人的・物的被害への対応 （３）膨大な人的・物的被害への対応強化 

首都直下地震が発生した場合の膨大な人的・物的被害や経済被害を

減少させるため、計画的かつ早急な予防対策を推進するとともに、一

人でも多くの命を救うための迅速かつ円滑な災害応急対策を講じるた

めの備えを図るものとする。 

首都直下地震が発生した場合の膨大な人的・物的被害や経済被害を

減少させるため、計画的かつ早急な予防対策を推進するとともに、一

人でも多くの命を救うための迅速かつ円滑な災害応急対策を講ずるた

めの備えを図るものとする。 

（新設） 一方で、こうした事前対策を徹底的に取り組んでもなお発生する人

的・物的被害に対しては、限られた人的・物的リソースの中で最大限

に効率的かつ効果的に対応するための「災害対応力の強化」と、真に

支援が必要なところに災害対応リソースを集中するための「災害対応

ニーズの抑制と役割の分担」の両面から対応することが肝要である。 

① あらゆる対策の大前提としての耐震化と火災対策 ① 予防による被害軽減 

膨大な人的・物的被害に対応するためには、都市計画の根本に“防

災”を置き、地震発生前から地震発生時の被害量を軽減するためのミ

ティゲーション策（減災対策）に計画的に取り組み、 “地震に強いまち

づくり”を進めることが重要である。 

膨大な人的・物的被害に対応するためには、都市計画の根本に「防

災」を置き、地震発生前から地震発生時の被害量を軽減するためのミ

ティゲーション策（減災対策）に計画的に取り組み、 「地震に強いまち

づくり」を進めることが重要である。 

特に、建築物の被害は、首都直下地震発生時の死者発生の主要因で

あり、さらに火災の延焼、避難者の発生、救命・救助活動の妨げ、災

害廃棄物の発生等の被害拡大の要因でもある。膨大な被害量をできる

限り減少させるため、あらゆる対策の大前提として、国、地方公共団

体等は、建築物の耐震化の取組を強力に推進する。 

特に、建築物の倒壊は、首都直下地震発生時の死者発生の主要因で

あり、さらに火災の延焼、避難者の発生、救命・救助活動の妨げ、災

害廃棄物の発生等の被害拡大の要因でもある。膨大な被害量をできる

限り減少させるため、あらゆる対策の大前提として、国、地方公共団

体等は、建築物の耐震化の取組を強力に推進して、「予防による被害軽

減」に徹底して取り組む。 
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２ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な方針 

変更前 変更後 

また、首都地域は、木造住宅密集市街地が広域的に連担しているこ

とから、極めて大規模な延焼被害や同時多発の市街地火災が発生する

ことが想定される。このため、危険性の高い木造住宅密集市街地等の

解消に向けた取組を引き続き推進しつつ、被害を最小限に抑えるため、

感震自動消火装置等を備えた電熱器具の普及などの出火防止対策、発

災時の速やかな初期消火、常備消防の充実などの消火活動体制の強化

を推進する。 

また、東京圏は、木造住宅密集市街地が広域的に連担していること

から、極めて大規模な延焼被害や同時多発の市街地火災が発生するお

それがある。このため、危険性の高い木造住宅密集市街地等の解消に

向けた取組を引き続き推進しつつ、被害を最小限に抑えるため、感震

ブレーカーや感震自動消火装置等を備えた電熱器具の普及等の出火防

止対策、発災時の速やかな初期消火、常備消防の充実等の消火活動体

制の強化を推進する。 

さらに、ライフライン及びインフラについて耐震化・多重化等を進

めるとともに、人命に関わる重要施設に係るものについて優先的に復

旧できるよう、復旧体制を強化するなど、計画的かつ早急な予防対策

を推進する。 

さらに、ライフライン及びインフラについて耐震化、多重化等を進

めるとともに、人命に関わる重要施設に係るものについて優先的に復

旧できるよう、復旧体制を強化するなど、計画的かつ早急な予防対策

を推進する。 

（新設） 近年のデジタル化の進展によりあらゆる社会経済活動に不可欠な存

在となった「デジタル基盤」について、災害時の機能維持が図られる

よう、予防対策を進める。 

② 深刻な道路交通麻痺対策等 ② 災害対応力の強化 

（新設） 「災害対応力の強化」に向けては、地域防災力や応援機関の強化、

企業・ＮＰＯ・団体等を含むあらゆる主体との連携、東京圏以外の地

方との連携、デジタル技術を含めた新技術の活用等に取り組む必要が

ある。 

首都直下地震発生時には、瓦礫の散乱、電柱の倒壊等に加え、放置

車両の発生等が相まって深刻な道路交通麻痺が発生し、消火活動、救

命・救助活動等に著しい支障が生じることが想定される。また、木造

住宅密集市街地等における大規模な延焼火災、多数の負傷者や自力脱

出困難者等の発生も想定される。これらに対応していくためには、災

初期対応時には、がれきの散乱、電柱の倒壊等に加え、放置車両の

発生等が相まって深刻な道路交通麻痺が発生し、消火活動、救命・救

助活動等に著しい支障が生じるおそれがある。また、木造住宅密集市

街地等における大規模な延焼火災、多数の負傷者や自力脱出困難者等

の発生も想定される。これらに対応していくためには、災害応急対策

を円滑かつ迅速に実施するための体制を構築することが必要である。 
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２ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な方針 

変更前 変更後 

害応急対策を円滑かつ迅速に実施するための体制を構築することが必

要である。 

特に、深刻な道路交通麻痺は、消火活動、救命・救助活動、医薬品

や食料・水、燃料等の物流、ライフラインの復旧などあらゆる震災対

策を行う上で最大の障害となるものであり、道路交通の確保に向けて

早急な対策を講ずるものとする。 

特に、深刻な道路交通麻痺は、消火活動、救命・救助活動、医薬品

や食料・水、燃料等の物流、ライフラインの復旧等のあらゆる災害応

急対策を行う上で最大の障害となるものであり、道路交通の確保に向

けて早急な対策を講ずるものとする。 

また、一人でも多くの命を救うためには、首都直下地震特有の被害

を想定しながら、応急対策のための行動を綿密にシミュレートし、で

きる限り具体化しておくことが必要であり、この検討を踏まえた災害

応急対策のための備えを行うものとする。 

また、一人でも多くの命を救うためには、首都直下地震特有の被害

を想定しながら、応急対策のための行動を綿密にシミュレートし、で

きる限り具体化しておくことが必要であり、この検討を踏まえた災害

応急対策のための備えを行うものとする。 

（新設） くわえて、同程度の地震が続く中で活動を行う災害対応従事者等が

二次災害に遭わないようにするとともに、首都直下地震発生後の風水

害による被害拡大、火山噴火による降灰による輸送・移動手段への影

響等の複合災害が発生することも想定し、災害対応時の備えを行う必

要がある。 

（新設） また、膨大な避難者等への対応については、「場所（避難所）の支援」

から「人（避難者等）への支援」へ考え方を転換する必要がある。避

難所の不足や混乱等が生じるおそれがあるため、避難所の確保や食料・

飲料水等の備蓄、衛生環境の確保、避難所の運営マニュアル等の明確

化等を図る必要がある。特に、東京圏においては、自力での災害対応

が困難な要配慮者だけでも膨大な数に上るため、要配慮者への対応を

優先することが必要である。 

（新設） いわゆる災害関連死を防ぐため、スフィア基準（人道憲章と人道対

応に関する最低基準）等を考慮し、トイレ・温かい食事・寝床等の整

備、備蓄等による避難所等の生活環境向上を推進する必要がある。避



17 
 

２ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な方針 

変更前 変更後 

難所の運営に当たっては、男女のニーズの違いや、要配慮者の多様な

ニーズへの配慮に努めるものとする。 

③ 膨大な数の避難者・帰宅困難者等 ③ 災害対応ニーズの大幅な抑制と役割の分担 

首都地域は、極めて高度に人口が集積しており、首都直下地震によ

り、延焼拡大する火災から避難する人や、家屋が倒壊したり、停電や

断水等ライフラインが途絶した人が避難所に大量に移動することが見

込まれ、避難所の不足、混乱等が生じることが想定される。 

東京圏は、極めて高度に人口が集積しており、首都直下地震により、

延焼拡大する火災から避難する人や、家屋の倒壊や停電、断水等のラ

イフラインの途絶により多数の被災者が避難所に集まることが見込ま

れる。これらのうち、自宅での生活ができなくなった人について避難

所での支援を行うため、避難所の負荷を軽減させるよう、それ以外の

人に対して在宅避難を積極的に進める必要がある。 

このため、避難所の確保や食料・飲料水等の備蓄、衛生環境の確保、

避難所の運営マニュアル等の明確化などを図る必要がある。特に、首

都地域においては、自力での災害対応が困難な要配慮者だけでも膨大

な数に上るため、要配慮者への対応を優先することが必要である。 

（削除） 

また、首都地域への通勤者や来訪者も膨大な数に上るため、災害時

に膨大な数の帰宅困難者が発生することが想定される。このため、「む

やみに移動を開始しない」という基本原則を徹底するとともに、一斉

帰宅の抑制や一時滞在施設の確保等の取組を推進する。 

また、東京圏への通勤者や来訪者も膨大な数に上るため、災害時に

膨大な数の帰宅困難者が発生するおそれがある。このため、「むやみに

移動を開始しない」という基本原則を徹底するとともに、一斉帰宅の

抑制や一時滞在施設の確保等の取組を推進する。一時滞在施設の確保

等に当たっては、男女のニーズの違いや、要配慮者の多様なニーズへ

の配慮に努めるものとする。 

さらに、空き家・空室の提供、民間住宅の借上げ、ホテル・旅館の

活用、応急仮設住宅の早期提供等の体制を整備しておくことにより、

膨大な被災者の応急住宅需要に対応する。 

（削除） 

（新設） これらの自助・共助の浸透に加え、社会経済活動の早期再開、被災

地外への一時的な避難（以下「広域的避難」という。）等の備えに取り

組む必要がある。特に、広域的避難は、避難所に入れない被災者の命
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２ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な方針 

変更前 変更後 

を守る観点からも必要である。そのためにも、ホテル・旅館等を避難

所として活用する際のマニュアルの作成等を推進する必要がある。ま

た、二地域居住やテレワークの推進により、災害時に広域的避難を行

いやすい環境づくりを進めることも重要である。 

（新設） こうした事前防災の取組を進めるに当たっては、近年広がりを見せ

ている、日常時と非常時という社会のフェーズ（状態）を分けない「フ

ェーズフリー」という考え方を考慮していくことも重要である。 

（新設） （４）迅速な復興・より良い復興への備え 

（新設） 復旧・復興に向けて、膨大な災害廃棄物等を処理するため、被災地

外での広域処理が可能な体制整備を含めた、災害廃棄物等の処理計画

の策定・見直し等を進めるほか、膨大な被災者の応急住宅需要に対応

するため、空き家・空室の提供、民間住宅の借上げ（賃貸型応急住宅）、

建設型応急住宅の早期提供等の体制を整備しておく必要がある。また、

被災者の生活再建のため、支援措置を早期に実施するための体制づく

りを推進する必要がある。 

（新設） また、東京は、日本の政治・経済・文化の中心であり、首都直下地

震からの復興が長期化すれば、国際金融都市等の国際的な役割を果た

せなくなるほか、東京の国際競争力の低下が我が国全体の国際競争力

の低下をも招くおそれがあることから、迅速な復興が必要である。首

都直下地震からの復興に当たっては、単に元のまちに戻すのではなく、

首都直下地震の次の災害への備えとして、オールハザードの観点から

災害リスクを減少させる創造的復興等、より良い復興を目指すことが

重要である。 
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２ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な方針 

変更前 変更後 

（新設） 迅速な復興・より良い復興に向けては、事前の備えが不可欠であり、

市町村・都県レベルのみならず、地方公共団体を跨ぐ広域的なレベル、

すなわち首都圏全体で、復興手順や復興で目指すべき目標像等を事前

に検討・共有しておき、ひいては国土全体の強靱化や日本経済の復興

という「全体最適」の視点も含め、迅速な復興のための備えをあらか

じめ検討しておく必要がある。 

（新設） こうした復興事前準備の取組により、早期に社会経済活動を回復さ

せて首都直下地震からの復興を成し遂げ、東京圏が再び我が国全体の

成長のけん引役を果たしていくことに加え、首都直下地震の経験に基

づく知見・教訓、技術等により、国内外の次なる災害の対応に貢献す

ることを目指す。 

（３）地方公共団体への支援等 （５）地方公共団体への支援等 

首都直下地震の発生による首都中枢機能の障害や、膨大な人的・物

的被害に対応するためには、国と地方公共団体が緊密に連携して被害

の軽減に取り組むとともに、発災時には、広域かつ甚大な被害に対応

するため、国や地方公共団体間の連携による広域的かつ一体的な応急

対応が円滑に行われる体制を構築する必要がある。 

首都直下地震の発生による首都中枢機能の障害や、膨大な人的・物

的被害に対応するためには、国と地方公共団体が緊密に連携して被害

の軽減に取り組むとともに、発災時には、広域かつ甚大な被害に対応

するため、国や地方公共団体間の連携による広域的かつ一体的な応急

対応が円滑に行われる体制を構築する必要がある。 

また、認定基盤整備等計画や地方緊急対策実施計画等の法に基づく

計画に位置付けられた事業等、地方公共団体が自主的かつ主体的に取

り組む首都直下地震対策について、法第 36 条等の趣旨も踏まえ、国が

支援することが必要であり、首都直下地震に関する調査研究成果を始

めとする各種情報の提供、助言その他の必要な支援を行う。 

また、認定基盤整備等計画や地方緊急対策実施計画等の法に基づく

計画に位置付けられた事業等、地方公共団体が自主的かつ主体的に取

り組む首都直下地震対策について、法第 36 条等の趣旨も踏まえ、国が

支援することが必要であり、首都直下地震に関する調査研究成果を始

めとする各種情報の提供、助言その他の必要な支援を行う。 

（４）社会全体での首都直下地震対策の推進 （削除） 
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２ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進のために政府が着実に実施すべき施策に関する基本的な方針 

変更前 変更後 

膨大な量の被害に対しては、災害対策の主体である市町村（特別区

を含む。以下同じ。）と国・都県との連携による対応の強化・充実は不

可欠であるが、行政による公助だけでは限界がある。「自助」「共助」

「公助」のバランスのとれた防災対策の重要性については、国民の意

識も高まっているところであり、社会のあらゆる構成員が連携しなが

ら総力を挙げて対処しなければならない。特に、首都地域における膨

大な人・物の集積は、一つ一つの被災が災害対応需要となり、その膨

大な集積が首都直下地震への対応を困難なものにすることから、適切

な避難行動、自動車の利用の自粛、必要な水・食料等の備蓄といった

各個人が実施すべき防災対策を啓発することが必要である。また、各

企業等においても、社会に与える影響の大きさを勘案し、事業継続の

ための備えを行うとともに、多くの企業従事者等が帰宅困難者という

意識を持つのではなく、救助活動や被災者支援等、地域の防災の担い

手として活動すること、また、他の帰宅困難者の一時滞在施設を提供

することなど、地域の一員としての地域社会への貢献が望まれるもの

であり、国等はそのための環境整備を行うことが必要である。 

（削除） 

このように、社会全体で「自助」「共助」「公助」により首都直下地

震の被害の軽減に向けた備えを実践することを推進する。 

（削除） 

（５）2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けた対応 （削除） 

2020 年のオリンピック・パラリンピック東京大会に向け、日本国民

及び世界各国からの来訪者が安心して同大会に参加・観戦できるよう、

首都地域の防災対策に万全を期することが必要である。このため、同

大会で使用する施設の耐震化や、外国人観光客の避難誘導の取組等を

強化する。 

（削除） 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

（１）首都中枢機能の維持を図るための施策に関する基本的な事項 （１）首都中枢機能の維持を図るための施策に関する基本的な事項 

① 首都中枢機能及び首都中枢機関 ① 首都中枢機能及び首都中枢機関 

首都中枢機能は、首都地域における政治、行政、経済等の中枢機能

をいい、これらの機能の枢要部分を担う機関を「首都中枢機関」とし、

以下のとおりとする。 

首都中枢機能は、東京圏における政治、行政、経済等の中枢機能を

いい、これらの機能の枢要部分を担う機関を「首都中枢機関」とし、

以下のとおりとする。 

ア 政治中枢：国会 ア 政治中枢：国会 

イ 行政中枢：内閣官房、内閣法制局、復興庁、内閣府、各省、各委

員会及び各庁（以下「府省等」という。）の本省等の中央組織（以下

「中央省庁」という。）、東京都庁並びに駐日外国公館等 

イ 行政中枢：内閣官房、内閣法制局、内閣府、デジタル庁、復興庁、

各省、各委員会及び各庁（以下「府省等」という。）の本省等の中央

組織（以下「中央省庁」という。）、東京都庁並びに駐日外国公館等 

ウ 経済中枢：金融決済業務を行う中央銀行及び主要な金融機関等、

首都地域に集中する企業の本社等 

ウ 経済中枢：金融決済業務を行う中央銀行及び主要な金融機関等並

びに東京圏に所在する企業の本社等 

首都中枢機能の維持のためには、首都中枢機関及びこれらを支える

ためのライフラインやインフラなどの機能の維持のための対策を講じ

る必要がある。 

首都中枢機能の維持のためには、首都中枢機関及びこれらを支える

ためのライフラインやインフラ等の機能の維持のための対策を講ずる

必要がある。 

② 首都中枢機関の機能目標 ② 首都中枢機関の機能目標 

首都中枢機能は、特に発災直後においても、途絶することなく継続

性が確保されることが求められる。各々の首都中枢機能が果たすべき

役割に着目し、発災直後においても最低限果たすべき機能目標を以下

のように設定する。 

首都中枢機能は、特に発災直後においても、途絶することなく継続

性が確保されることが求められる。各々の首都中枢機能が果たすべき

役割に着目し、発災直後においても最低限果たすべき機能目標を以下

のように設定する。 

ア 政治中枢機能 ア 政治中枢機能 

発災直後から、国会と各機関との連絡手段を確保し、必要な政治的

措置が執れる環境を整備する。 

発災直後から、国会と各機関との連絡手段を確保し、必要な政治的

措置が執れる環境を整備する。 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

イ 行政中枢機能 イ 行政中枢機能 

中央省庁は、被災地域における被災者の保護を行い、被災地域の混

乱の回避を図るとともに、国民経済上の混乱を回避するために必要な

措置を講じるほか、公共サービスの確保・提供を行う。さらに、我が

国の存立に不可欠な防衛、公共の安全と秩序の維持及び外交の処理を

中断なく実施できる環境を整備する。 

中央省庁は、被災地域における被災者の保護を行い、被災地域の混

乱の回避を図るとともに、国民経済上の混乱を回避するために必要な

措置を講ずるほか、公共サービスの確保・提供を行う。さらに、我が

国の存立に不可欠な防衛、公共の安全と秩序の維持及び外交の処理を

中断なく実施できる環境を整備する。 

東京都庁は、首都中枢機能の存する地域の行政機関として、ライフ

ラインやインフラの復旧など首都中枢機関の機能の維持を図るととも

に、被災地域における被災者の保護、被災地域の混乱の回避、公共サ

ービスの確保・提供等を行う。 

東京都庁は、首都中枢機能の存する地域の行政機関として、首都中

枢機関の機能の維持を図るため、上下水道や交通インフラの復旧等に

取り組むとともに、被災地域における被災者の保護、被災地域の混乱

の回避、公共サービスの確保・提供等を行う。 

各国の駐日外国公館等は、首都地域に居住する自国民への対応や海

外からの支援窓口等の役割を担っている。我が国においては、国境を

越えた経済社会活動が拡大する中で在日・訪日外国人が増加しており、

災害時でも外国人が安全を確保できるようにするための防災情報の伝

達や避難誘導等の施策を講ずることはもとより、駐日外国公館等に適

切な情報提供を行うなどにより、安否確認等に協力するとともに、で

きるだけ早期に、本国との連絡が可能となる環境を整備する。 

各国の駐日外国公館等は、東京圏に居住する自国民への対応や海外

からの支援窓口等の役割を担っている。我が国においては、国境を越

えた社会経済活動が拡大する中で外国人が増加しており、災害時でも

外国人が安全を確保できるようにするため、国〔関係省庁〕は、災害

情報、避難情報、帰国支援に関する情報等の提供等を適切に行うとと

もに、駐日外国公館等に適切な情報提供を行うことはもとより、安否

確認、帰国支援等に協力を行う。くわえて、駐日外国公館等ができる

だけ早期に本国との連絡が可能となるよう環境整備を支援する。 

ウ 経済中枢機能 ウ 経済中枢機能 

中央銀行及び主要な金融機関等は、地震が発生しても、必要な要員

が参集し、必要に応じてバックアップへの切替を行うこと等により、

重要な金融決済機能を地震発生当日中に復旧させる体制を整備する。

また、金融決済に関わる重要なアナウンスを国内外に発信し、日本の

金融決済機能に対する信用不安を軽減する役割を果たすようにする。 

中央銀行及び主要な金融機関等は、地震が発生しても、必要な要員

が参集し、必要に応じてバックアップへの切替えを行うこと等により、

重要な金融決済機能を地震発生当日中に復旧させる体制を整備する。

また、金融決済に関わる重要なアナウンスを国内外に発信し、我が国
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

の金融決済機能に対する信用不安を軽減する役割を果たすようにす

る。 

また、企業の本社等は、災害応急対策・災害復旧に必要な物資等を

提供する企業活動等に支障を来さないような体制を整備するととも

に、我が国の経済活動の停滞を最小限に留めるように努めるものとす

る。 

また、企業の本社等は、災害応急対策・災害復旧に必要な物資等を

提供する企業活動等に支障を来さないようにするとともに、国内外へ

の影響を軽減するため、事業継続体制を構築するものとする。 

③ 首都中枢機関が講ずべき施策 ③ 首都中枢機関が講ずべき施策 

ア 政府全体としての業務継続体制の構築 ア 行政中枢機能の確保 

首都直下地震発生時においては、政府は、どのような事態に対して

も、首都中枢機能の維持を図り、国民生活及び国民経済に及ぼす影響

を最小化するため、行政中枢機能の継続性を確保する業務継続体制を

構築する必要がある。 

首都直下地震発生時においては、政府は、どのような事態に対して

も、首都中枢機能の維持を図り、国民生活及び国民経済に及ぼす影響

を最小化するため、行政中枢機能の継続性を確保する業務継続体制を

構築する必要がある。 

首都直下地震発生時に政府として維持すべき必須機能は次の(ア)か

ら(カ)までに掲げるものであり、政府は、これに該当する非常時優先

業務（首都直下地震発生時に優先的に実施する業務をいう。以下同

じ。）を円滑に実施することができるよう、必要となる執行体制及び

執務環境を確保するものとし、その詳細は実施計画において定めるも

のとする。 

首都直下地震発生時に政府として維持すべき必須機能は次の（ア）

から（カ）までに掲げるものであり、政府は、これに該当する非常時

優先業務（首都直下地震発生時に優先的に実施する業務をいう。以下

同じ。）を円滑に実施することができるよう、必要となる執行体制及

び執務環境を確保するものとし、その詳細は政府業務継続計画におい

て定めるものとする。 

(ア)内閣機能 

(イ)被災地域への対応 

(ウ)金融・経済の安定 

(エ)国民の生活基盤の維持 

(オ)防衛及び公共の安全と秩序の維持 

(カ)外交関係の処理 

（ア）内閣機能 

（イ）被災地域への対応 

（ウ）金融・経済の安定 

（エ）国民の生活基盤の維持 

（オ）防衛及び公共の安全と秩序の維持 

（カ）外交関係の処理 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

各府省等は、実施計画に基づき、上記の６つの機能に該当する所掌

事務を非常時優先業務として位置付け、これに必要な執行体制、執務

環境等を定める業務継続計画を作成し、継続的に見直しを図るものと

する。また、東京都は実施計画等を参考に、業務継続計画を作成し、

継続的に見直しを図るものとする。 

国〔各府省等〕は、政府業務継続計画に基づき、上記の６つの機能

に該当する所掌事務を非常時優先業務として位置付け、これに必要な

執行体制、執務環境等を定める業務継続計画を作成し、継続的に見直

しを図ることで、実効性を確保するものとする。また、非常時優先業

務における関係機関（他省庁、都道府県、市町村、民間事業者等）の

ＢＣＰ等をあらかじめ了知した上で、各機関と連携し横断的な訓練を

行うものとする。東京都は政府業務継続計画等を参考に、業務継続計

画を作成し、継続的に見直しを図るものとする。 

なお、政治中枢機関（国会）や裁判所についても、政府に準じた措

置を講じるなど、その機能の維持を図るための施策が必要であり、政

府は、国会等における検討に資するよう、政府における取組状況の情

報提供等を行うものとする。 

なお、政治中枢機関（国会）や裁判所についても、政府に準じた措

置を講ずるなど、その機能の維持を図るための施策が必要であり、政

府は、国会等における検討に資するよう、政府における取組状況の情

報提供等を行うものとする。 

【目標】 【目標】 

（ⅰ）執行体制及び執務環境の確保【各府省等】 （ⅰ）執行体制及び執務環境の確保【各府省等】 

・首都直下地震発生時に、１週間にわたり中央省庁の庁舎において非

常時優先業務を実施することができる執行体制及び執務環境を確保

する。 

・発災時から１週間後までに加え、その後のライフラインに係る機能

支障等が残った場合等の悪条件を想定して、以下の観点から中央省

庁の庁舎において非常時優先業務を実施することができる執行体制

及び執務環境を確保する。 

【具体目標】 （削除） 

○参集要員の確保 （ａ）参集要員の確保 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

（新設） ・平時において、勤務時間外に発災した場合を想定し、非常時優先業

務又は管理事務を継続するための参集要員が確保できるか試算（参

集調査）した上で、必要な人数の要員を確保する。 

（新設） 【具体目標】 

・参集要員へ参集を指示するシステム及び職員安否確認システムの構

築率平成 28 年 100％を目指す。 

（削除） 

（新設） ・参集調査を基とした非常時優先業務の要員名簿の作成率 

＜各府省等＞ 

100％【Ｒ７】 → 100％【毎年度】 

○庁舎の耐震化等 （ｂ）庁舎の安全対策 

（新設） ・中央省庁の庁舎の耐震化は完了しているが、業務継続が可能な執務

環境を維持するため、執務室内の什器等の固定に継続的に取り組む。 

（新設） ・多くの中央省庁の庁舎において老朽化が進行していることから、想

定を上回る事態を視野に入れた老朽化対策の在り方を検討し、計画

的に必要な対策に取り組む。 

（新設） 【具体目標】 

・中央省庁の庁舎の耐震化について、首都直下地震モデル検討会にお

ける検討等を踏まえ、所要の耐震性能を速やかに確保する。 

（削除） 

・中央省庁の庁舎内における什器の固定率平成 28 年 100％を目指す。 （削除） 

・中央省庁の庁舎内における特定天井について、速やかに耐震化を行

う。 

（削除） 

・中央省庁の庁舎内における特定天井以外の非構造部材の耐震化につ

いて速やかに検討を行う。 

（削除） 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

（新設） ・中央省庁の庁舎内における什器の固定率 

＜各府省等＞ 

94％【Ｒ７】 → 100％【毎年度】 

○電力の確保 （ｃ）電力の確保 

（新設） ・電力の二系統引込を含む電力供給設備の冗長化に努める。 

（新設） ・非常用発電設備の１週間分の燃料の確保や、燃料油を使わない電源

の確保等を行う。 

（新設） 【具体目標】 

・中央省庁の庁舎において非常時優先業務及び管理事務を１週間程度

継続するために必要な非常用発電設備の燃料タンクについて、速や

かに増設を行う。 

（削除） 

・中央省庁の庁舎における非常用発電設備に係る非常時優先業務及び

管理事務を１週間程度継続するために必要な燃料について、速やか

に確保する。 

（削除） 

（新設） ・中央省庁の庁舎における非常用発電設備に係る非常時優先業務及び

管理事務を１週間程度継続するために必要な燃料の確保率 

＜各府省等＞ 

100％【Ｒ７】 → 100％【毎年度】 

（新設） ・非常用発電の燃料が不足する事態等に備えた燃料油を使用しない電

源の確保率 

＜各府省等＞ 

―【Ｒ７】 → 100％【Ｒ12】 

○情報システムの確保 （ｄ）情報システムの確保 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

（新設） ・ＧＳＳ（政府共通の標準的な業務実施環境）を始めとする情報シス

テムについて、データを損失せず安定的に稼働し、仮に停止した場

合にも早期に復旧できるようにする。 

（新設） ・発災後には、屋外の携帯電話基地局の通信容量が大幅に不足するこ

とを前提に、情報システムのアクセス回線のバックアップ回線をあ

らかじめ確保する。 

（新設） ・ＩＴ－ＢＣＰ（ＩＴシステムが停止した際に、迅速かつ効率的に業

務を再開・継続するための計画）の観点から、代替庁舎等における安

全な通信の確保に向けた検討を行う。 

（新設） 【具体目標】 

・同時被災しない場所への非常時優先業務及び管理事務に係る情報シ

ステムのバックアップシステムについて、速やかに確保する（同等

の措置を含む。）。 

（削除） 

（新設） ・非常時優先業務及び管理事務に係る情報システムの機能継続に向け

たシステムの見直しの着手率 

＜各府省等＞ 

０％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ10】 

○物資の備蓄 （ｅ）物資の備蓄 

（新設） ・発災時の業務継続に必要となる、参集要員の１週間分及び参集要員

以外の職員等の３日分程度の物資の備蓄を行う。その際、女性の視

点や障害者等の多様なニーズを踏まえて、適切な備蓄を行う。 

（新設） 【具体目標】 



28 
 

３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

・参集要員の１週間分及び参集要員以外の職員等の３日分程度の食

料、飲料水、医薬品、毛布、簡易トイレ等の物資の備蓄率平成 28 年

100％を目指す。 

（削除） 

（新設） ・参集要員の１週間分及び参集要員以外の職員等の３日分程度の食

料、飲料水、医薬品、毛布、簡易トイレ等の物資の備蓄率 

＜各府省等＞ 

100％【Ｒ７】 → 100％【毎年度】 

（ⅱ）教育及び訓練の実施【各府省等】 （ⅱ）教育及び訓練の実施【各府省等】 

・平常時から職員に対し、非常時優先業務の継続に係る教育及び訓練

を実施する。 

・業務継続の実効性を確保するため、平時から職員に対し、これまで

政府業務継続計画により実施するとされてきた、発災時に非常時優

先業務を継続することの意義、非常時優先業務の内容等に加え、職

員と家族自らが被災しないための住宅の耐震化や家具の固定等に係

る教育を実施するとともに、電力等のライフラインの支障等を想定

した業務継続計画の訓練を実施する。 

【具体目標】 【具体目標】 

・引き続き教育及び訓練の毎年度実施率 100％を維持し、内容の充実・

強化を図る。 

（削除） 

（新設） ・参集対象の職員への研修の実施率 

＜各府省等＞ 

100％【Ｒ７】 → 100％【毎年度】 

（新設） ・業務継続計画の訓練の実施率 

＜各府省等＞ 

100％【Ｒ７】 → 100％【毎年度】 

（ⅲ）業務継続計画の見直し【各府省等】 （ⅲ）業務継続計画の見直し【各府省等】 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

・業務継続計画の実効性について、有識者等による評価を行い、当該

評価等を踏まえ、継続的に見直す。 

・政府業務継続計画や有識者等による評価等を踏まえた実効性の確保

につながる業務継続計画の見直しを継続的に行う。 

【具体目標】 【具体目標】 

・業務継続計画については、平成 27 年度から評価を行い、必要に応じ

て、継続的に見直しを行う。 

（削除） 

（新設） ・各府省等の業務継続計画の見直しの実施率 

＜各府省等＞ 

０％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ10】 

（新設） （ⅳ）駐日外国公館等との連携強化【外務省】 

（新設） ・発災時の外国人への対応、具体的には安否確認や避難・帰国支援が

円滑に進められるよう、地方公共団体等から入手した情報を提供す

るなど、駐日外国公館等との連携を強化する。 

（新設） ・あらかじめ駐日外国公館等との情報連携の在り方について検討し、

訓練等を行う。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・災害発生時の情報連携に関する訓練を実施している駐日外国大使館

の割合 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

100％【Ｒ７】 → 100％【毎年度】 

イ 金融決済機能の継続性の確保や企業の事業継続のための取組 イ 金融決済機能の確保 

経済中枢機能の担い手である企業等においては、金融決済機能の継

続性の確保や企業等の事業継続のための取組に努める必要がある。中

央銀行や主要な金融機関等においては、分野全体としての事業継続の

金融決済機能の担い手である中央銀行や主要な金融機関等において

は、分野全体としての事業継続の確保対策が比較的進んでおり、引き

続き、強靱な事業継続体制を構築する取組の継続を目指すものとする。
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

確保対策が比較的進んでおり、今後とも、強靱な事業継続体制を構築

する取組の継続を目指すものとする。また、金融中枢機能を構成する

市場等の間の連携強化を図るとともに、ライフライン事業者、インフ

ラ事業者等の協力を得ながら、実践的な発災対応訓練等の継続的な実

施を目指すものとする。 

また、金融中枢機能を構成する市場等の間の連携強化を図るとともに、

実践的な発災対応訓練等の継続的な実施を目指すものとする。 

首都地域に集中する企業の本社等においては、自社製品の供給が途

絶した場合における社会的影響の大きさ等を勘案しながら、事業継続

計画（ＢＣＰ）の作成及び事業継続マネジメント（ＢＣＭ）を進める

とともに、非常用発電設備及び必要な燃料の確保、通信手段の確保、

データのバックアップ等の必要な対策を講じることにより、首都直下

地震発生時においても本社機能や提供する商品、サービスの供給等が

維持されることを目指すものとする。 

（削除） 

（新設） 国〔金融庁〕や金融機関等は、国民や事業者に対して、金融システ

ムに関する適切な情報発信及び冷静な行動の呼び掛けを行う。 

（新設） また、キャッシュレス決済が普及し、今後更に普及する傾向にある

ことを踏まえ、国〔経済産業省及び金融庁〕及び関係事業者は、キャ

ッシュレス決済機能を確保するための方策について検討する。 

（新設） 中央銀行及び金融機関においては、キャッシュレス決済が利用でき

なくなったことに伴う現金引き出し需要の増加への対応をあらかじめ

検討する。 

【目標】 【目標】 

(ⅰ)金融決済機能の継続性の確保【金融庁】 金融決済機能の継続性の確保【金融庁及び経済産業省】 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

・首都直下地震の様々な被害想定に対し、重要な金融決済機能を地震

発生当日中に復旧させる体制を整備するとともに、主要拠点や役職

員の機能の毀損度等に応じた業務継続手段の強化を図る。 

・首都直下地震の様々な被害想定に対し、重要な金融決済機能を地震

発生当日中に復旧させる体制を整備するため、金融機関等に対して

実効性のある業務継続計画の策定を促す。また、各金融機関におい

て業務継続計画に係る検証等が実施されるよう取組を促す。 

（新設） ・発災時のキャッシュレス決済機能を確保するため、主要な関係事業

者に実効性のある業務継続計画の策定を促すとともに、キャッシュ

レス決済機能を確保するための方策について検討する。 

（新設） ・ＳＮＳ等を通じて拡散されたデマ等により金融機関に対する信用不

安が一気に広まるなどの混乱が発生しないよう、金融機関と連携し、

デマ等を打ち消す情報の発信を適時的確に行う。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・金融機関や金融商品取引所等と共同の防災訓練実施率 

＜全国＞ 

100％【Ｒ６】 → 100％【毎年度】 

（新設） ・銀行業界における横断的訓練の実施割合 

＜全国＞ 

100％【Ｒ６】 → 100％【毎年度】 

（新設） ・３市場合同の横断的訓練の実施割合 

＜全国＞ 

100％【Ｒ６】 → 100％【毎年度】 

(ⅱ)事業継続計画（ＢＣＰ）の作成【内閣府】 （削除） 

・事業継続計画（ＢＣＰ）の作成と事業継続マネジメントを通じた同

計画の見直しを継続的に実施する。 

（削除） 

【具体目標】 （削除） 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

・事業継続計画を策定している大企業の割合を 100％（全国）に近づけ

ることを目指す。また、中堅企業の割合 50％（全国）以上を目指す。

（平成23年度日本の大企業で策定済み45.8％（全国）、策定中26.5％

（全国）、中堅企業で策定済み 20.8％（全国）、策定中 14.9％（全国）） 

（削除） 

（新設） ウ 企業の本社系機能の確保 

（新設） 東京圏に集中する企業の本社等においては、自社製品の供給が途絶

した場合における社会的影響の大きさ等を勘案しながら、結果事象型

（オールハザード型）も含めたＢＣＰの作成及び事業継続マネジメン

ト（以下「ＢＣＭ」という。）を進めるとともに、非常用発電設備及び

必要な燃料の確保、通信手段の確保、情報システムの電源・通信回線

の二重化、広域・長時間停電が発生することも念頭に置き、同時被災

リスクが少ない場所でのデータバックアップ等の首都圏外のデータセ

ンターの利用等の必要な対策を講ずることにより、首都直下地震発生

時においても本社機能や提供する商品、サービスの供給等が維持され

ることを目指すものとする。その際、特に重要な業務以外の業務の縮

小・休止、優先業務実施のための人員確保手順等についてＢＣＰに位

置付けるとともに、幹部を含めた図上訓練等の実施等を通じて、ＢＣ

Ｐの実効性の確保に努めるものとする。 

（新設） 国〔内閣府等〕は、企業等のＢＣＰの策定及びＢＣＭを支援・促進

するため、事業継続ガイドライン等の周知を図るとともに、レジリエ

ンス認証制度や事業継続力強化計画認定制度等の手法を活用し、事業

継続の実効性の向上を促進する。 

（新設） 【目標】 

（新設） ＢＣＰの作成【内閣府、中小企業庁等】 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

（新設） ・ＢＣＰの作成とＢＣＭを通じたＢＣＰの見直し、幹部も含めた訓練

を継続的に実施する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・大企業のＢＣＰの策定完了率 

＜全国＞ 

75.8％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） ・中堅企業のＢＣＰの策定完了率 

＜全国＞ 

54.8％【Ｒ７】 → 80％【Ｒ17】 

（新設） ・事業継続力強化計画の認定件数 

＜全国＞ 

92,523 件【Ｒ７】 → 190,000 件【Ｒ17】 

（２）首都中枢機能の全部又は一部を維持することが困難となった場

合における当該中枢機能の一時的な代替に関する基本的な事項 

（２）首都中枢機能の全部又は一部を維持することが困難となった場

合における当該中枢機能の一時的な代替に関する基本的な事項 

① 行政中枢機能の維持のための一時的な代替に関する事項等 ① 行政中枢機能の維持のための一時的な代替に関する事項等 

首都直下地震が発生した場合、首都中枢機能が障害を受けるおそれ

があり、こうした中で政府が業務を継続できるよう、総理大臣官邸や

中央省庁の庁舎の全部又は一部が使用できなくなるという最悪の事態

を想定し、政府の代替拠点についてあらかじめ検討する必要があり、

その詳細は実施計画において定めるものとする。 

首都直下地震が発生した場合、首都中枢機能が障害を受けるおそれ

があり、こうした中で政府が業務を継続できるよう、総理大臣官邸や

中央省庁の庁舎の全部又は一部が使用できなくなるという事態、さら

には東京圏において首都中枢機能の維持が困難となる最悪の事態も想

定し、政府の代替拠点についてあらかじめ検討する必要があり、その

詳細は政府業務継続計画において定めるものとする。 

各府省等においても、実施計画に基づき、庁舎の全部又は一部が使

用不能となる場合を想定して、代替庁舎を確保するものとし、これに

係る必要事項を当該各府省等の業務継続計画に定めるものとする。 

各府省等においても、政府業務継続計画に基づき、庁舎の全部又は一

部が使用不能となる場合等を想定して、代替庁舎を確保するものとし、
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

これに係る必要事項を当該各府省等の業務継続計画に定めるものとす

る。 

なお、政治中枢機関（国会）や裁判所においても、万一の事態に備

え、東京で国会の機能や司法機能が果たせない場合における対応を検

討する必要があり、政府は、その検討に資するよう、政府における取

組状況の情報提供等を行うものとする。 

なお、政治中枢機関（国会）や裁判所においても、万一の事態に備

え、東京で国会の機能や司法機能が果たせない場合における対応を検

討する必要があり、政府は、その検討に資するよう、政府における取

組状況の情報提供等を行うものとする。 

【目標】 （削除） 

代替庁舎の確保【各府省等】 （削除） 

・首都直下地震発生時に中央省庁の庁舎の全部又は一部が使用不能と

なる場合を想定して、代替庁舎を確保し、執務環境の整備を進める。 

（削除） 

【具体目標】 （削除） 

・代替庁舎の確保率平成 27 年 100％を目指す。 （削除） 

・代替庁舎における通信・情報システムの整備について速やかに検討

を行う。 

（削除） 

② 経済中枢機能の維持のための一時的な代替に関する事項 ② 経済中枢機能の維持のための一時的な代替に関する事項 

企業等は、本社又は自社の中枢機能を担っている拠点について、こ

れらの施設が被災により使用不能となる場合を想定して、代替拠点を

確保することが必要であり、同時に被災しない拠点を代替拠点として

確保することに努めるとともに、これに係る必要事項を企業等の事業

継続計画（ＢＣＰ）に定めるよう努めるものとする。 

企業等は、本社又は自社の中枢機能を担っている拠点について、こ

れらの施設が被災により使用不能となる場合や、東京圏において中枢機

能の維持が困難となる場合も想定して、代替拠点を確保することが必要

であり、同時に被災しない拠点を代替拠点として確保することに努め

るとともに、これに係る必要事項を企業等のＢＣＰに定めるよう努め

るものとする。 

【目標】 【目標】 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

事業継続計画（ＢＣＰ）の作成【内閣府】（再掲） ＢＣＰにおける代替拠点の検討促進【内閣府】 

・事業継続計画（ＢＣＰ）の作成と事業継続マネジメントを通じた同

計画の見直しを継続的に実施する。 

・事業継続ガイドラインの見直し等を行い、企業等のＢＣＰにおける代替拠

点の検討を促進する。 

【具体目標】 （削除） 

・事業継続計画を策定している大企業の割合を 100％（全国）に近づけ

ることを目指す。また、中堅企業の割合 50％（全国）以上を目指す。

（平成23年度日本の大企業で策定済み45.8％（全国）、策定中26.5％

（全国）、中堅企業で策定済み 20.8％（全国）、策定中 14.9％（全国）） 

（削除） 

（３）ライフライン及びインフラの維持に係る施策に関する基本的な

事項 

（３）ライフライン及び情報通信インフラの機能の維持に係る施策に

関する基本的な事項 

電力、上水道等のライフラインや、情報通信インフラは、首都中枢

機能の継続性確保のために必要不可欠な基盤である。これらのライフ

ラインやインフラの機能目標及びこれを果たすための対策は以下のと

おりである。 

電力、上水道等のライフライン及び情報通信インフラは、首都中枢

機能の継続性の確保のために必要不可欠な基盤である。これらのライ

フライン及び情報通信インフラの機能目標並びにこれを果たすための

対策は以下のとおりである。 

① ライフライン及びインフラの機能目標 ① ライフライン及び情報通信インフラの機能目標 

首都中枢機能の継続性確保のため、これを支えるライフライン及び

インフラについて、発災後３日間程度での復旧を念頭に置いて、以下

のとおり果たすべき機能目標を定める。 

首都中枢機能の継続性の確保のため、これを支えるライフライン及

び情報通信インフラについて、発災後３日間程度での復旧を念頭に置

いて、以下のとおり果たすべき機能目標を定める。 

○ 電力 ○ 電力 

電力は、情報通信、照明等への動力の提供等の役割を担う。このた

め、以下に示す首都中枢機関の重要設備は電力の供給を途絶させない

ようにする。 

電力は、情報通信、照明等への動力の提供等の役割を担う。このた

め、以下に示す首都中枢機関の重要設備を有する建物は電力の供給を

途絶させないようにする。 

ア 国会の設備（情報通信施設等） ア 国会の設備（情報通信施設等） 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

イ 中央省庁の設備（情報通信施設、災害応急対策支援システム等） 

ウ 金融決済業務設備（情報通信施設、日銀ネット、全銀システム、

証券決済システム等） 

イ 中央省庁の設備（情報通信施設、災害応急対策のための情報シス

テム等） 

ウ 金融決済業務設備（情報通信施設、日銀ネット、全銀システム、

証券決済システム等） 

また、仮に停電した場合でも、上記の首都中枢機関の重要設備の電

力を１日以内に供給できるようにする。 

また、仮に停電した場合でも、上記の首都中枢機関の重要設備を有

する建物の電力を１日以内に供給できるようにする。 

（新設） さらに、首都中枢機関の重要設備を有する建物に設置される非常用

発電設備への燃料供給を絶やさないようにする。 

（新設） ○ ガス 

（新設） 低圧ガスについては、首都中枢機関に関わる地域の復旧作業に優先

的に着手し、できるだけ早期の復旧を目指すものとする。 

（新設） 高圧・中圧ガスについては、強度に優れた溶接接合鋼管の採用、導

管のループ化により、供給の継続を目指すものとする。 

○ 上水道 ○ 上水道等 

上水は、各種機器の冷却水等の役割を担う。このため、速やかに首

都中枢機関の重要な機器（非常用電源装置、電算機等）の稼働に必要

な冷却水が利用できるようにする。 

上水道は、上水道事業者等による応急給水を実施しつつ、迅速な応

急復旧を目指す。 

この他、速やかに首都中枢機関の重要な機器（非常用電源装置、電

算機等）の稼働に必要な冷却水が利用できるようにする。 

○ 下水道 ○ 下水道 

下水道は、復旧に１か月以上を要する可能性もあるが、できるだけ

早期の復旧を目指すものとする。 

下水道は、復旧に１か月以上を要する可能性もあるが、できるだけ

早期の復旧を目指すものとする。 

○ ガス （削除） 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

低圧ガスについては、首都中枢機関に関わる地域の復旧作業に優先

的に着手し、できるだけ早期の復旧を目指すものとする。 

（削除） 

高圧・中圧ガスについては、強度に優れた溶接接合鋼管の採用、導

管のループ化により、供給の継続を目指すものとする。 

（削除） 

○ 放送 ○ 放送 

放送は、災害時の被災状況や国として重要なアナウンスを国内外に

伝達する役割を担う。このため、発災から１時間以内に被害速報を放

送し、１日以内には国内外への重要なアナウンスを放送する。さらに、

その後、引き続き被害状況や復旧状況を放送できるようにする。 

放送は、災害時の被災状況や国として重要なアナウンスを国内外に

伝達する役割を担う。このため、発災から１時間以内に被害速報を放

送し、１日以内には国内外への重要なアナウンスを放送する。さらに、

その後、引き続き被害状況や復旧状況を放送できるようにする。 

○ 無線 ○ 自営系無線 

中央防災無線は、首都中枢機能の継続性確保を図るために重要な役

割を担う連絡手段である。このため、発災直後においてもその利用に

支障がないよう機能を確保する。 

中央防災無線や各府省等の自営系無線は、首都中枢機能の継続性の

確保を図るために重要な役割を担う連絡手段である。このため、発災

直後においてもその利用に支障がないよう機能を確保する。 

○ 電話・衛星通信 ○ 通信（地上系・非地上系） 

中央防災無線の他にも、衛星通信など多様な通信手段を確保する必

要がある。特に災害時優先電話回線は寸断させないようにする。 

中央防災無線網の他にも、通信事業者が提供する地上系ネットワー

ク（首都中枢機関の庁舎内の屋内携帯電話基地局、光ファイバ等経由

で提供される通信サービス）、非地上系ネットワーク（人工衛星等経由

で提供される通信サービス）について、極力発災直後においてもその

利用に支障がないようにするとともに、支障が発生した場合は早期に

復旧させる。地上系ネットワークにおいては、特に災害時優先電話回

線は寸断させないようにする。 

○ インターネット ○ インターネット基盤 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

インターネットは、被害の状況や災害対策の活動状況等を情報提供

する役割を担う。このため首都直下中枢機関から重要情報を継続的に

発信できるようにする。 

インターネット、アクセス網、データセンター等から成るインター

ネット基盤は、被害の状況や災害対策の活動状況等を集約、情報提供

等する役割を担う。このため、首都中枢機関が重要情報を継続的に収

集・発信できるよう、インターネット基盤の機能を継続させるように

する。 

② ①に掲げるライフライン及びインフラの機能目標を果たすための

対策 

② ①に掲げるライフライン及び情報通信インフラの機能目標を果た

すための対策 

○ ライフライン ア ライフライン 

電力及び上水道のライフライン事業者は、首都中枢機関への供給に

関わるライフラインの多重化と施設の耐震化や液状化対策等を進め

る。この際、道路管理者は、ライフライン事業者と共同して、共同溝

や電線共同溝の整備を推進する。また、災害発生時に首都中枢機関へ

の供給に関わるライフライン施設が万が一被災した場合には、優先的

に復旧する。 

電力及び上水道のライフライン事業者は、首都中枢機関への供給に

関わるライフラインの冗長性・代替性の強化と施設の耐震化や液状化

対策、老朽化対策等を進める。この際、道路管理者は、ライフライン

事業者と共同して、共同溝や電線共同溝の整備を推進する。また、災

害発生時に首都中枢機関への供給に関わるライフライン施設が万が一

被災した場合には、優先的に復旧する。 

下水道やガスについても、首都中枢機関における災害応急対応等に

重要な役割を果たすものであり、引き続き、耐震化や液状化対策等を

推進する。発災時には、他のライフラインの復旧作業との関係等によ

り、復旧に１か月以上を要する場合も想定されるが、できるだけ早期

の復旧を目指す。 

下水道やガスについても、首都中枢機関における災害応急対策等に

重要な役割を果たすものであり、引き続き、耐震化や液状化対策、老

朽化対策等を推進する。発災時には、他のライフラインの復旧作業と

の関係等により、復旧に１か月以上を要する場合も想定されるが、で

きるだけ早期の復旧を目指す。 

【目標】 【目標】 

(ⅰ)発電・送電システムの耐震化等【経済産業省、内閣府】 （ⅰ）発電・送電システムの耐震化等【経済産業省及び資源エネルギ

ー庁】 

・首都中枢機関への長期的な電力供給支障が生じないよう、発電・送

電システム等の耐震性の向上や供給裕度の確保等を図る。 

・首都中枢機関への長期的な電力供給支障が生じないよう、発電・送

電システム等の耐震性の向上、冗長化、供給裕度の確保等を図る。 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

（新設） ・首都中枢機関の重要設備に供給する電力の早期復旧体制を整備す

る。 

(ⅱ)都市ガス設備の耐震化【経済産業省、内閣府】 （ⅱ）都市ガス設備の耐震化等【経済産業省及び資源エネルギー庁】 

・首都中枢機関への長期的なガス供給支障が生じないよう、耐震性の

高い導管への取替えを積極的に促進し、耐震化の向上を図る。 

・首都中枢機関への長期的なガス供給支障が生じないよう、耐震化の

向上等を図る。 

（新設） ・首都中枢機関に関わる地域におけるガス供給を早期に復旧できる体

制を整備する。 

（新設） ・中圧ガスについては、冷房や発電に使用される場合もあることから、

できるだけ早期の開栓を目指す。 

【具体目標】 （削除） 

・低圧本支管延長に占めるポリエチレン管等の高い耐震性を有する導

管の割合平成 37 年度 90％（全国）を目指す。（平成 25 年末 81.1％

（全国）） 

（削除） 

（新設） （ⅲ）燃料の供給体制の確保【資源エネルギー庁】 

（新設） ・首都中枢機関への燃料の供給体制を継続できるよう事業者に対しＢ

ＣＰの見直しや災害時石油供給連携計画の訓練の継続及び計画の見

直しを促進する。 

(ⅲ)水道の基幹管路の耐震化【厚生労働省、内閣府】 （ⅳ）上下水道施設の耐震化等【国土交通省】 

・首都中枢機関への長期的な水供給支障が生じないよう、基幹管路で

ある導水管、送水管、配水本管の耐震化を図る。 

・首都中枢機関に関する長期的な水供給や排水処理に支障が生じない

よう、上下水道システムの「急所」となる施設の耐震化や避難所等の

重要施設に接続する上下水道管路の一体的な耐震化等を図る。 

（新設） ・首都中枢機関に関する上下水道の早期復旧のための体制を充実す

る。 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

(ⅳ)下水道施設の耐震化【国土交通省、内閣府】 （削除） 

・首都中枢機関における長期的な排水処理に支障が生じないよう、基

幹的な下水道施設（下水処理場、ポンプ場、管きょ）の耐震化を図

る。 

（削除） 

(ⅴ)電気、ガス、上下水道の復旧体制の充実【厚生労働省、経済産業

省、国土交通省、内閣府】 

（削除） 

・首都中枢機関に関わるライフラインの早期復旧のための体制を充実

する。 

（削除） 

○ 放送・情報通信インフラ イ 情報通信インフラ 

放送事業者は、放送設備等の耐震性の確保や首都圏における放送機

能が喪失した場合におけるバックアップ放送機能の確保等を図る。 

放送事業者は、放送設備等の耐震性の確保や首都圏における放送機

能が喪失した場合におけるバックアップ放送機能の確保等を図る。ま

た、停電時に備えた非常用電源設備等を整備する。 

電気通信事業者は、首都中枢機関に関わる情報インフラ拠点施設と

して、電話局、電話線、サーバ等の耐震化、多重化を図る。また、停

電に備えた非常用電源設備を整備するとともに、これに必要な燃料の

備蓄を行う。災害発生時には、首都中枢機関の利用する情報通信イン

フラ施設が万が一被災した場合には、優先的に復旧する。 

電気通信事業者は、首都中枢機関に関わる情報インフラ拠点施設と

して、電話局、電話線、サーバー等の耐震化、多重化及び老朽化対策

を図る。また、停電に備えた非常用電源設備を整備するとともに、こ

れに必要な燃料の備蓄を行う。災害発生時には、首都中枢機関の利用

する情報通信インフラ施設が万が一被災した場合には、優先的に復旧

する。 

【目標】 【目標】 

(ⅰ)放送機能の確保【総務省】 （ⅰ）放送機能の確保【総務省】 

・首都直下地震にも対応できる放送設備と体制を確保する。 ・首都直下地震にも対応できる放送設備と体制を確保する。 

・首都圏の放送機能のバックアップ機能の確保、予備の伝送機能等の

確保を図る。 

・首都圏の放送機能のバックアップ機能の確保、予備の伝送機能等の

確保及び非常用電源設備の確保を図る。 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

・国内外への情報発信の確保を図る。 ・国内外への情報発信ができるよう、災害対策本部との連携や、首都

圏外の放送局をバックアップ放送機能とする放送設備と体制の確保

を図る。 

(ⅱ)電話等通信機能の確保【総務省、内閣府】 （ⅱ）通信機能の確保【総務省及び経済産業省】 

・首都中枢機関に関わる通信回線について、被災リスクが低い「とう

道」等に収容するとともに、多ルート化等に努める。 

・首都中枢機関に関わる通信回線について、被災リスクが低い「とう

道」等に収容するとともに、多ルート化等に努める。 

（新設） ・首都中枢機関をカバーする携帯電話基地局について、停電が長時間

に及んでも通信の確保が可能となる取組を推進する。 

（新設） ・データセンターの大半が東京圏を始めとする大都市圏に集中してい

る状況を是正する。 

（新設） ・首都中枢機関に関わる通信インフラの早期復旧のための体制を充実

する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・災害対策本部の周辺等、強靱化が求められる基地局における整備完

了率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

―【Ｒ６】 → 100％【Ｒ16】 

（新設） ・東京圏・大阪圏以外のデータセンターの整備率（サーバー面積換算） 

＜全国＞ 

12％【Ｒ７】 → 20％【Ｒ12】 

(ⅲ)情報通信インフラの復旧体制の充実【総務省、内閣府】 （削除） 

・災害救助機関を始めとする首都中枢機関に関わる情報通信インフラ

の早期復旧のための体制を充実する。 

（削除） 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

（４）緊急輸送を確保する等のために必要な港湾、空港等の機能の維

持に係る施策に関する基本的な事項 

（４）緊急輸送を確保するなどのために必要な道路、鉄道、港湾、空

港等の機能の維持に係る施策に関する基本的な事項 

道路、港湾、空港、鉄道等の交通インフラは、首都中枢機能の継続

性確保のために必要な人員・物資の緊急輸送基盤として重要な役割を

担う。これらの交通インフラの機能目標及びこれを果たすための対策

は以下のとおりである。 

道路、鉄道、港湾、空港等の交通インフラは、首都中枢機能の継続

性の確保のために必要な人員・物資の緊急輸送基盤として重要な役割

を担う。これらの交通インフラの機能目標及びこれを果たすための対

策は以下のとおりである。 

① 交通インフラの機能目標 ① 交通インフラの機能目標 

首都中枢機能の継続性確保のため、これを支える交通インフラにつ

いて、発災後３日間程度での復旧を念頭に置いて、以下のとおり果た

すべき機能目標を定める。 

首都中枢機能の継続性の確保のため、これを支える交通インフラに

ついて、発災後３日間程度での復旧を念頭に置いて、以下のとおり果

たすべき機能目標を定める。 

○ 道路 ○ 道路 

道路は、災害対策要員や資機材の緊急輸送基盤として重要な役割を

担う。このため、緊急輸送道路のうち、首都中枢機能の継続性確保の

ために特に重要な区間については、道路橋の被災、沿道建築物の倒れ

込み、渋滞等による通行障害が発生しても、１日以内に緊急自動車等

の通行機能を確保できるようにする。 

道路は、災害対策要員や資機材の緊急輸送基盤として重要な役割を

担う。このため、緊急輸送道路のうち、首都中枢機能の継続性の確保

のために特に重要な区間については、道路橋の被災、沿道建築物の倒

れ込み、路面損傷、液状化、渋滞等による通行障害が発生しても、１

日以内に緊急自動車等の通行機能を確保できるようにする。 

○ 航空 （削除） 

航空は、国内外からの閣僚等の参集や緊急を要する人員・物資の輸

送のため、または被害状況の迅速な把握のための基盤として重要な役

割を担う。このため、１時間以内に空港の被災状況の確認を行い、そ

の後順次、応急復旧を実施した滑走路等により運用を開始する。 

（削除） 

○ 港湾 （削除） 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

港湾は、緊急物資の海上輸送基盤としての役割を担う。このため、

緊急物資輸送に対応した岸壁等については１日以内に利用できるよう

にする。 

（削除） 

○ 鉄道 ○ 鉄道 

鉄道は、政府の災害対策要員や企業本社等の従業員などの輸送基盤

としての役割を担う。このため、鉄道は、地下鉄の運転再開に１週間

程度を要すると見込まれるが、できるだけ早期の復旧を目指すものと

する。 

鉄道は、政府の非常時優先業務に係る要員や企業本社等の従業員等

の輸送基盤としての役割を担う。このため、鉄道は、地下鉄の運転再

開に１週間程度を要すると見込まれるが、できるだけ早期の復旧を目

指すものとする。 

（新設） ○ 港湾 

（新設） 港湾は、緊急物資の海上輸送基盤としての役割を担う。このため、

緊急物資輸送に対応した岸壁等については１日以内に利用できるよう

にする。 

（新設） ○ 航空 

（新設） 航空は、国内外からの閣僚等の参集や緊急を要する人員・物資の輸

送のため、又は被害状況の迅速な把握のための基盤として重要な役割

を担う。このため、１時間以内に空港の被災状況の確認を行い、その

後順次、応急復旧を実施した滑走路等により運用を開始する。 

② ①に掲げる交通インフラの機能目標を果たすための対策 ② ①に掲げる交通インフラの機能目標を果たすための対策 

道路管理者、空港管理者、港湾管理者、鉄道事業者等は、地震によ

る機能の低下を最小化するため、施設の耐震化・老朽化対策や、各イ

ンフラ管理者が連携した総合啓開等の取組を推進するものとする。ま

た、その機能目標を果たすため、以下の対策を実施する。 

道路管理者、鉄道事業者、港湾管理者、空港管理者等は、地震によ

る機能の低下を最小化するため、施設の耐震化・老朽化対策や、各イ

ンフラ管理者が連携した総合啓開等の取組を推進するものとする。ま

た、その機能目標を果たすため、以下の対策を実施する。 

○ 道路 ア 道路 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

道路管理者は、緊急輸送道路のうち、首都中枢機能の継続性確保の

ために特に重要な区間について、重点的に橋梁の耐震補強を実施する。

また、首都圏における環状道路の整備等により、災害時における代替

性を考慮した道路ネットワークの多重化を推進する。道路啓開につい

ては、道路管理者は、緊急交通路、緊急輸送道路等につき、発災後、

災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）等に基づき、速やかに一体

的かつ状況に合わせた最適な道路啓開を実施するため、各機関が結ん

でいる建設会社等との災害協定の運用に当たって、優先順位や資機材

投入等、発災時に円滑な調整を行う枠組等を構築するよう努める。 

道路管理者は、緊急輸送道路のうち、首都中枢機能の継続性の確保

のために特に重要な区間について、重点的に橋梁の耐震補強を実施す

る。また、首都圏における環状道路の整備等により、災害時における

代替性を考慮した道路ネットワークの多重化を推進する。さらに、道

路法（昭和 27 年法律第 180 号）等に基づき、協議会の設置によって他

の道路管理者及び関係機関と連携して、あらかじめ道路啓開計画を作

成するとともに、定期的な見直しを行うものとする。くわえて、当該

計画も踏まえて、道路啓開、応急復旧等（以下「道路啓開等」という。）

に必要な人員、資機材等の確保について、民間団体等との協定の締結

を推進するものとする。 

発災時には、都県警察は、緊急交通路を指定して交通規制を行うと

ともに、道路管理者等は、緊急輸送道路のうち、首都中枢機能の継続

性確保のために特に重要な区間について、状況に応じて優先的な道路

啓開、復旧作業を行う。 

発災時には、都県警察は、緊急交通路の指定等の交通規制を行うと

ともに、道路管理者等は、緊急輸送道路のうち、首都中枢機能の継続

性の確保のために特に重要な区間について、状況に応じて優先的な道

路啓開及び復旧作業を行う。 

（新設） 【目標】 

（新設） （ⅰ）道路の機能維持・強化に向けた対策【国土交通省】 

（新設） ・道路における発災後の機能維持に向けて、緊急輸送道路上の橋梁の

耐震化・老朽化対策、緊急輸送道路沿いの建築物等の耐震化、市街地

等の第一次緊急輸送道路における無電柱化等の取組を進める。 

（新設） ・道路ネットワークの機能を強化する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・緊急輸送道路上の橋梁の耐震化率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

84％【Ｒ５】 → 90％【Ｒ12】 

（新設） ・電柱倒壊のリスクがある市街地等の第一次緊急輸送道路における無

電柱化整備完了率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

68％【Ｒ５】 → 82％【Ｒ12】 

（新設） ・緊急輸送道路の一部等の沿道建築物で、耐震診断が義務付けられた

もの（令和６年４月１日時点）のうち、大規模地震時に倒壊等しない

よう耐震化等が講じられたものの割合 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

48％【Ｒ５】 → 65％【Ｒ12】 

（新設） ・緊急輸送道路の法面・盛土における対策必要箇所の整備完了率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

61％【Ｒ５】 → 76％【Ｒ12】 

（新設） ・災害に強い道路ネットワークとして必要な高規格道路の未整備区間

の整備完了率 

＜全国＞ 

６％【Ｒ５】 → 19％【Ｒ12】 

（新設） （ⅱ）効果的な道路啓開に係る関係機関の連携の強化等【国土交通省】 

（新設） ・道路法等に基づき、他の道路管理者及び関係機関と連携して道路啓

開計画の策定・見直しや訓練を実施すること等により、道路啓開等

に必要な体制の整備や資機材等を充実させる。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・道路法に基づく道路啓開計画に位置付けられた道路啓開訓練実施率 

＜緊急対策区域（２ブロック）＞ 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

０％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ８】 

○ 航空 （削除） 

空港管理者は、滑走路等の耐震化、液状化対策を進める。また、国

及び空港管理者は、航空保安業務に係る施設の耐震化、多重化を図る。

地方公共団体においては、臨時ヘリポートを開設する候補地を検討す

る。 

（削除） 

発災時には、国、空港管理者、地方公共団体は、速やかな飛行場の

応急復旧、臨時ヘリポートの開設を行う。また、航空運送事業者は、

要人、災害対策要員の優先的輸送を行う。 

（削除） 

【目標】 （削除） 

東京国際空港の機能維持【国土交通省】 （削除） 

・滑走路の液状化対策を含め、空港運用のために機能確保が必要な基

本施設等の耐震化を推進するとともに、空港へのアクセス経路の耐

震化を推進する。 

（削除） 

【具体目標】 （削除） 

・滑走路等基本施設に係る耐震対策の整備方針を定める東京国際空港

の耐震化計画を平成 27 年度中に策定し、早期の耐震性の確保を目指

す。 

（削除） 

○ 港湾 （削除） 

国及び港湾管理者は、緊急物資等の海上輸送基盤としての役割を担

う岸壁や航路沿いの護岸等の耐震化を図る。特に、東京湾内の港湾機

（削除） 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

能や航路の維持については、東京湾臨海部基幹的広域防災拠点（東扇

島地区）の活用や緊急物資輸送用の耐震強化岸壁の整備、東京湾にお

ける一元的な海上交通管制の構築を進めるとともに、東京湾内の航路

啓開実施体制のほか、災害発生時の代替輸送ルートの確保や代替港湾

の利用のための体制の構築等について関係者と検討、調整しておくも

のとする。 

発災時には、国及び港湾管理者は、首都中枢機能の継続性確保のた

め、護岸等の倒壊等により閉塞した航路等について状況に応じ優先的

な啓開、復旧作業を行う。 

（削除） 

【目標】 （削除） 

航路啓開体制の構築【国土交通省】 （削除） 

・首都中枢機能の継続性確保や緊急物資等の海上輸送ルートを確保す

るため、航路啓開体制の構築を図る。 

（削除） 

【具体目標】 （削除） 

・東京湾における緊急確保航路の航路啓開計画を平成 28 年度末まで

に作成する。 

（削除） 

○ 鉄道 イ 鉄道 

鉄道事業者は、鉄道施設の復旧に当たり、各路線の被災状況や復旧

の見込み、広域的な需要等を勘案しながら、ネットワーク全体として

円滑かつ効率的に復旧作業や運行の再開が行えるような方策、枠組に

ついて検討しておくものとする。 

鉄道事業者は、鉄道施設の復旧に当たり、各路線の被災状況や復旧

の見込み、広域的な需要等を勘案しながら、ネットワーク全体として

円滑かつ効率的に復旧作業や運行の再開が行えるような方策、枠組み

について検討しておくものとする。 

発災時には、鉄道は、地下鉄の運転再開には１週間程度を要すると

見込まれるが、できるだけ早期の復旧を目指す。 

発災時には、鉄道は、例えば地下鉄の運転再開には１週間程度を要

すると見込まれるが、対応能力向上と資機材のＩＣＴ化・高度化を図
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

った独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構によるＲＡＩＬ－

ＦＯＲＣＥ（鉄道災害調査隊）の支援等も生かしつつ、できるだけ早

期の復旧・運転再開を目指す。 

【目標】 【目標】 

鉄道施設の耐震化【国土交通省】 鉄道の機能維持に向けた対策【国土交通省】 

・特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令（平成 25 年国土交通省

令第 16 号）に基づき、主要駅や高架橋等の鉄道施設の耐震化を図る。 

・特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令（平成 25 年国土交通省

令第 16 号）に基づき、主要駅や高架橋等の鉄道施設の耐震化、老朽

化対策等の取組を進める。 

（新設） ・ＲＡＩＬ－ＦＯＲＣＥによる被災状況の把握及び復旧に向けた技術

的助言を、より迅速かつ高度に実施するためにＲＡＩＬ－ＦＯＲＣ

Ｅ隊員の対応能力向上と資機材のＩＣＴ化・高度化を図る。 

【具体目標】 【具体目標】 

・首都直下地震で震度６強以上が想定される地域等に存在する主要鉄

道路線の耐震化率平成 29 年度概ね 100%を目指す。（平成 25 年度末

94%） 

（削除） 

（新設） ・主要鉄道路線等の駅、高架橋等の耐震化率 

＜緊急対策区域（約 10,000 か所）＞ 

０％【Ｒ６】 → 42％【Ｒ12】 

（新設） ・重い桁荷重を支えるラーメン橋台の耐震化率（新幹線鉄道以外） 

＜緊急対策区域（約 500 か所）＞ 

27％【Ｒ５】 → 100％【Ｒ９】 

（新設） ・鉄道施設の被災状況調査を行うＲＡＩＬ－ＦＯＲＣＥ隊員のデジタ

ルツールに関わる訓練・研修・講習等（対象隊員数：約 50 人）への

参加完了率 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

＜全国＞ 

12％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ10】 

（新設） ウ 港湾 

（新設） 国〔国土交通省及び海上保安庁〕及び港湾管理者は、緊急物資等の

海上輸送基盤としての役割を担う岸壁や航路沿いの護岸等の耐震化を

図る。特に、東京湾内の港湾機能や航路の維持については、東京湾臨

海部基幹的広域防災拠点（東扇島地区）の活用や緊急物資輸送用の耐

震強化岸壁の整備を進めるとともに、東京湾内の航路啓開実施体制の

ほか、災害発生時の代替輸送ルートの確保や代替港湾の利用のための

体制の構築等について関係者と検討し、調整しておくものとする。 

（新設） 発災時には、国〔国土交通省〕及び港湾管理者は、首都中枢機能の

継続性の確保のため、護岸等の倒壊等により閉塞した航路等について

状況に応じ優先的な啓開及び復旧作業を行う。 

（新設） 【目標】 

（新設） （ⅰ）港湾の機能維持に向けた対策【国土交通省】 

（新設） ・港湾における発災後の機能維持に向けて、施設の耐震化や老朽化対

策等の取組を進める。 

（新設） ・港湾ＢＣＰ・広域港湾ＢＣＰの実効性を高めるため、ＢＣＰに基づ

く防災訓練等の実施を進めるとともに、周辺状況の変化等に応じて

ＢＣＰを不断に見直す。 

（新設） ・衛星やドローン、カメラ等を活用して、港湾における災害関連情報

の収集・集積を高度化し、災害発生時における迅速な港湾機能の復

旧等の体制を構築するとともに、その分析結果を施設整備に反映す

る。 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・大規模地震時に確保すべき港内の海上交通ネットワーク（港湾計画

等に基づく耐震強化岸壁に加え、前面の水域施設、外郭施設、背後の

荷さばき地や臨港交通施設等を含めた陸上輸送から海上輸送を担う

一連の構成施設）の整備完了率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

34％【Ｒ５】 → 43％【Ｒ12】 

（新設） ・国際戦略港湾・国際拠点港湾・重要港湾において、直近３年間の港

湾ＢＣＰに基づく訓練の実施割合 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

100％【Ｒ６】 → 100％【毎年度】 

（新設） ・国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び開発保全航路のうち、

遠隔かつ早期の現場監視体制を構築するための災害監視システム

（みなとカメラ、強震計、海象計、潮位計、ドローン、利用可否判断

のための事前解析のうち港湾等の特性に応じて必要となるもの）を

緊急的に導入すべき港湾及び開発保全航路における整備完了率 

＜緊急対策区域（市町村）及び緊急対策区域の周辺の水域に存在

する開発保全航路＞ 

10％【Ｒ６】 → 60％【Ｒ12】 

（新設） （ⅱ）航路啓開体制の構築【国土交通省】 

（新設） ・首都中枢機能の継続性の確保や緊急物資等の海上輸送ルートを確保

するため、航路啓開体制の構築を図る。 

（新設） 【具体目標】 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

（新設） ・直近３年間に航路啓開訓練が実施された緊急確保航路の割合 

＜緊急対策区域の周辺の水域に存在する緊急確保航路＞ 

100％【Ｒ６】 → 100％【毎年度】 

（新設） エ 航空 

（新設） 空港管理者は、滑走路等の耐震化及び液状化対策を進める。また、

国〔国土交通省等〕及び空港管理者は、航空保安業務に係る施設の耐

震化及び多重化を図る。地方公共団体においては、臨時ヘリポートを

開設する候補地を検討する。 

（新設） 発災時には、国〔国土交通省等〕、空港管理者及び地方公共団体は、

速やかな飛行場の応急復旧及び臨時ヘリポートの開設を行う。また、

航空運送事業者は、要人及び災害対策要員の優先的輸送を行う。 

（新設） 【目標】 

（新設） 空港の機能維持に向けた対策【国土交通省】 

（新設） ・滑走路の液状化対策を含め、空港運用のために機能確保が必要な基

本施設等の耐震化、老朽化対策等の取組を推進するとともに、空港

へのアクセス経路の耐震化を推進する。 

（新設） ・航空ネットワークの拠点となる東京国際空港及び成田国際空港の基

本施設等のうち、耐震化が完了していない東京国際空港の基本施設

等の耐震化を着実に進める。 

（新設） ・空港の早期復旧のため、要員の確保や資機材の配備、情報提供方法

等をあらかじめ計画しておくなど、復旧体制の充実を図る。 

（新設） 【具体目標】 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

（新設） ・他空港との連携を空港の業務継続計画（Ａ２－ＢＣＰ）等に位置付

けている計画の策定完了率 

＜緊急対策区域等（11 空港）＞ 

０％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ12】 

（５）その他 （５）その他 

首都中枢機能の維持のためには、東京都を始め関係機関が有機的に

連携・協力することで、首都直下地震発生時においても業務の継続体

制を確保することが必要である。このため、首都中枢機関以外の国の

機関においても、業務継続計画の作成等により、業務継続体制の確保

を図るとともに、業務継続計画の実効性を確保するため、必要な資源

の確保、定期的な教育・訓練等の実施、訓練等を踏まえた計画の見直

しを行うものとする。また、国は、地方公共団体等の防災関係機関に

ついても、同様に業務継続体制の確保を図るよう、助言や情報提供等

を行うものとする。 

首都中枢機能の維持のためには、東京都を始め関係機関が有機的に

連携・協力することで、首都直下地震発生時においても業務の継続体

制を確保することが必要である。このため、首都中枢機関以外の国の

機関においても、業務継続計画の作成等により、業務継続体制の確保

を図るとともに、業務継続計画の実効性を確保するため、必要な資源

の確保、定期的な教育・訓練等の実施、訓練等を踏まえた業務継続計

画の見直しを行うものとする。また、国〔各府省等〕は、地方公共団

体等についても、同様に業務継続体制の確保を図るよう、助言や情報

提供等を行うものとする。地方公共団体は、同時被災しない遠隔地の

データセンターでのバックアップ等の対策を講ずるよう努めるものと

する。 

【目標】 【目標】 

(ⅰ) 首都中枢機関以外の国の機関の業務継続体制の確保【各府省等】 （ⅰ）首都中枢機関以外の国の機関の業務継続体制の確保【各府省等】 

・首都中枢機関以外の国の機関において、業務継続計画の作成等によ

り、業務継続体制の確保を図るとともに、必要な見直しを行う。 

（削除） 

（新設） ・発災時に関係機関と連携して災害応急対策を始めとする非常時優先

業務を確実に実施するため、業務継続計画の自己評価や訓練による

検証及び業務継続計画の不断の見直しの取組を推進する。 
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３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項 

変更前 変更後 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・定期的な訓練等を踏まえた業務継続計画等の改定率 

＜緊急対策区域（地方支分部局等、災害時において優先的に実施

すべき業務を実施する全ての国の行政機関）＞ 

―【Ｒ７】 → 100％【Ｒ17】 

(ⅱ) 地方公共団体の業務継続の取組の推進【内閣府、消防庁】 （ⅱ）地方公共団体の業務継続の取組の推進【内閣府及び消防庁】 

・地方公共団体向けの業務継続の手引きの充実や研修の実施により、

業務継続への取組を推進する。 

・地方公共団体向けの業務継続の手引きの充実や研修の実施により、

業務継続計画の実効性を高める取組を推進する。 

【具体目標】 【具体目標】 

・業務継続計画の策定率平成 27 年 100％（緊急対策区域の全ての指定

地方行政機関）を目指す。（平成 27 年３月 94％（緊急対策区域の全

ての指定地方行政機関）） 

（削除） 

・業務継続計画の策定率 100％（緊急対策区域の全ての地方公共団体）

を目指す。（平成 25 年８月都道府県 60％（全国）、市町村 13％（全

国）） 

（削除） 

（新設） ・地方公共団体の業務継続計画の重要６要素※策定率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

61％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ15】 

※（１）首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制、（２）本庁舎が使用でき

なくなった場合の代替庁舎の特定、（３）電気、水、食料等の確保、（４）災害時

にもつながりやすい多様な通信手段の確保、（５）重要な行政データのバックア

ップ、（６）非常時優先業務の整理 
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４ 首都中枢機能維持基盤整備等地区の指定及び基盤整備等計画の認定に関する基本的な事項 

変更前 変更後 

（１）首都中枢機能維持基盤整備等地区の指定について （１）首都中枢機能維持基盤整備等地区の指定について 

首都中枢機能維持基盤整備等地区は、政治、行政、経済等の首都中

枢機能を担う各機関の集積状況、昼夜間人口等を勘案し、緊急対策区

域のうち、首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持

を図るために必要な基盤の整備及び滞在者等の安全の確保を図るため

に必要な待避施設、備蓄倉庫等の整備等を緊急に行う必要がある地区

を指定することとする。 

首都中枢機能維持基盤整備等地区は、政治、行政、経済等の首都中

枢機能を担う各機関の集積状況、昼夜間人口等を勘案し、緊急対策区

域のうち、首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持

を図るために必要な基盤の整備及び滞在者等の安全の確保を図るため

に必要な待避施設、備蓄倉庫等の整備等を緊急に行う必要がある地区

を指定することとする。 

（２）基盤整備等計画の認定について （２）基盤整備等計画の認定について 

基盤整備等計画の法第８条第 10 項の認定に関する具体的な判断基

準は、以下のとおりとする。 

基盤整備等計画の法第８条第 10 項の認定に関する具体的な判断基

準は、以下のとおりとする。 

① 緊急対策推進基本計画に適合するものであること（第一号基準） ① 緊急対策推進基本計画に適合するものであること（第一号基準） 

基盤整備等計画の内容が、本計画の各項目の内容と適合しているこ

とをもって判断する。 

基盤整備等計画の内容が、基本計画の各項目の内容と適合している

ことをもって判断する。 

② 当該基盤整備等計画の実施が首都中枢機能の維持を図るために必

要な基盤の整備及び滞在者等の安全の確保を図るために必要な安全

確保施設の整備等の円滑かつ迅速な推進に寄与するものであると認

められること（第二号基準） 

② 当該基盤整備等計画の実施が首都中枢機能の維持を図るために必

要な基盤の整備及び滞在者等の安全の確保を図るために必要な安全

確保施設の整備等の円滑かつ迅速な推進に寄与するものであると認

められること（第二号基準） 

当該基盤整備が首都中枢機能の維持に寄与するものであること又は

当該施設整備等が滞在者等の安全の確保に寄与するものであることが

合理的に説明されていることをもって判断する。 

当該基盤整備が首都中枢機能の維持に寄与するものであること又は

当該施設整備等が滞在者等の安全の確保に寄与するものであることが

合理的に説明されていることをもって判断する。 

③ 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること（第三号

基準） 

③ 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること（第三号

基準） 
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４ 首都中枢機能維持基盤整備等地区の指定及び基盤整備等計画の認定に関する基本的な事項 

変更前 変更後 

基盤整備事業等について、 

ア 事業等の主体が特定されているか、又は特定される見込みが高い

こと 

イ 首都中枢機能維持基盤整備等協議会等において、事業等の実施主

体又は実施が見込まれる主体と十分に調整がなされ、計画の内容に

ついて協議が調っていること 

ウ 事業等の実施スケジュールが明確であること 

をもって判断する。 

基盤整備事業等について、 

ア 事業の主体が特定されているか、又は特定される見込みが高いこ

と 

イ 首都中枢機能維持基盤整備等協議会等において、事業の実施主体

又は実施が見込まれる主体と十分に調整がなされ、計画の内容につ

いて協議が調っていること 

ウ 事業の実施スケジュールが明確であること 

をもって判断する。 
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５ 地方緊急対策実施計画の基本となるべき事項 

変更前 変更後 

首都直下地震対策については、政治・行政・経済等の首都中枢機能

や、人口や建築物等が極めて高度に集積している首都地域の特性に鑑

み、特に、都市機能が集積した地域において、耐震化と火災対策、道

路交通麻痺対策、膨大な数の避難者・帰宅困難者等の対策が重要であ

る。また、Ｍ７クラスの地震は、どこで発生するかわからないため、

これ以外の地域においても、建築物の耐震化等の予防対策、災害応急

体制の整備・訓練等を着実に実施することが必要である。さらに、Ｍ

８クラスの大正関東地震タイプの地震へは中長期的に対応すべきもの

であるが、建築物等の耐震化等のＭ７クラスの地震対策は、Ｍ８クラ

スの地震対応につながるものであり、Ｍ７クラスの地震対策を着実に

進めるものとする。 

首都直下地震対策については、政治、行政、経済等の首都中枢機能

や、人口や建築物等が極めて高度に集積している東京圏の特性に鑑み、

特に、都市機能が集積した地域において、建築物の耐震化と火災対策、

道路交通麻痺対策、膨大な数の避難者・帰宅困難者等の対策が重要で

ある。また、Ｍ７クラスの地震は、どこで発生するか予測できないた

め、これ以外の地域においても、建築物の耐震化等の予防対策、災害

応急体制の整備・訓練等を着実に実施することが必要である。さらに、

Ｍ８クラスの大正関東地震タイプの地震についても、Ｍ７クラスの地

震に比べると発生する可能性は低いものの、中長期的な防災・減災対

策の対象として考慮するものとする。 

津波対策については、延宝房総沖地震タイプの地震が発生した場合、

千葉県、茨城県の太平洋側等で、大正関東地震タイプの地震が発生し

た場合、神奈川県、千葉県等での津波の発生が想定されており、津波

の浸水が想定される地域においては、津波対策を着実に実施すること

が必要である。 

津波対策については、延宝房総沖地震タイプの地震が発生した場合、

千葉県や茨城県の太平洋側等で、大正関東地震タイプの地震が発生し

た場合、神奈川県や千葉県等での津波の発生が想定されており、津波

の浸水が想定される地域においては、津波対策を着実に実施すること

が必要である。 

（新設） これらの対策の実施に当たっては、住民一人一人が災害を「自分ご

と」としてとらえることで、「自助」「共助」を促す取組も必要である。 

（１）地方緊急対策実施計画の目的 （１）地方緊急対策実施計画の目的 

地方緊急対策実施計画は、関係都県知事が、地域の実情を勘案し、

地方公共団体自らの判断によって様々な首都直下地震対策を計画的に

推進することを目的としたものである。 

地方緊急対策実施計画は、関係都県知事が、地域の実情を勘案し、

地方公共団体自らの判断によって様々な首都直下地震対策を計画的に

推進することを目的としたものである。 

（２）地方緊急対策実施計画の記載事項 （２）地方緊急対策実施計画の記載事項 

地方緊急対策実施計画には、以下の事項を記載する。 地方緊急対策実施計画には、以下の事項を記載する。 
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５ 地方緊急対策実施計画の基本となるべき事項 

変更前 変更後 

① 地方緊急対策実施計画の区域 ① 地方緊急対策実施計画の区域 

計画の対象とする区域を具体的に記載するものとする。 計画の対象とする区域を具体的に記載するものとする。 

② 地方緊急対策実施計画の目標 ② 地方緊急対策実施計画の目標 

計画に位置付けた事業等の実施により達成すべき目標について、可

能な範囲で定量的な目標を含め、具体的に設定するものとする。 

計画に位置付けた事業等の実施により達成すべき目標について、可

能な範囲で定量的な目標を含め、具体的に設定するものとする。 

③ 地方緊急対策実施計画の期間 ③ 地方緊急対策実施計画の期間 

計画に位置付けた事業等の実施に要すると見込まれる期間を計画の

期間とする。計画期間については、同計画が首都直下地震に備え、緊

急に講ずべき対策を定めるものであることに鑑み、あまり長期間とな

らないよう、概ね５か年以内の計画期間となるようにする。事業が完

了するまでに長期間必要になるなどにより、５か年以上の計画期間を

設定する際にも、計画作成から５か年の間に行うべき事業等を明らか

にするなど、早期に実施すべき対策が明確になるよう留意する。 

計画に位置付けた事業等の実施に要すると見込まれる期間を計画の

期間とする。計画期間については、同計画が首都直下地震に備え、緊

急に講ずべき対策を定めるものであることに鑑み、あまり長期間とな

らないよう、おおむね５か年以内の計画期間となるようにする。事業

が完了するまでに長期間必要になるなどにより、５か年以上の計画期

間を設定する際にも、計画作成から５か年の間に行うべき事業等を明

らかにするなど、早期に実施すべき対策が明確になるよう留意する。 

④ 首都直下地震対策のうち必要なもの ④ 首都直下地震対策のうち必要なもの 

（３）において示す首都直下地震対策のうち、当該地域において必

要なものを位置付ける。 

（３）において示す首都直下地震対策のうち、当該地域において必

要なものを位置付ける。 

（３）地方緊急対策実施計画に基づき実施すべき首都直下地震対策 （３）地方緊急対策実施計画に基づき実施すべき首都直下地震対策 

地方緊急対策実施計画に位置付けて、実施すべき主な対策は以下の

とおりである。なお、同計画には、計画の作成主体である関係都県が

実施する対策のほか、市町村や事業者など、関係都県以外の者が実施

する対策についても、当該関係者と調整、同意を得た上で位置付ける

地方緊急対策実施計画に位置付けて、実施すべき主な対策は以下の

とおりである。なお、同計画には、計画の作成主体である関係都県が

実施する対策のほか、市町村や事業者等の関係都県以外の者が実施す

る対策についても、当該関係者と調整し、同意を得た上で位置付ける
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５ 地方緊急対策実施計画の基本となるべき事項 

変更前 変更後 

ことが可能であり、対策を実施する際の役割分担を明確にして、計画

に位置付けるよう努めるものとする。 

ことが可能であり、対策を実施する際の役割分担を明確にして、計画

に位置付けるよう努めるものとする。 

また、地方緊急対策実施計画は、地域の判断と創意工夫によって作

成されるものであることから、以下に掲げる対策のうち、当該地域に

とって緊急に推進することが必要な対策を選択して位置付けることで

差支えない。 

また、地方緊急対策実施計画は、地域の判断と創意工夫によって作

成されるものであることから、以下に掲げる対策のうち、当該地域に

とって緊急に推進することが必要な対策を選択して位置付けることで

差し支えない。 

① 地震防災上緊急に実施する必要があるもの ① 地震防災上緊急に実施する必要があるもの 

ア 高層建築物、地下街、駅等不特定多数の者が利用する施設・エレ

ベーター等の設備の安全の確保 

ア 高層建築物、地下街、駅等の不特定多数の者が利用する施設・エ

レベーター等の設備の安全の確保 

高層ビル、地下街、百貨店、ターミナル駅等、不特定多数の者が利

用する施設において、施設・設備の耐震化、火災防止対策、落下物防

止対策及びエレベーター等の設備の安全対策の推進などを記載する。 

高層ビル、地下街、百貨店、ターミナル駅等の不特定多数の者が利

用する施設において、施設・設備の耐震化、火災防止対策、落下物防

止対策及びエレベーター等の設備の安全対策の推進等を記載する。 

イ 工場、事業場等の集積地や石油、高圧ガス等の貯蔵所、製造所等

の改築・補強 

イ 工場、事業場等の集積地や石油、高圧ガス等の貯蔵所、製造所等

の改築・補強 

石油コンビナート等災害防止法（昭和 50 年法律第 84 号）に基づく

対策や、災害発生時の消防の即応体制の強化、避難体制の整備などを

記載する。 

石油コンビナート等災害防止法（昭和 50 年法律第 84 号）に基づく

対策や、災害発生時の消防の即応体制の強化、避難体制の整備等を記

載する。 

ウ その他緊急に整備すべき施設等 ウ その他緊急に整備すべき施設等 

道路、空港、港湾、鉄道等の交通インフラの耐震化やネットワーク

の構築、河川・海岸堤防の耐震化など、緊急に対応が必要な施設等の

整備を記載する。 

道路、鉄道、港湾、空港等の交通インフラの耐震化やネットワーク

の構築、河川・海岸堤防の耐震化等の緊急に対応が必要な施設等の整

備を記載する。 

② 建築物等について地震防災上実施する必要があるもの ② 建築物等について地震防災上実施する必要があるもの 

ア 建築物の耐震化 ア 建築物の耐震化 
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５ 地方緊急対策実施計画の基本となるべき事項 

変更前 変更後 

住宅その他の建築物の耐震診断、耐震改修、建て替えの促進、緊急

対応が必要な密集市街地や緊急輸送道路沿いの建築物の耐震化、様々

な応急対策活動や避難所となり得る公共施設等の耐震化と数値目標の

設定等を記載する。 

住宅その他の建築物の耐震診断、耐震改修及び建替えの促進、緊急

対応が必要な密集市街地や緊急輸送道路沿いの建築物の耐震化、様々

な応急対策活動の拠点や避難所となり得る公共施設等の耐震化と数値

目標の設定等を記載する。 

イ 建築物の不燃化、延焼の防止等の火災の発生の防止及び被害の軽

減 

イ 建築物の不燃化、延焼の防止等の火災の発生の防止及び被害の軽

減 

建築物の不燃化の促進や、地域における初期消火の成功率の向上、

消火活動体制の充実等の延焼の防止対策を記載する。 

建築物の不燃化の促進や、地域における初期消火の成功率の向上、

消火活動体制の充実等の延焼の防止対策を記載する。 

ウ 延焼の防止、避難路の確保等街区の整備 ウ 延焼の防止、避難路の確保等の街区の整備 

緊急避難場所等として機能する公園等のオープンスペースの確保や

河川の整備、避難路の整備、危険性の高い木造住宅密集市街地等の解

消、無電柱化の取組など、延焼の拡大を防ぐ火災に強い都市づくり、

まちづくりの推進について記載する。 

緊急避難場所等として機能する公園等のオープンスペースの確保や

河川の整備、避難路の整備、危険性の高い木造住宅密集市街地等の解

消、無電柱化の取組等の延焼の拡大を防ぐ火災に強い都市づくり・ま

ちづくりの推進について記載する。 

エ 住居内の安全の確保 エ 住居内の安全の確保 

屋内に設置された家具等の固定を促進するなど、居住空間内の安全

確保について記載する。 

屋内に設置された家具等の固定を促進するなど、居住空間内の安全

確保について記載する。 

オ 土砂災害、地盤の液状化 オ 土砂災害、地盤の液状化 

土砂災害危険箇所等の把握や発災時の緊急点検・調査及び応急対策

の実施体制の整備、急傾斜地崩壊対策等の土砂災害対策、人家周辺等

の治山対策、ライフライン施設及びインフラ施設並びに臨海部等の軟

弱地盤地域の液状化対策など、土砂災害、地盤の液状化対策等を記載

する。 

土砂災害警戒区域等の把握や発災時の緊急点検・調査及び応急対策

の実施体制の整備、急傾斜地崩壊対策等の土砂災害対策、人家周辺等

の治山対策、ライフライン施設及びインフラ施設並びに臨海部等の軟

弱地盤地域の液状化対策等を記載する。 

③ 災害応急対策及び災害復旧の円滑かつ的確な実施のために必要な

もの 

③ 災害応急対策及び災害復旧の円滑かつ的確な実施のために必要な

もの 
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５ 地方緊急対策実施計画の基本となるべき事項 

変更前 変更後 

ア 被災者の救難及び救助の実施 ア 被災者の救難及び救助の実施 

救命・救助活動のための要員の確保・育成や必要資機材の配備、活

動拠点の確保等の体制の充実などを記載する。また、緊急交通路、緊

急輸送道路等の優先的な道路啓開、交通規制、復旧作業等について記

載する。 

救命・救助活動のための要員の確保・育成や必要資機材の配備、活

動拠点の確保等の体制の充実等について記載する。また、緊急交通路、

緊急輸送道路等の優先的な道路啓開、交通規制、復旧作業等について

記載する。 

イ 医療の提供 イ 医療・福祉等の提供 

災害医療情報の共有化、地域における医療活動体制の構築、医薬品

等必要物資の備蓄など、災害時に大量の発生が予測される重傷者等へ

の医療の提供について記載する。 

災害医療情報の共有化、地域における医療活動体制の構築、医薬品

等の必要物資の備蓄等の災害時に大量の発生が予測される重傷者等へ

の医療の提供について記載する。また、高齢者の要介護度別等の被災

者数を見積もることや、保健医療福祉活動支援のための広域的な活動

拠点の確保について記載する。 

ウ 滞在者等に対する支援 ウ 滞在者等に対する支援 

帰宅困難者等を支援する飲料水、トイレ、情報等を提供する設備の

確保や、一時滞在施設の確保、外国人観光客を始めとする来訪者への

的確な情報提供、膨大な避難者等への対応、避難所の設置・運営など、

滞在者・避難者等に対する支援について記載する。 

帰宅困難者等を支援する飲料水、トイレ、情報等を提供する設備の

確保や、一時滞在施設の確保、外国人観光客を始めとする来訪者への

的確な情報提供及び避難誘導等の滞在者等に対する支援について記載

する。特に、地震に対する知識・経験の少ない外国人に対しては、多

言語又は「やさしい日本語」での情報発信等といった支援や、円滑な

避難・帰国のための駐日外国公館等との情報連携について記載する。 

（新設） また、自力での徒歩帰宅が困難な要配慮者等の搬送のための拠点・

ルートの設定、訓練の実施を通じた実効性のあるマニュアル策定等に

ついて記載する。 

（新設） さらに、在宅避難者も含めた膨大な避難者への対応及び避難所の設

置・運営等の避難者に対する支援について記載する。 
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５ 地方緊急対策実施計画の基本となるべき事項 

変更前 変更後 

エ 電気、ガス、水道等の供給体制の確保 エ 電気、ガス、上下水道等の供給体制の確保 

電気、ガス及び上下水道のライフライン設備の多重化、施設の耐震

化、液状化対策の推進などライフラインの供給体制の確保について記

載する。また、災害拠点病院等の人命に関わる重要施設や首都中枢機

関への供給確保方策を記載する。 

電気、ガス及び上下水道のライフライン設備の多重化、施設の耐震

化、液状化対策の推進等のライフラインの供給体制の確保について記

載する。また、災害拠点病院等の人命に関わる重要施設や首都中枢機

関への供給確保方策を記載する。 

オ 災害応急対策・復旧に必要な物資の流通の確保 オ 災害応急対策・復旧に必要な物資の流通の確保 

早期の道路啓開のほか、災害発生時の代替輸送ルートの確保等によ

る緊急輸送機能の維持、避難所、医療施設、ライフライン等の重要施

設の非常用電源のための優先的な燃料の確保などを記載する。 

早期の道路啓開のほか、災害発生時の代替輸送ルートの確保等によ

る緊急輸送機能の維持、避難所、医療施設、ライフライン等の重要施

設の非常用電源のための優先的な燃料の確保等を記載する。 

カ 通信手段の確保 カ 通信手段の確保 

情報インフラの重点的な耐震化や、携帯電話の基地局における非常

用電源の確保（燃料の確保を含む。）などを記載する。 

情報インフラの重点的な耐震化や、携帯電話の基地局における非常

用電源の確保（燃料の確保を含む。）、非常用通信手段の確保等を記載

する。 

キ ボランティアの活動環境の整備 キ ボランティアの活動環境の整備 

災害ボランティアの受付や各種活動の調整を行う災害ボランティア

センターの活動を支援するなど活動環境の整備について記載する。 

災害ボランティアの受付や各種活動の調整を行う災害ボランティア

センターの活動を支援するなど活動環境の整備について記載する。 

ク 海外からの支援の円滑な受入れ ク 海外からの支援の円滑な受入れ 

外国からの救援部隊を始め、海外からの支援（在日米軍からの支援

を含む。）の円滑な受入れについて、国、地方公共団体が連携した体制

の整備等を記載する。 

外国からの救援部隊を始め、海外からの支援（在日米軍からの支援

を含む。）の円滑な受入れについて、国及び地方公共団体が連携した体

制の整備等を記載する。 

ケ 応急仮設住宅の建設用地の確保等 ケ 応急仮設住宅の建設用地の確保等 
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５ 地方緊急対策実施計画の基本となるべき事項 

変更前 変更後 

応急仮設住宅の建設用地として、様々な用途の土地の活用も視野に

入れ、利用可能な用地をリスト化することや、空き家・空室の提供、

民間住宅の借上げ、ホテル・旅館の活用、応急仮設住宅の早期提供体

制等応急住宅需要への対応について記載する。 

応急仮設住宅の建設用地として、様々な用途の土地の活用も視野に

入れ、利用可能な用地をリスト化することや、空き家・空室の提供、

民間住宅の借上げ （賃貸型応急住宅）、ホテル・旅館の活用、建設型応

急住宅の早期提供体制等の応急住宅需要への対応について記載する。 

コ 災害廃棄物の一時的な保管場所の確保等 コ 災害廃棄物の一時的な保管場所の確保等 

災害廃棄物の適切な処理のため、仮置場として利用可能な空地のリ

スト化、最終処分場の確保、災害廃棄物の広域的な連携を含めた事前

計画の策定などについて記載する。 

災害廃棄物の適切な処理のため、仮置場として利用可能な空地のリ

スト化、最終処分場の確保、災害廃棄物の広域的な連携を含めた事前

計画の策定等について記載する。 

④ 住民等の協働による防災対策の推進 ④ 住民等の協働による防災対策の推進 

行政が、住民等が、揺れから身を守ることや、適切な避難行動をと

るために求められる各人の行動について必要な啓発活動等を行うな

ど、住民等の協働について記載する。 

行政は、住民等が揺れから身を守ることや、適切な避難行動を取る

ために求められる各人の行動について必要な啓発活動等を行うなど、

住民等の協働について記載する。 

また、法第 23 条に定める住民防災組織制度は、住民の隣保協同の精

神に基づく自発的な防災組織のうち、被害の軽減に効果的な活動を行

っている組織を、関係都県知事が認定するものであり、必要に応じ、

住民防災組織制度の活用についても記載する。 

また、法第 23 条に定める住民防災組織制度は、住民の隣保協同の精

神に基づく自発的な防災組織のうち、被害の軽減に効果的な活動を行

っている組織を、関係都県知事が認定するものであり、必要に応じ、

住民防災組織制度の活用についても記載する。 

（新設） さらに、発災時に自力での避難が困難な避難行動要支援者について

の個別避難計画の作成や住民防災組織等と連携した安否確認等の取組

等について記載する。 

⑤ 防災訓練の実施 ⑤ 防災訓練の実施 

首都直下地震の特殊性を十分考慮した、各機関の事業継続の確保に

係る訓練、広域的応急対策訓練や現地対策本部訓練などを記載する。 

首都直下地震の特殊性を十分考慮した、各機関の事業継続の確保に

係る訓練、広域的応急対策訓練、現地対策本部訓練等について記載す

る。 
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５ 地方緊急対策実施計画の基本となるべき事項 

変更前 変更後 

⑥ 地震防災に関する技術の研究開発 ⑥ 地震防災に関する技術の研究開発 

耐震・免震・制震技術や、安全な火気器具等について、地震防災に

関する新たな技術の研究開発の促進などを記載する。 

耐震・免震・制震技術や、安全な火気器具等について、地震防災に

関する新たな技術の研究開発の促進等を記載する。また、避難行動要

支援者の個別避難計画の作成や安否確認等の高度化を図るため、官民

が有するデータの利活用による新たな被災者支援等のサービスの創出

を後押しする取組について記載する。 

（新設） ⑦ 避難生活環境の向上 

（新設） いわゆる災害関連死を防ぐため、在宅避難者向けの物資の支援及び

保健・福祉等の行政支援の充実や、被災者支援に携わる関係者間の情

報連携の方法の検討、スフィア基準等を考慮したトイレ・温かい食事・

寝床・入浴設備等の整備、備蓄等による避難所等の生活環境向上につ

いて記載する。避難所の運営においては、女性や多様な主体の参画を

推進し、女性と男性のニーズの違いや妊産婦・乳幼児・子育て家庭等

のニーズに配慮するとともに、性暴力・ＤＶの発生を防止するための

方策について記載する。 

（新設） また、広域的避難のため、首都圏郊外部を始めとする他の地方公共

団体との間での協定の締結、ホテル・旅館等を避難所として活用する

際のマニュアルの作成等の具体的な体制の構築についても記載する。 

（新設） さらに、在宅避難が可能な環境を確保するため、住民に対し、個々

の住宅等の耐震化や家具の固定、『最低３日間、推奨１週間』分の水・

食料等の備蓄を啓発する取組について記載する。 

⑦ 津波対策 ⑧ 津波対策 

津波対策については、東北地方太平洋沖地震の震源域の南側に位置

し同地震に誘発される可能性が高い延宝房総沖地震タイプの地震によ

津波対策については、東北地方太平洋沖地震の震源域の南側に位置

し同地震に誘発される可能性が高い延宝房総沖地震タイプの地震によ
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５ 地方緊急対策実施計画の基本となるべき事項 

変更前 変更後 

り津波の浸水が想定される千葉県、茨城県の太平洋側等においては、

海岸堤防等の整備や津波避難からの避難体制の充実などを記載する。

また、大正関東地震タイプの地震は当面発生する可能性が低いものの、

この地震により津波の発生が想定される神奈川県、千葉県等において

は、避難訓練の実施等のソフト対策を記載する。併せて、中長期的視

野に立ち、海岸堤防等の整備、津波避難ビル等の整備、避難路の確保

等についても必要なものを記載する。 

り津波の浸水が想定される千葉県や茨城県の太平洋側等においては、

海岸堤防等の整備や津波避難からの避難体制の充実等を記載する。ま

た、大正関東地震タイプの地震により津波の発生が想定される神奈川

県や千葉県等においては、避難訓練の実施等のソフト対策を記載する。

あわせて、中長期的視野に立ち、海岸堤防等の整備、津波避難ビル等

の整備、避難路の確保等についても必要なものを記載する。 

⑧ その他 ⑨ その他 

①～⑦に掲げる対策と一体となって推進するものや、犯罪の予防等

の社会秩序の維持に関するもの、災害時の情報収集・伝達に関するも

のなど、①～⑦以外で地域の特性に即して、当該地域で必要と認めら

れるものを記載する。また、国や近隣の地方公共団体との広域防災体

制の確保についても記載する。 

①～⑧に掲げる対策と一体となって推進するもの、例えば防災週間

や防災関連行事等を通じた普及啓発活動に関するもの、犯罪の予防等

の社会秩序の維持に関するもの、ＳＮＳを通じたデマ等の対策を始め

とした災害時の情報収集・伝達に関するもの等のほか、①～⑧以外で

地域の特性に即して当該地域で必要と認められるものを記載する。ま

た、国や近隣の地方公共団体との広域防災体制の確保についても記載

する。 

（４）その他 （４）その他 

地方緊急対策実施計画については、首都地域における地域防災計画

のうち、地震防災対策に係る部分と内容の多くが重複する場合が考え

られる。地方緊急対策実施計画の作成に当たっては、当該計画を作成

する地方公共団体の地域防災計画のうち、該当する部分を引用して地

方緊急対策実施計画として定めるなど、地域防災計画の内容を活用し

て定めることで差支えない。 

地方緊急対策実施計画については、関係都県における地域防災計画

のうち、地震防災対策に係る部分と内容の多くが重複する場合が考え

られる。地方緊急対策実施計画の作成に当たっては、当該計画を作成

する地方公共団体の地域防災計画のうち、該当する部分を引用して地

方緊急対策実施計画として定めるなど、地域防災計画の内容を活用し

て定めることで差し支えない。 
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６ 特定緊急対策事業推進計画の認定に関する基本的な事項 

変更前 変更後 

（１）特定緊急対策事業推進計画の認定基準 （１）特定緊急対策事業推進計画の認定基準 

特定緊急対策事業推進計画の法第 24 条第８項の認定に関する具体

的な判断基準は、以下のとおりとする。 

特定緊急対策事業推進計画の法第 24 条第８項の認定に関する具体

的な判断基準は、以下のとおりとする。 

① 緊急対策推進基本計画に適合するものであること（第一号基準） ① 緊急対策推進基本計画に適合するものであること（第一号基準） 

特定緊急対策事業推進計画の内容が、本計画の各項目の内容と適合

していることをもって判断する。 

特定緊急対策事業推進計画の内容が、基本計画の各項目の内容と適

合していることをもって判断する。 

② 当該特定緊急対策事業推進計画の実施が当該特定緊急対策事業推

進計画の区域における首都直下地震に係る地震防災対策の円滑かつ

迅速な推進に寄与するものであること（第二号基準） 

② 当該特定緊急対策事業推進計画の実施が当該特定緊急対策事業推

進計画の区域における首都直下地震に係る地震防災対策の円滑かつ

迅速な推進に寄与するものであること（第二号基準） 

特定緊急対策事業推進計画に位置付けた事業が、首都直下地震防災

対策に寄与するものであることが合理的に説明されていることをもっ

て判断する。 

特定緊急対策事業推進計画に位置付けた事業が、首都直下地震防災

対策に寄与するものであることが合理的に説明されていることをもっ

て判断する。 

③ 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること（第三号

基準） 

③ 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること（第三号

基準） 

特定緊急対策事業推進計画に位置付けた事業について、 

ア 事業の主体が特定されているか、又は特定される見込みが高いこ

と 

イ 地震防災対策推進協議会等において、事業の実施主体又は実施が

見込まれる主体と十分に調整がなされ、計画の内容について協議が

調っていること 

ウ 事業のスケジュールが明確であること 

をもって判断する。 

特定緊急対策事業推進計画に位置付けた事業について、 

ア 事業の主体が特定されているか、又は特定される見込みが高いこ

と 

イ 地震防災対策推進協議会等において、事業の実施主体又は実施が

見込まれる主体と十分に調整がなされ、計画の内容について協議が

調っていること 

ウ 事業のスケジュールが明確であること 

をもって判断する。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

政府は、緊急対策区域において、以下に掲げる事項について、地方

公共団体、公共機関、事業者等様々な主体と連携した対策を実施する

とともに、これら主体による地震防災対策を促進することで、首都直

下地震の発生に備えた地震防災対策を推進するものとする。 

政府は、緊急対策区域において、以下に掲げる事項について、地方

公共団体、公共機関、事業者等の様々な主体と連携した対策を実施す

るとともに、これら主体による対策の実施を促進することで、緊急対

策を推進するものとする。 

これらの基本的な施策の実施により、人的・物的両面にわたって被

害の絶対量を減らすとともに、可能な限り早期の復旧を図るものとす

る。例えば、東京都区部の南部を震源とする地震が発生した場合、死

者数は最大で約２万３千人、建築物の全壊・焼失棟数は最大で約 61 万

棟の被害が発生する可能性があるものと想定されているが、このよう

な人的・物的被害の軽減に関し、死者数及び建築物の全壊・焼失棟数

をそれぞれ今後 10 年間で概ね半減させることを減災目標とする。 

これらの基本的な施策の実施により、人的・物的両面にわたって被

害の絶対量を減らすとともに、可能な限り早期の復旧を図るものとす

る。令和７年 12 月 19 日に中央防災会議防災対策実行会議首都直下地

震対策検討ワーキンググループが取りまとめた報告書によれば、東京

都区部の南部を震源とするＭ７クラスの地震（以下「都心南部直下地

震」という。）が発生した場合、死者数は最大で約１万８千人、建築物

の全壊・焼失棟数は最大で約 40 万棟の被害が発生する可能性があるも

のと想定されているが、同報告書は、参考値として、住宅の耐震化率

が 100％相当になれば、揺れによる全壊棟数が約９割減、感震ブレー

カーの設置率が 100％となれば、焼失棟数が約７割減となる減災効果

の試算結果を示し、個人でも取り組める対策を進めることで被害が大

幅に軽減できるとしている。このような姿を念頭に置きつつ、基本計

画においては、今後 10 年間で、各主体が総力を挙げて、都心南部直下

地震で想定される死者数及び建築物の全壊・焼失棟数をそれぞれ今後

10 年間で半減以上させることを目指すこととし、これを減災目標とす

る。 

（新設） それに加え、備蓄等の地震発生への備えやライフライン、インフラ

等の直接的被害の軽減や機能の確保のための取組により、いわゆる災

害関連死や経済的被害を最大限減らすことを目指す。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

減災目標を達成するための様々な施策について、具体目標又は定性

的な目標を掲げる。具体目標は、基本的に平成 27 年度からの今後 10

年間で達成すべき目標を取りまとめたものである。 

減災目標を達成するための様々な施策について、具体目標又は定性

的な目標を掲げる。具体目標は、基本的に令和８年度からの今後 10 年

間で達成すべき目標として、主に緊急対策区域を対象として、取りま

とめたものである。なお、具体目標は、防災対策の進捗や社会状況の

変化、技術革新、自然災害等における課題を踏まえ、また、他の計画

に合わせ、適宜、必要な見直しを行うこととする。 

（新設） （１）防災意識の醸成と社会全体での防災体制の構築 

（新設） 国〔内閣府等〕、地方公共団体等は、首都直下地震に関する知識・日

頃の備えの普及啓発や訓練の実施により、一人一人が首都直下地震を

「自分ごと」として捉えて対策を推進する国民的気運を高める。 

（新設） そして、国民や企業、ＮＰＯ等のあらゆる主体の参加と連携による

総合的な防災力を向上させるとともに、各主体間で様々な災害情報を

迅速かつ的確に共有・有効活用するための「防災ＤＸ」を加速させる

必要がある。  

（新設） そのような体制構築のため、以下の取組を推進する。 

（新設） ① 各個人の防災対策の啓発活動 

（新設） 平時からの備えにより、首都直下地震発生時にあっても、建物の損

傷を可能な限り小さくし、家具の転倒等による負傷や閉じ込め等を減

らし、新たな災害対応需要を生み出さないようにするとともに、一人

一人の備えと行動により、混乱を最小化し、迅速に復旧作業を進める

ため、国〔内閣府等〕及び地方公共団体は、各個人における以下の防

災対策について普及啓発を図る。 

（新設） ＜平時からの備え＞ 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・建築物の耐震化や家具等の固定、感震ブレーカーの設置等の被害を

軽減する対策に取り組むこと。 

（新設） ・特に、超高層建築物においては、長周期地震動により家具や什器が

転倒・滑動するおそれが大きいため、家具や什器の固定を徹底する

こと。 

（新設） ・被災時に速やかに家族等の安否確認ができるよう、災害用伝言板サ

ービスやＳＮＳ等の複数の安否確認手段を使用することや、その使

用順位等について、家族間であらかじめ決めておくこと。 

（新設） ・被災時に停電、通信障害等によってスマートフォン等が使えなくな

る場合もあることから、モバイルバッテリー等の備えや、ラジオ等

の代替の情報収集手段をあらかじめ確保しておくこと。 

（新設） ・発災後の道路交通渋滞や生活物資の不足を見越した上で、在宅避難

生活を送れるよう、「ローリングストック」（普段の食品を少し多め

に買い置きしておき、賞味期限を考えて古いものから消費し、消費

した分を買い足すことで、常に一定量の食品が家庭で備蓄されてい

る状態を保つための方法）を活用して、各家庭や企業等において『最

低３日間、推奨１週間』分の水・食料等を備蓄しておくこと。 

（新設） ・災害時にキャッシュレス決済が使用できない事態に備え、一定の現

金を手元に用意しておくこと。 

（新設） ・ＳＮＳ時代の災害への備えとして、デマ等の拡散がもたらすリスク

について理解し、拡散しないなどの適切な対応ができるよう、ＩＣ

Ｔリテラシーを高めておくこと。 

（新設） ＜発災後の対応＞ 

（新設） ・首都直下地震では同時多発火災が発生することを念頭に置きつつ、
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

力を合わせて初期消火に努めるとともに、逃げ遅れ・逃げ惑いによ

る二次的な被害の拡大を防止するため、危険を感じたらブレーカー

を落とし、無理せず指定された避難場所等への避難を開始するなど、

適切な避難行動を取ること。 

（新設） ・限られた道路交通機能を人命の救助や、ライフライン及びインフラ

の復旧、要配慮者への対応、避難所や自宅で生活を送っている被災

者への当面の生活物資の確保等に充てるため、「皆が動けば、皆が動

けなくなる」ことを理解し、一般車両の利用や帰宅困難者の一斉帰

宅を自粛すること。 

（新設） ・物資不足やそれに伴う混乱の発生を防ぐため、物資や燃料の買いだ

めや買い急ぎを控えること。 

（新設） また、国民が首都直下地震を「自分ごと」として捉えて平時からの

防災対策を進める気運を高めるため、地方公共団体は、被害想定を始

めとする地域の災害リスク情報を整理して公表・周知し、住民に具体

的な行動を取ることを促すリスクコミュニケーションの充実・強化に

取り組む。 

（新設） さらに、国〔内閣府、文部科学省等〕、地方公共団体等は、学校にお

ける体系的かつ地域の災害リスクに基づいた防災教育に関する指導内

容の整理、防災教育のための指導時間の確保等の防災に関する教育の

充実に努め、児童生徒等の地域防災活動への参画を推進し、就学前の

こどもたちへの防災教育の充実も図る。 

（新設） 【目標】 

（新設） （ⅰ）国民の防災意識の向上【内閣府、国土交通省及び消防庁】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・住宅の耐震化、家具の固定、感震ブレーカーの設置等の普及啓発を

図る。 

（新設） ・発災時に在宅避難生活を送れるようにするため、国民・家庭におい

て、最低でも３日分、可能な限り１週間分程度の食料を備えるよう

普及啓発を図る。 

（新設） ・首都直下地震を「自分ごと」として捉えて平時からの防災対策を進

める国民意識の醸成とともに、適切な避難行動を取ることや一斉帰

宅抑制への協力等の発災後にとるべき行動についての普及啓発を図

る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・居住世帯のある住宅のストック総数のうち、大規模地震時に倒壊等

しないよう耐震性が確保されているものの割合（住宅の耐震化率） 

＜緊急対策区域（市町村（15,000 人未満を除く。））＞ 

92％【Ｒ５】 → 耐震性が不十分なものをおおむね解消【Ｒ

17】※ 

※耐震化は所有者の判断で行われるものであり、100％に近い状態を目指す目標を

設定 

（新設） ・家具の固定率 

＜全国＞ 

38％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） ・感震ブレーカーの設置率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

20％【Ｒ６】 → おおむね設置【Ｒ17】 

（新設） ・災害に備えた食料品を３日分以上備蓄している家庭の割合 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

＜全国＞ 

60％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） ・災害に備えた飲料水を３日分以上備蓄している家庭の割合 

＜全国＞ 

70％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） ・災害に備えた携帯トイレ又は簡易トイレを３日分以上備蓄している

家庭の割合 

＜全国＞ 

27％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） ・防災に係る普及啓発イベント（ぼうさいこくたい）への目標参加団

体数（行政、学術界、民間企業等：400 団体（毎年度））の達成率 

＜全国＞ 

96％【Ｒ５】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） （ⅱ）防災教育の推進【内閣府、消防庁、文部科学省及び国土交通省】 

（新設） ・防災教育の推進により、地域住民及び児童生徒等の防災知識等の普

及を図る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・災害への対処等に関し、家庭や身近な人とここ１～２年で話し合っ

た者の割合 

＜全国＞ 

64％【Ｒ７】 → 80％【Ｒ17】 

（新設） ・災害安全について指導している学校の割合 

＜全国＞ 

95.6％【Ｒ５】 → 100％【毎年度】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ② 企業活動等の維持・早期回復のための備え 

（新設） 企業活動等を維持し、早期に回復することは、地震による経済被害

を抑え、被災者が一刻も早く通常の生活に戻るために極めて重要な課

題である。また、企業等は、地域の一員として地域防災力の向上に貢

献することが望まれる。このため、国〔内閣府、中小企業庁等〕は、企

業等による以下の取組を促進する。 

（新設） ・ＢＣＰの作成とＢＣＭを通じたＢＣＰの見直しを継続的に実施する

こと。その際、ライフライン及びインフラの被災・復旧状況、車両

使用抑制への協力、従業員の通勤困難に際し通勤可能な人員を見込

んだ優先業務の絞り込みやテレワークによる事業継続等を検討し、

反映することで、実効性のあるＢＣＰの策定を行うこと。特に、東

京圏は広域から多くの就業者が鉄道を利用して通勤しており、広域

にわたり鉄道施設に損傷が生じた場合、長期間にわたり鉄道の不通

状態が継続するおそれがあることを考慮すること。 

（新設） ・東京圏の企業等のみならず、サプライチェーンや企業間取引等でつ

ながる全国の企業等も、東京圏の企業活動等が数日間停止すること、

東京圏を経由した物流に停滞が生じること等を想定し、その影響を

最小限に抑えるよう、同じサプライチェーンに属する企業等の間で

災害への備えに対する足並みを揃え、ＢＣＰの策定等に取り組むこ

と。 

（新設） ・ＢＣＰの策定に当たっては、同業他社と災害時に相互支援すること

をあらかじめ合意しておくこと等、他企業との連携も念頭に置くこ

と。 

（新設） ・地方公共団体の防災部局や消防団、自主防災組織等の地域防災を担
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

う主体との連絡・連携体制を強化しておくことに加え、従業員の消

防団、自主防災組織等への参加促進、地方公共団体との地域貢献に

関する協定の締結、地区防災計画制度の活用等により、地域防災力

向上に積極的に貢献すること。 

（新設） 【目標】 

（新設） （ⅰ）事業継続の取組の推進【内閣府、中小企業庁、国土交通省、内

閣官房等】 

（新設） ・事業継続ガイドラインについて見直しを行うとともに、各業種向け

のＢＣＰ策定指針等の活用により、実効性のあるＢＣＰの策定を促

進する。 

（新設） ・事業継続力強化計画認定制度、レジリエンス認証制度等を活用し、

企業等の事業継続の取組を促進する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・物流事業者（大企業）におけるＢＣＰの策定完了率 

＜全国＞ 

41％【Ｒ５】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） ・物流事業者（中堅企業）におけるＢＣＰの策定完了率 

＜全国＞ 

17％【Ｒ５】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） ・大企業のＢＣＰの策定完了率（再掲） 

＜全国＞ 

75.8％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） ・中堅企業のＢＣＰの策定完了率（再掲） 

＜全国＞ 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

54.8％【Ｒ７】 → 80％【Ｒ17】 

（新設） ・事業継続力強化計画の認定件数（再掲） 

＜全国＞ 

92,523 件【Ｒ７】 → 190,000 件【Ｒ17】 

（新設） （ⅱ）企業等の事業継続の取組を評価する手法・制度の促進 【内閣府】 

（新設） ・企業等の事業継続の取組を評価する手法・制度の活用を事業者に対

して促進すること及び進んだ取組を行っている企業等がその結果に

よるメリットを得られるようにすることを通じ、実効性のある事業

継続の取組を促進する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・企業等の事業継続の取組を評価する手法・制度の活用促進 

＜全国＞ 

100％【Ｒ６】 → 100％【毎年度】 

（新設） ③ 総合的な防災力の向上に資する多様な連携 

（新設） ア 地域における防災力の向上及び連携 

（新設） 地域における防災活動を促進するため、地方公共団体は以下の取組

を進める。国〔内閣府、消防庁等〕は、このような地方公共団体の取

組を支援する。 

（新設） ・地区防災計画について、住民や企業等の多様な主体が積極的に参画

し、実効性のある計画として策定できるようサポートを行うこと。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・消防職員数の確保、市町村の消防の広域化及び連携・協力の推進、

消防防災施設・設備の整備並びに消防防災分野における新技術の実

用化・活用の推進により常備消防力を充実・強化すること。 

（新設） ・地域防災力の中核を担う消防団について、女性や若者の入団促進に

つながる取組の更なる充実、機能別団員・機能別分団制度や消防団

協力事業所表示制度の活用の促進等の更なる団員の確保に取り組む

とともに、バイクを含む車両や資機材、消防団拠点施設等の更新を

含めた更なる充実及びドローン等のデジタル技術の活用を加速化す

ること。また、実践的かつ効果的な訓練の充実及び活動に必要な資

格取得を促進すること。 

（新設） ・自主防災組織の育成・充実、女性防火クラブ・少年消防クラブの活

性化、防災教育の充実、訓練の実施等の取組を把握・支援するとと

もに、消防団や自主防災組織、防災士等の多様な主体間での連携を

促進すること。 

（新設） ・地域防災の主体である町内会や自治会等が取り組んできた防災対策

（避難経路の確認、消火訓練等）の強化等に継続して取り組むこ

と。また、自治会等の組織に関わっていない住民が地域の防災活動

に気軽に参加できるよう、働き方の多様化に応じたオンラインでの

訓練や夜間の訓練を実施するなどの方策を検討すること。 

（新設） ・発災時に自力での避難が困難な避難行動要支援者について、地域で

の共助により避難を支援するため、個別避難計画の作成や自主防災

組織等と連携した安否確認等の取組等を促進すること。 

（新設） また、地域における避難生活等を支援する専門人材の育成等のた

め、国〔内閣府〕及び地方公共団体は、避難生活支援リーダー/サポ

ーター研修等による避難生活支援に係るボランティアのスキルの向上
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

及び地域の避難生活環境の向上を図る「避難生活支援・防災人材育成

エコシステム」を構築するとともに、地方公共団体は、災害時の避難

や生活再建の円滑化のため、地域住民に対する防災教育の中に、避難

所運営の在り方、罹災証明の申請、住宅再建等のプロセス等を取り込

む。 

（新設） さらに、国〔関係省庁〕及び地方公共団体は、テレワークの普及に

より増加した在宅勤務者が、日中に災害が発生した場合の地域救出・

救護活動の担い手として期待されるため、「発災時は地域の救出・救

護活動に協力すること」について、あらかじめ企業等を通じて呼び掛

ける。 

（新設） 【目標】 

（新設） （ⅰ）地区防災計画制度の活用【内閣府】 

（新設） ・地域住民の自発的な取組による地区防災計画制度の活用を促進す

る。 

（新設） （ⅱ）消防団の充実・強化【消防庁】 

（新設） ・女性や若者等の入団促進等の消防団員の確保に努めるとともに、消

火・救助等の活動を迅速に行うために必要な車両・資機材等の更新

を含めた更なる充実を図る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・全消防団のうち、十分な救助用資機材（油圧切断機、エンジンカッ

ター、電動カッター、チェーンソー及びジャッキ）を備え、救助活

動等を行うことができる消防団の割合 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

83.5％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） （ⅲ）自主防災組織の育成・充実【消防庁】 

（新設） ・自主防災組織の育成・充実、女性防火クラブ・少年消防クラブの活

性化、防災教育の充実、訓練の実施等の取組を把握・支援するとと

もに、消防団や防災士等の多様な主体との連携を促進することで、

活動活性化を図る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・自主防災組織による活動カバー率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

79.8％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） （ⅳ）地域の防災活動への住民参加の促進【消防庁等】 

（新設） ・自治会等の組織に関わっていない住民が地域の防災活動に気軽に参

加できるよう、オンライン訓練等の既存の枠組みにとらわれない訓

練の事例の周知を行う。 

（新設） （ⅴ）避難行動要支援者の避難支援等対策の推進【内閣府】 

（新設） ・避難行動要支援者の避難支援等を推進する。 

（新設） ・個別避難計画の作成を促進する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・地方公共団体における「避難行動要支援者の避難行動支援に関する

取組指針」（令和７年６月内閣府（防災担当））等の認知率 

＜全国＞ 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

―【Ｒ３】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） （ⅵ）避難生活環境の向上【内閣府】 

（新設） ・「避難生活支援・防災人材育成エコシステム」を構築する。 

（新設） イ 企業等との連携 

（新設） 地方公共団体は、災害対応力を企業等の民間の力によって補うとと

もに、土木や医療、ＩＴ等の様々な分野の技術者（プロフェッショナ

ル）や、平時から物資輸送や福祉等の各種サービスを提供する企業等

のリソースを発災時にも最大限に生かすため、企業等と災害時応援協

定を締結して、あらかじめ協力関係を築いておく。 

（新設） 【目標】 

（新設） 企業等との協力関係の構築【内閣府及び国土交通省】 

（新設） ・災害時応援協定システムの活用等を通じて、地方公共団体による事

業者や事業団体等との協定締結を促進する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・全国の市区町村と物流事業者団体との間の支援物資物流に関する協

力協定の締結完了率 

＜全国＞ 

62％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） ・温かい食事の提供のために、事業者や事業者団体等との協定を締結

した割合 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

―【Ｒ７】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） ウ ＮＰＯ、ボランティア、災害中間支援組織等との連携 

（新設） 国〔内閣府〕、地方公共団体及び関係機関は、ＮＰＯ、ボランティア、

社会福祉協議会等との連携を効果的に進めるため、災害ボランティア

センターへの情報提供、ボランティアコーディネーターの育成、活動

拠点や資機材の整備等の支援を推進することで災害ボランティアの活

動環境の整備を促進するとともに、ボランティア人材や活動団体情報

を登録・管理するデータベースの構築及び登録被災者援護協力団体と

の平時からの連携強化に取り組み、平時から「顔の見える」関係づく

りを推進する。 

（新設） また、地方公共団体は、ボランティアの取組が国民的な運動となる

よう、各地域のボランティア活動について、安全確保やスキルアップ

のため研修会等の開催を支援する。 

（新設） さらに、各都県における官民連携を促進するため、国〔内閣府〕及

び地方公共団体は、災害中間支援組織の設置や体制・機能の強化を加

速させる。 

（新設） 【目標】 

（新設） （ⅰ）ボランティア活動の実施に向けた環境整備【内閣府】 

（新設） ・多様な主体間における連携を促進し、ボランティアが活動するため

の環境整備を推進する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・地域ボランティア人材育成研修等の開催完了率 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

２％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） （ⅱ）官民連携の強化【内閣府】 

（新設） ・官民連携を強化するため、災害中間支援組織の設置を促進する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・都道府県域における災害中間支援組織の設置率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

70％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） エ 広域的な連携 

（新設） 国〔内閣府等〕、地方公共団体等は、必要な物資・資機材・要員の搬

送、被災地域での応急活動、復旧・復興のための相互応援協定や企業

等との応援協定の締結等の体制整備を図る。 

（新設） 国〔総務省〕は、地方公共団体間の応援に関して、首都直下地震の

発災後に迅速かつ円滑な支援活動が実施できるよう、被災地方公共団

体に対して、発災時に即時応援する地方公共団体をあらかじめ決定す

るとともに、両者の間で、平時から定期的な意見交換、研修、訓練等

の実効性の確保のための取組を行う。また、国〔関係省庁〕及び地方

公共団体は、現地での応援に加えて、デジタル技術を活用した遠隔で

の応援の実施について検討する。 

（新設） 地方公共団体は、近隣に加えて遠方の地方公共団体からの応援を円

滑に受け入れるための体制を構築するため、受援計画の策定・見直し

を推進する。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） 【目標】 

（新設） （ⅰ）首都直下地震における応急対策職員派遣制度アクションプラン

の策定等【総務省】 

（新設） ・「首都直下地震における応急対策職員派遣制度アクションプラン」

（令和８年３月 30 日総務省）を策定し、定期的な意見交換、研修、

訓練等の実効性の確保のための取組を実施する。 

（新設） （ⅱ）地方公共団体の受援体制の確保【内閣府及び消防庁】 

（新設） ・「市町村のための人的応援の受入れに関する受援計画作成の手引

き」（令和７年４月内閣府（防災））の充実や研修の実施により、地

方公共団体における受援計画の策定を推進する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・地方公共団体の受援計画の策定率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

84％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ15】 

（新設） ・直近３年間に市町村の受援計画の作成や実効性の確保に向けた研修

等の実施割合 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

―【Ｒ７】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） オ 海外との連携 

（新設） 国〔外務省、財務省、法務省等〕は、海外からの支援申入れがあっ

た場合には、「大規模地震・津波災害応急対策対処方針」（令和７年６

月 30 日中央防災会議幹事会）を踏まえ、適切かつ迅速に対応するとと

もに、他国、国際機関及び民間団体による捜索救助支援、医療支援等
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

を受け入れる体制の事前検討を不断に行い、税関、入国管理等の各手

続を、被災時の状況下でも迅速に行えるようにする。 

（新設） ④ 防災ＤＸの加速化 

（新設） 国〔内閣府〕は、新総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）等

の機能強化を図るとともに、同システムを中核として関係機関の防災

情報システムとの連携により各種被害情報等がリアルタイムで共有さ

れる体制「防災デジタルプラットフォーム」の構築・活用に取り組む。

また、個人情報の取扱いに留意しつつ、災害対応に従事する事業者等

が収集・発信しているデータ等についても、ウェブブラウザ等の既存

の技術の活用やデータ連携により取り込み、共有できる仕組みの検討

を進める。 

（新設） 国〔内閣府、消防庁等〕及び地方公共団体は、国民一人一人に対し

て個人に適した情報を個別に提供するような方策を検討し、災害情報

のリアルタイム共有に向けて、ＡＩ・ビッグデータを活用した災害の

リアルタイム解析及びＳＮＳやアプリを活用した避難情報提供の仕組

み等を整備するよう努めるとともに、マイナンバーカードの利用によ

り、避難所外避難者や広域的避難者等を支援する仕組みの検討や、傷

病者の円滑な救急搬送のための環境整備を進める。 

（新設） 国〔消防庁〕及び地方公共団体は、火災早期覚知・情報収集のため

のドローン・高所監視カメラ等の整備の促進、消防活動の省力化・無

人化に資する無人走行放水ロボット等の消防分野における革新的技術

の実用化に向けた研究開発及び消防指令業務の円滑化、通報時の情報

収集体制の強化、活動隊員の安全管理の高度化等に資するＤＸを推進

し、消防本部への導入を進める。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） 国〔各府省等〕、地方公共団体等は、発災時にデジタル技術を活用し

た災害対応を行うために必要な電力や通信を確保するため、あらかじ

め非常用電源や非地上系ネットワークの整備等の災害時でもデジタル

技術を活用できる環境を確保しておく。また、データセンターの被災

や停電の長期化等によって災害時にデジタル技術を使用できない場合

も想定し、アナログでの対応についても備えておく。 

（新設） 国〔国土交通省等〕は、災害時に被災状況把握や物資輸送等の様々

な場面での活用が想定されるドローンを柔軟に活用できるよう、規制

緩和についてあらかじめ検討しておく。また、国〔関係省庁〕は、広

範囲での被災状況の把握や、悪天候下・夜間での被災状況の把握に有

用な衛星リモートセンシングのデータについて、地方公共団体や企業

での利活用に向けた実装の加速化に取り組む。 

（新設） 国〔国土交通省等〕は、地籍等の国土に関する情報や防災・減災及

び災害対応に資する地理空間情報をデジタルで整備・管理し、分野を

超えて統合的かつ安定的に運用できるような仕組みを構築する。また、

災害予測・予防の段階において、各主体が保有する防災・減災に関す

る情報を連携できるよう、データ形式の共通化を進める。 

（新設） 国〔各府省等〕及び地方公共団体は、官民が有するデータの利活用

を推進しつつ、デジタル技術の利用が難しい者にも配慮した上で、新

たな被災者支援等のサービスの創出を後押しする取組を推進する。 

（新設） 国〔内閣府等〕は、地方公共団体等のニーズと民間企業等が持つ先

進技術とのマッチング支援等を行うことにより、地方公共団体等の災

害対応における先進技術の導入を促進する。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） 国〔デジタル庁等〕は、企業等と協力し、発災時に民間のデジタル

人材等を速やかに派遣できる体制を整備する。また、地方公共団体は、

職員の中にもデジタルを正しく理解できる人材を育成しておく。 

（新設） 【目標】 

（新設） （ⅰ）防災分野におけるデジタル技術等の活用の推進【各府省等】 

（新設） ・デジタル技術を活用した防災対策を推進する。 

（新設） ・新総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）を活用し、関係機関

の防災情報システムとのデータ自動連携により迅速に情報を集約・

共有する防災デジタルプラットフォームを構築する。 

（新設） ・マイナンバーカードの利用により、避難所外避難者や広域的避難者

等を支援する仕組みの検討や、傷病者の円滑な救急搬送のための環

境整備を進める。 

（新設） ・ドローンや衛星等の新技術の活用を促進する。 

（新設） ・地方公共団体等のニーズと民間企業等が持つ先進技術とのマッチン

グ支援等を行うことにより、地方公共団体等の災害対応の高度化を

支援する。 

（新設） ・発災時に民間のデジタル人材等を速やかに派遣できるようにするた

めの体制を整備する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・地方公共団体等における新総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥ

Ｂ）の利用率 



85 
 

７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

＜全国（本システムの利用者である省庁、地方公共団体、指定公共

機関）＞ 

０％【Ｒ５】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） ・新総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）に連携する災害対応

機関システムのうち災害対応基本共有情報（ＥＥＩ）の情報項目に

対応するシステムの割合 

＜全国（本システムに連携すべき情報を有する省庁、地方公共団

体、指定公共機関のシステム）＞ 

―【Ｒ７】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） ・新総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）へ原子力に関する防

災関連データの連携の進捗率 

＜全国＞ 

33％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） ・消防本部におけるマイナ救急（救急隊員が傷病者のマイナ保険証を

活用し、傷病者に関する情報を把握する取組）の導入完了率 

＜緊急対策区域（消防本部）＞ 

16.7％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） （ⅱ）消防防災分野における新技術の実用化・活用の推進【消防庁】 

（新設） ・官民連携による革新的技術の実用化に向けた研究開発の推進や、円

滑な消防指令業務、通報時における情報収集体制の強化及び活動隊

員の安全管理の高度化等に資する消防分野におけるＤＸの推進を図

り、これらの消防本部への導入促進による消防力の充実・強化を行

う。 

（新設） 【具体目標】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・消防本部における耐災害性強化や新技術等に対応した標準仕様等

（インターフェイス）に基づく指令システムの導入完了率 

＜全国＞ 

０％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） ・モデル事業の対象消防本部におけるデジタル技術等を活用した新技

術の導入による消防活動の省力化・効率化（通報・出動・情報収集・

指揮統制・部隊活動等）の取組完了率 

＜全国＞ 

０％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） ・消防防災分野における重要施策推進等を目的とする消防防災科学技

術研究推進制度（競争的研究費）を活用して実施したＤＸ ・新技術の

活用に関する実証事業の完了率 

＜緊急対策区域（委託先研究機関）＞ 

０％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） （ⅲ）地方公共団体庁舎等における非常用通信手段の確保対策【消防

庁】 

（新設） ・災害発生時に地上通信網が途絶した際に外部と連絡をとるため、消

防庁、地方公共団体における地域衛星通信ネットワークの第３世代

システム等による非常用通信手段確保を進める。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・災害時の専用衛星通信網の安定的確保が可能となる地域衛星通信ネ

ットワークの第３世代システム等の整備完了率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

30％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ９】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） （ⅳ）防災・減災及び災害対応に資する地理空間情報の整備【国土地

理院】 

（新設） ・災害リスク評価の基礎となる地形分類情報を整備する。 

（新設） ・陸域における全国活断層帯情報（活断層図）を整備する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・災害リスク評価の基礎となる平野部における地形分類情報の整備完

了率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

87％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） ・陸域における主要活断層帯の活断層図整備完了率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

83％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ11】 

（新設） （ⅴ）安定的な位置情報インフラ提供のための対策【国土地理院】 

（新設） ・災害発生時においてもデータ品質を維持し安定的に運用するため

に、電子基準点網の耐災害性強化対策を実施する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・電子基準点網における耐災害性強化対策（機器の更新、省電力化、

通信回線冗長化等）の完了率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

25％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ12】 

（１）首都中枢機能の継続性の確保 （２）首都中枢機能の継続性の確保 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

国は、首都中枢機能の継続性の確保を図るため、  「３ 首都直下地

震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事項」に記載

したところにより、地震防災対策を推進する。 

国 〔各府省等〕は、首都中枢機能の継続性の確保を図るため、  「３ 

首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関する事

項」に記載したところにより、緊急対策を推進する。 

（２）膨大な人的・物的被害への対応 （３）膨大な人的・物的被害への対応強化 

① 計画的かつ早急な予防対策の推進 ① 予防による被害軽減 

ア 建築物、施設の耐震化の推進、家具等の固定等 ア 建築物、施設の耐震化等 

国〔警察庁、消防庁、文部科学省、厚生労働省、国土交通省〕、都県、

市町村等は、建築物の耐震化の取組を強力に推進する。特に、木造住

宅密集市街地や緊急輸送道路沿いの建築物、オフィス、店舗、ホテル、

旅館等不特定多数の者が利用する建築物の耐震化に重点的に取り組

む。 

国〔国土交通省等〕、地方公共団体等は、建築物の耐震化や老朽化対

策の取組を強力に推進する。特に、1981 年の耐震基準導入より前に建

築された建築物のうち、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用

する大規模建築物や緊急輸送道路沿いの建築物、木造住宅密集市街地

における建築物等の耐震化に重点的に取り組むとともに、2000 年以前

に建築された木造住宅の耐震性能検証の普及に取り組む。 

耐震化を促進する環境整備のため、国〔国土交通省〕、都県及び市町

村は、補助制度や税制等の支援策の活用促進により、住宅を始めとす

る建築物の耐震診断、耐震改修、建て替えを促進するとともに、耐震

化に向けた定量的な目標の設定、耐震診断の義務化や所管行政庁によ

る耐震診断結果の公表等を実施する。 

耐震化を促進する環境整備のため、国〔国土交通省〕及び地方公共

団体は、住宅を始めとする建築物の耐震診断、耐震改修及び建替えに

ついての啓発や、補助制度、税制等の支援策の活用を促進するととも

に、耐震診断が義務付けられた建築物について、所管行政庁による耐

震診断結果の公表等を実施する。 

（新設） また、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）の耐震基準を上回る高

い耐震性能の住宅の普及に向け、長期優良住宅認定制度や住宅性能表

示制度の活用を促進する。 

また、庁舎、災害応急対策活動の拠点施設、学校、病院、公民館、駅

等、様々な応急対応活動や避難所となり得る公共施設等の耐震化及び

国〔警察庁、消防庁、文部科学省、厚生労働省、国土交通省等〕及

び地方公共団体は、庁舎、災害応急対策活動の拠点施設、学校、病院、

保健福祉施設、公民館、駅等の様々な応急対応活動の拠点や避難所と
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

耐震化に向けた定量的な目標の設定、天井脱落防止対策等の取組を継

続する。 

なり得る公共施設等の耐震化、免震構造化、老朽化対策、天井脱落防

止対策等の取組を継続し、それぞれの建築物の所有者等において、発

災後の機能維持のために必要な建築物性能が備わっているか、あらか

じめ確認するよう普及啓発を図る。 

（新設） 国〔内閣府、消防庁等〕及び地方公共団体は、家具の固定を促進す

るため、壁に穴を空けなくても実施することが可能な家具の転倒防止

措置の例の周知を行うほか、国〔国土交通省等〕は、地方公共団体に

対して、公営住宅等における家具の転倒防止措置に係る原状回復義務

の免除について、取組事例の周知を図る。 

さらに、家具や家電製品、事務機器等の固定、ブロック塀の倒壊、

自動販売機の転倒、ビルの窓ガラスの落下に伴う被災防止等、建築物

内外における安全確保及び緊急地震速報の精度向上を推進する。 

また、それぞれの建築物の所有者等は、ガラスの飛散、ブロック塀

等の転倒等を防止することで建築物内外の安全を確保する。 

（新設） 国〔消防庁、国土交通省等〕、地方公共団体及び関係事業者は、高層

ビル、地下街、百貨店、ターミナル駅等の不特定多数の者が利用する

施設の管理者による施設・設備の耐震化及び落下物防止対策や、施設

管理者及び自衛消防組織による火災防止対策、群集雪崩の発生を防ぐ

ための適切な避難誘導等を促進する。 

（新設） また、国〔国土交通省等〕及び地方公共団体は、エレベーターの閉

じ込め防止のための建築物の所有者における地震時管制運転装置の設

置等の地震対策、早期に閉じ込めの救出がされるようにするための閉

じ込め救出の担い手の確保等の体制強化、建築物の所有者や管理者に

おける簡易トイレや非常用飲料水等を備蓄した防災キャビネットのエ

レベーター内への設置等の取組を促進するため、周知啓発を図る。 

（新設） 国〔内閣府及び国土交通省〕は、長周期地震動及びそれが高層建築

物や長大構造物に及ぼす影響について、中長期的視野で専門的な検討
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

を進めるとともに、既存の超高層建築物等において長周期地震動対策

として行う診断や改修を支援する。 

（新設） 空き家は、発災時に、部材の落下・飛散や建物の倒壊により、周囲

の建物や通行人に危害を与えるおそれに加え、道路閉塞を発生させる

おそれがあることから、このような被害を防止するとともに、空き家

は、被災者の一時的な住まいとしての活用も期待されることから、地

方公共団体は、空き家の適正管理を推進する。 

（新設） 国〔気象庁等〕、地方公共団体等は、緊急地震速報の的確な提供等に

重点的に取り組む。 

【目標】 【目標】 

(ⅰ)住宅等の耐震化【国土交通省】 （ⅰ）住宅等の耐震化【国土交通省】 

・建築物の耐震性の基準は、昭和 56 年に大きく改正されており、それ

以前に建築されたものには十分な耐震性を有していないものがある

ことから、特に生命・財産に係る被害の軽減に大きく関係する住宅

及び多数の者が利用する建築物の耐震化を図る。 

・耐震性が不十分な住宅・建築物について、補助制度等の周知や活用

促進による耐震診断、耐震改修及び建替え等の耐震化を図るととも

に、リスクの低減に繋がる段階的又は部分的な耐震改修工事の実施、

耐震シェルターや耐震ベッド等の導入等を図る。また、屋外転倒物

の対策として、ブロック塀等の転倒防止対策を図る。さらに、住宅に

ついて、長期優良住宅認定制度や住宅性能表示制度の活用を促進す

る。 

【具体目標】 【具体目標】 

・住宅の耐震化率平成 32 年 95％（全国）を目指す。（平成 20 年推計

値約 79％（全国）） 

（削除） 

・多数の者が利用する建築物の耐震化率平成 32 年 95％（全国）を目

指す。（平成 20 年推計値約 80％（全国）） 

（削除） 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・居住世帯のある住宅のストック総数のうち、大規模地震時に倒壊等

しないよう耐震性が確保されているものの割合（住宅の耐震化率）

（再掲） 

＜緊急対策区域（市町村（15,000 人未満を除く。））＞ 

92％【Ｒ５】 → 耐震性が不十分なものをおおむね解消【Ｒ17】
※ 

※耐震化は所有者の判断で行われるものであり、100％に近い状態を目指す目標を

設定 

（新設） ・耐震診断が義務付けられた、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者

等が利用する大規模建築物等（令和５年度末時点）のうち、大規模地

震時に倒壊等しないよう耐震化等が講じられたものの割合 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

96％【Ｒ５】 → 耐震性が不十分なものをおおむね解消【Ｒ12】 

(ⅱ)家具の固定【内閣府、消防庁】 （削除） 

・住宅内の安全確保のため、「住宅における地震被害軽減の指針」の普

及を図るとともに、ホームページ、パンフレットなどにより家具の

固定についての周知を図る。 

（削除） 

【具体目標】 （削除） 

・家具の固定率 65％（全国）を目指す。（平成 25 年度 40％（全国）） 

 

（削除） 

(ⅲ)学校の耐震化【文部科学省】 （ⅱ）学校の耐震化【文部科学省】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

・地震発生時における児童・生徒等の安全を確保するとともに、地域

住民の安全な避難所等の役割を担う学校施設の耐震化を図る。また、

併せて天井脱落防止対策等の非構造部材の耐震対策を推進する。 

・地震発生時における児童生徒等の安全を確保するとともに、地域住

民の安全な避難所等の役割を担う学校施設の耐震化を図る。また、

併せて天井脱落防止対策等の非構造部材の耐震対策を推進する。 

【具体目標】 【具体目標】 

・公立学校については、平成 27 年度までのできるだけ早期の耐震化の

完了を目指す。 （小中学校：平成 26 年 92.5％（全国）、97.2％（埼玉

県）、87.8％（千葉県）、99.3％（東京都）、98.4％（神奈川県）） 

（削除） 

・国立学校については、「第３次国立大学法人等施設整備５か年計画」

を踏まえ、できるだけ早期の耐震化の完了を目指す。（平成 26 年

94.2％（全国）） 

（削除） 

・私立学校については、国公立学校の耐震化の状況を勘案しつつ、で

きるだけ早期の耐震化の完了を目指す。 （大学等：平成 26 年 85.2％

（全国）、高校等：平成 26 年 80.6％（全国）、81.0％（埼玉県）、82.5％

（千葉県）、92.1％（東京都）、89.8％（神奈川県）） 

（削除） 

（新設） ・避難所等にもなる国立大学法人等の耐震化率 

＜全国＞ 

99.9％【Ｒ７】 → 100％【早期】 

（新設） ・避難所等にもなる公立学校の耐震化率（非木造） 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

99.9％【Ｒ７】 → 100％【早期】 

（新設） ・避難所等にもなる私立学校施設の構造体の耐震対策完了率 

＜全国＞ 

93.8％【Ｒ４】 → 100％【Ｒ10】 

（新設） ・避難所等にもなる私立学校施設の非構造部材の耐震対策完了率 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

＜全国＞ 

39.4％【Ｒ４】 → 65.8％【Ｒ12】 

(ⅳ)医療施設の耐震化【厚生労働省】 （ⅲ）医療施設・社会福祉施設等の耐震化【厚生労働省及びこども家

庭庁】 

・災害時の医療の拠点となる災害拠点病院及び救命救急センターの耐

震性が不十分な建物について、耐震補強等を図る。 

・災害時の医療の拠点となる災害拠点病院及び救命救急センターのみ

ならず、一般病院・診療所や社会福祉施設等の耐震性が不十分な建

物について、耐震補強や非構造部材の対策等を図る。 

（新設） ・社会福祉施設等のブロック塀等の改修を行う。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・災害拠点病院等（災害拠点病院、救命救急センター及び二次救急医

療機関）の耐震化率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

84.0％【Ｒ４】 → 100％【Ｒ23】 

（新設） ・廃止予定の施設等を除く全ての社会福祉施設等の耐震化率 

＜全国＞ 

99.47％【Ｒ２】 → 99.71％【Ｒ12】 

（新設） ・廃止予定の施設等を除く全ての社会福祉施設等のうち、倒壊のおそ

れのあるブロック塀の改修が必要とされる施設の対策完了率 

＜全国＞ 

20％【Ｒ４】 → 53％【Ｒ12】 

(ⅴ)防災拠点となる公共施設等の耐震化【警察庁、消防庁】 （ⅳ）防災拠点となる公共施設等の耐震化等【警察庁、消防庁、文部

科学省及び防衛省】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

・避難所や災害対策の拠点となる公共・公用施設及び不特定多数の者

が利用する公共施設等の耐震化を図るとともに、平成２８年度まで

に消防庁舎の耐震化を図る。 

・避難所や災害対策の拠点となる公共・公用施設及び不特定多数の者

が利用する公共施設等の耐震化や非構造部材の対策を図る。特に、

地方公共団体の災害対策本部設置庁舎及び消防庁舎の耐震化の大幅

な進捗を図る。 

（新設） ・災害を含むあらゆる事態における部隊の迅速かつ適切な任務遂行を

図るため、部隊運用の基盤となる自衛隊施設の強靱化（建物の建て

替え・改修等）を図る。 

【具体目標】 【具体目標】 

・警察本部・警察署の耐震化率平成 30 年度 95％（１都３県）を目指

す。（平成 26 年度 84％（１都３県）） 

（削除） 

・防災拠点となる公共施設等の耐震化率 100％（１都３県）を目指す。

（平成 25 年度 92.1％（１都３県）） 

（削除） 

（新設） ・防災拠点となる公共施設等の耐震化率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

98.4％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） ・避難所等にもなる公立社会体育施設における構造体の耐震対策完了

率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

90.4％【Ｒ５】 → 100％【Ｒ10】 

（新設） ・全国の自衛隊施設の強靱化（建物の建て替え・改修等）の整備完了

率 

＜全国＞ 

19％【Ｒ５】 → 100％【Ｒ11】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

(ⅵ)官庁施設の耐震化【国土交通省】 （ⅴ）災害応急対策の活動拠点となる官庁施設の防災拠点機能確保 【国

土交通省】 

・建築基準法に基づく耐震性能を満たしていない官庁施設及び災害応

急対策活動の拠点としての所要の耐震性能を満たしていない官庁施

設について、人命の安全の確保を図るとともに、防災機能の強化と

災害に強い地域づくりを推進するため、総合的な耐震安全性を確保

する。 

・災害応急対策の活動拠点となる官庁施設について、防災拠点機能の

確保に必要な対策を総合的かつ効率的に推進する。 

【具体目標】 【具体目標】 

・官庁施設について、所要の耐震性能の確保率 100％を目指す。（平成

25 年度約 88％） 

（削除） 

（新設） ・災害応急対策の活動拠点となる合同庁舎のうち被災時の機能確保が

必要な施設における対策（電力確保のための改修、劣化箇所の改修

等）の完了率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

０％【Ｒ６】 → 42％【Ｒ12】 

（新設） ・国土交通省の庁舎等の防災拠点のうち、信頼性の高いネットワーク

（大容量化・冗長化した光ファイバ通信、多重無線通信等）を運用で

きる防災拠点の整備完了率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

12％【Ｒ５】 → 97％【Ｒ12】 

（新設） ・地方整備局の主要な災害時活動拠点（本局・事務所等）におけるイ

ンフラＤＸネットワーク（高速・大容量の通信環境）への接続完了率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

85％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ12】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） （ⅵ）家具の固定【内閣府、消防庁及び国土交通省】 

（新設） ・住宅内の安全確保のため、「減災のてびき」（平成 21 年３月内閣府）

等を活用した対策の普及を図るとともに、ウェブサイト、パンフレ

ット、ＳＮＳ等の活用や小売業者等との連携等により家具の固定に

ついての周知を図る。 

（新設） ・地方公共団体に対して、公営住宅等における家具の転倒防止措置に

係る原状回復義務の免除について、取組事例の周知を図る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・家具の固定率（再掲） 

＜全国＞ 

38％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） （ⅶ）地下街の耐震性向上等に関する対策【国土交通省】 

（新設） ・地下街等防災推進計画に基づく耐震対策が未完了の地下街における

耐震対策を推進し、地下街の倒壊に伴う閉じ込めを防ぐ。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・地下街等防災推進計画に基づく耐震対策が完了した地下街の割合 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

79％【Ｒ６】 → 83％【Ｒ12】 

（新設） （ⅷ）マンション・高層建築物における防災対策の強化【国土交通省】 

（新設） ・マンション・高層建築物内設備の地震対策や機能強化を図るととも

に、エレベーターの閉じ込め防止のための取組について周知啓発を

図る。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・地震時管制運転装置の設置率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

48％【Ｒ６】 → 70％【Ｒ17】 

（新設） （ⅸ）空き家の適切な管理【国土交通省】 

（新設） ・地方公共団体による空き家の適正管理の取組を支援する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・空家等管理活用支援法人の指定数 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

15 団体【Ｒ６】 → 150 団体【Ｒ12】 

(ⅶ)緊急地震速報の精度向上【気象庁】 （ⅹ）緊急地震速報等の正確・確実な伝達【気象庁及び文部科学省】 

・地震による被害の軽減に資するため、緊急地震速報の精度向上を図

る。 

・地震による死傷者数を減らすため、緊急地震速報等の精度向上を図

る。 

（新設） ・地震観測施設の耐災害性の強化を図る。 

【具体目標】 【具体目標】 

・震度４以上を観測又は予想した地域について、予想誤差が±１階級

に収まる割合平成 27 年度 85％以上（全国）を目指す。（平成 25 年

度 63％（全国）） 

（削除） 

（新設） ・緊急地震速報を大きく外すことなく精度良く（震度の誤差が震度階

級で±２階級以下）提供した地域の割合 

＜全国＞ 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

89.3％【Ｈ28～Ｒ２の平均値】 → 92％【Ｒ８～Ｒ12 の平均

値】 

（新設） ・緊急地震速報や震度情報等の適切な発信のため、高精度な新型地震

計への更新及び地上回線途絶時にも通信可能な海底地震津波観測網

陸上局舎内機器の更新の完了率 

＜全国＞ 

64％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ24】 

（新設） ・地震観測施設の耐災害性強化の完了率 

＜全国＞ 

41％【Ｒ６】 → 67％【Ｒ12】 

イ 出火防止対策、発災時の速やかな初期消火、延焼被害の抑制対策

等 

イ 火災対策 

国〔内閣府、消防庁、経済産業省〕、都県、市町村及び関係事業者は、

電気等に起因する火災の発生を抑制するため、感震自動消火装置等を

備えた電熱器具の普及や、市街地延焼火災の発生の危険性の高い地域

を中心として、大規模な地震発生時に出火の原因となる可能性のある

電力供給やガス供給を速やかに停止する措置を含めた出火防止対策を

推進する。電気に起因する火災の発生の抑制については、「感震ブレー

カー等の性能評価ガイドライン」等を踏まえながら、当該ガイドライ

ンに適合する感震ブレーカー等の設置の促進や、住民が自宅から避難

する際、ブレーカーを落として避難するよう啓発する。 

火災対策については、老朽建築物の除却・建替え、建物の不燃化、

避難路や避難地となる街路・公園等の公共施設の整備等のハード対策

だけでなく、地域の特性・事情に合わせて、感震ブレーカーの普及促

進や初期消火機材の配置等のソフト対策を選択・実施することも重要

である。そのため、国〔内閣府、消防庁及び経済産業省〕及び地方公

共団体は、このようなソフト対策を推進する。 

（新設） 国〔内閣府及び消防庁〕及び地方公共団体は、感震ブレーカーの設

置について、木造住宅密集市街地等の火災危険性が高い地域の設置を

重点的に進めるほか、ターゲットの世帯像を定めて設置のメリットを

伝えるなど、戦略的に取組を進める。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） 電気事業者は、復電するタイミングでの電気火災を抑止するため、

発災後に電力供給を停止している場合における復電手順を確実に実施

する。国〔消防庁及び経済産業省〕、地方公共団体及び関係事業者は、

地震発生後に非常用発電設備を作動させる際、地震で損傷した電気配

線等に電流が流れることによる電気火災が発生しないよう、事業所等

に火災の危険性と設備点検の必要性について周知を図る。 

（新設） 国〔消防庁及び経済産業省〕、地方公共団体及び関係事業者は、安全

な電熱器具等の購入促進等の安全対策を推進するとともに、電気器具

の不適切な使用・維持管理不良に関する注意喚起を実施する。 

また、国〔消防庁〕、都県及び市町村は、住宅用火災警報器、住宅用

消火器等の住宅火災等を防止する機器の普及を促進する。 

国〔消防庁〕及び地方公共団体は、住宅用火災警報器、住宅用消火

器等の住宅火災等を防止する機器の普及を促進する。 

地域においては、初期消火の成功率の向上が極めて重要であり、国

〔消防庁、国土交通省〕、都県、市町村等は、常備消防及び地域防災力

の中核となる消防団の充実、自身の安全が確保できる範囲内で消火活

動を行う自主防災組織の活動体制の充実等による地域防災力の向上、

可搬ポンプ等の装備の充実、断水時に利用が可能な簡易なものも含め

た防火水槽や防火用水の確保等を推進するとともに、基盤施設の整備

が遅れている木造住宅密集市街地での道路拡幅など活動空間の確保を

進める。 

地域においては、初期消火の成功率の向上が極めて重要であり、国

〔消防庁及び国土交通省〕、地方公共団体等は、常備消防及び地域防災

力の中核となる消防団の充実、自身の安全が確保できる範囲内で消火

活動を行う自主防災組織の活動体制の充実等による地域防災力の向

上、可搬ポンプ等の装備の充実、断水時に利用が可能な簡易なものも

含めた防火水槽や防火用水の確保等を推進するとともに、基盤施設の

整備が遅れている木造住宅密集市街地での道路拡幅等の活動空間の確

保を進める。 

また、国〔国土交通省〕、都県及び市町村は、延焼被害の抑制のため、

緊急避難場所等として機能する公園等のオープンスペースの確保や河

川の整備、安全に避難するための避難路の整備等を進めるとともに、

住民等に対して、緊急避難場所の位置や避難経路の周知を行う。加え

て、建物の不燃化や危険性の高い木造住宅密集市街地等の解消に向け

た取組を継続するなど、避難の安全性の確保と延焼の拡大を防ぐ火災

国〔国土交通省〕及び地方公共団体は、延焼被害の抑制のため、緊

急避難場所等として機能する公園等のオープンスペースの確保や河川

の整備、安全に避難するための避難路の整備等を進めるとともに、住

民等に対して、緊急避難場所の位置や避難経路の周知を行う。また、

建物の不燃化や危険性の高い木造住宅密集市街地等の解消に向けた取



100 
 

７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

に強い都市づくり、まちづくりを推進する。加えて、電柱の倒壊によ

る道路閉塞を防ぐため、無電柱化の取組を推進する。 

組を継続するなど、避難の安全性の確保と延焼の拡大を防ぐ火災に強

い都市づくり・まちづくりを推進する。 

さらに、同時多発市街地火災に至った場合を想定し、効果的かつ効

率的な消火活動や、避難行動要支援者を含め住民等の円滑な避難誘導

を行うため、地方公共団体による要員の育成や資機材の配備、消防団、

自主防災組織等による適切な避難誘導体制の強化、消防水利の整備等

を促進する。この際、自主防災組織による初期消火が困難となること

を踏まえ、避難のための一定の行動指針を設けるなどの備えを促進す

る。 

さらに、同時多発市街地火災に至った場合を想定し、効果的かつ効

率的な消火活動や、避難行動要支援者を含め住民等の円滑な避難誘導

を行うため、地方公共団体による要員の育成や資機材の配備、消防団、

自主防災組織等による適切な避難誘導体制の強化、消防水利の整備等

を促進する。この際、自主防災組織による初期消火が困難となること

を踏まえ、避難のための一定の行動指針を設けるなどの備えを促進す

る。 

【目標】 【目標】 

(ⅰ)住宅等の耐震化【国土交通省】（再掲） （ⅰ）住宅等の耐震化【国土交通省】 

・住宅等の耐震化を図ることにより、建物被害に伴う出火を軽減する。 ・建物被害に伴う出火を軽減するため、住宅等の耐震化を図る。 

【具体目標】 【具体目標】 

・住宅の耐震化率平成 32 年 95％（全国）を目指す。（平成 20 年推計

値約 79％（全国）） 

（削除） 

・多数の者が利用する建築物の耐震化率平成 32 年 95％（全国）を目

指す。（平成 20 年推計値約 80％（全国）） 

（削除） 

（新設） ・居住世帯のある住宅のストック総数のうち、大規模地震時に倒壊等

しないよう耐震性が確保されているものの割合（住宅の耐震化率）

（再掲） 

＜緊急対策区域（市町村（15,000 人未満を除く。））＞ 

92％【Ｒ５】 → 耐震性が不十分なものをおおむね解消【Ｒ

17】※ 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

※耐震化は所有者の判断で行われるものであり、100％に近い状態を目指す目標を

設定 

（新設） ・耐震診断が義務付けられた、病院、店舗、旅館等の不特定多数の者

等が利用する大規模建築物等（令和５年度末時点）のうち、大規模地

震時に倒壊等しないよう耐震化等が講じられたものの割合（再掲） 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

96％【Ｒ５】 → 耐震性が不十分なものをおおむね解消【Ｒ

12】 

(ⅱ)電気に起因する出火の防止【内閣府、消防庁、経済産業省】 （ⅱ）電気に起因する出火の防止【内閣府、消防庁、経済産業省及び

国土交通省】 

・大規模地震発生時における通電火災対策を含む電気に起因する出火

の防止を図るため、感震ブレーカー等の普及を加速させる。特に危

険性の高い木造住宅密集市街地については集中的な取組を行う。 

・大規模地震発生時における通電火災対策を含む電気に起因する出火

の防止を図るため、感震ブレーカー等の普及を加速させる。特に危

険性の高い木造住宅密集市街地については集中的な取組を行う。 

（新設） ・地震発生後に非常用発電設備を作動させる際、地震で損傷した電気

配線等に電流が流れることによる電気火災を発生させないための火

災の危険性と設備点検の必要性についての周知を促進する。 

【具体目標】 【具体目標】 

・延焼のおそれのある密集市街地における普及率 25％（緊急対策区域）

を目指す。 

（削除） 

（新設） ・感震ブレーカーの設置率（再掲） 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

20％【Ｒ６】 → おおむね設置【Ｒ17】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・著しく危険な密集市街地の未解消地区を有する地方公共団体のう

ち、感震ブレーカーの設置に係る計画で定めた目標をハード対策と

一体的に達成した団体の割合 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

０％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ12】 

(ⅲ)電熱器具等への安全装置の整備等【経済産業省】 （ⅲ）電熱器具等への安全装置の整備等【経済産業省】 

（新設） ・電熱器具等への安全装置の整備を推進する。 

【具体目標】 【具体目標】 

・電熱器具等の安全装置付機器の販売割合を 100％にすることを目指

す。 

（削除） 

（新設） ・電熱器具等の安全装置付機器の販売割合 

＜全国＞ 

100％【Ｒ５】 → 100％を維持【Ｒ17】 

(ⅳ)地震に対する初期消火対策【消防庁】 （ⅳ）地震に対する初期消火対策【消防庁】 

・地震発生時の住宅火災の発生を抑えるため、地震時の住宅火災の発

生を抑えるため、住宅用火災警報器や防炎カーテン等の防炎品、住

宅用消火器やエアゾール式簡易消火具の普及を促進する。 

・発災時の住宅火災の発生を抑えるため、住宅用火災警報器や防炎カ

ーテン等の防炎品、住宅用消火器やエアゾール式簡易消火具の普及

を促進する。 

・大規模集客施設に設置される自衛消防組織の要員の消防団加入を始

めとする充実・強化を図る。 

・大規模集客施設に設置される自衛消防組織の要員の消防団加入を始

めとする充実・強化を図る。 

・大規模集客施設におけるスプリンクラー設備の耐震化を推進する。 ・大規模集客施設におけるスプリンクラー設備の耐震化を推進する。 

（新設） 【具体目標】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・住宅用火災警報器の設置率 

＜全国＞ 

84.9％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ17】 

(ⅴ)常備消防力の強化【消防庁】 （ⅴ）常備消防力の強化【消防庁】 

・消防職員数の確保や消防防災施設・設備の整備等を行う。 ・消防職員数の確保や消防防災施設・設備の整備等を行う。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・災害発生時に消防機関が消火活動を行うために必要な消防水利の整

備完了率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

78.9％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ19】 

(ⅵ)消防団の充実・強化【消防庁】 （ⅵ）消防団の充実・強化【消防庁】（再掲） 

・地域防災体制の中核的存在である消防団について、団員数の増加に

努める。 

・女性や若者等の入団促進等の消防団員の確保に努めるとともに、消

火・救助等の活動を迅速に行うために必要な車両・資機材等の更新

を含めた更なる充実を図る。 

・消防団の避難誘導や救助活動を安全に行うために必要な資機材、車

両、施設等の整備充実及び教育訓練の充実を図る。 

（削除） 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・全消防団のうち、十分な救助用資機材（油圧切断機、エンジンカッ

ター、電動カッター、チェーンソー及びジャッキ）を備え、救助活動

等を行うことができる消防団の割合 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

83.5％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ12】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

(ⅶ)自主防災組織の育成・充実【消防庁】 （ⅶ）自主防災組織の育成・充実【消防庁】（再掲） 

・自主防災組織による地域防災力強化の必要性の周知、防災知識の普

及啓発を図るとともに、消防職団員等が自主防災組織等に対して訓

練等を行い、自主防災組織を始めとする地域の防災リーダーの育成

を図る。 

・自主防災組織の育成・充実、女性防火クラブ・少年消防クラブの活

性化、防災教育の充実、訓練の実施等の取組を把握・支援するとと

もに、消防団や防災士等の多様な主体との連携を促進することで、

活動活性化を図る。 

【具体目標】 【具体目標】 

・自主防災組織による活動カバー率を 100％（１都３県）に近づけるこ

とを目指す。（平成 26 年４月１日現在 75.8％（１都３県）） 

（削除） 

（新設） ・自主防災組織による活動カバー率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

79.8％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ17】 

(ⅷ)密集市街地の整備【国土交通省】 （ⅷ）密集市街地の整備【国土交通省】 

・避難地・避難路の整備、建築物の不燃化・共同化等を進めることに

より、密集市街地において最低限の安全性を確保する。 

・避難地・避難路の整備、建築物の不燃化・共同化等を進めることに

より、密集市街地において最低限の安全性を確保する。 

【具体目標】 【具体目標】 

・「地震時等に著しく危険な密集市街地」の解消割合を平成 32 年度ま

でに 100％に近づけることを目指す。 （平成 23 年度約 2,500ha （緊急

対策区域）） 

（削除） 

（新設） ・著しく危険な密集市街地の面積の解消率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

84％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ12】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・災害に強い市街地形成に関する対策を優先的に必要とする地域のう

ち、対策（津波避難タワー等の整備、不燃化促進、緊急車両アクセス

向上、防災機能強化等）が概成した割合 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

14％【Ｒ７】 → 45％【Ｒ12】 

（新設） （ⅸ）避難行動要支援者の避難支援等対策の推進【内閣府】 

（新設） ・避難行動要支援者の避難支援等を推進する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・地方公共団体における「避難行動要支援者の避難行動支援に関する

取組指針」（令和７年６月内閣府（防災担当））等の認知率（再掲） 

＜全国＞ 

―【Ｒ３】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） ウ 新たなライフスタイル定着による被害軽減 

（新設） 国〔総務省、国土交通省等〕、地方公共団体、企業等は、首都直下地

震発生時の避難先での円滑な勤務実施や広域的避難を行う際の避難先

の確保につなげるため、新たなライフスタイルであるテレワークや二

地域居住を推進する。この新たなライフスタイルの定着を促進するこ

とで、負傷者あるいは要救助者や帰宅困難者となる可能性のある人の

数をあらかじめ減らすことにつなげる。 

（新設） また、近年広がりを見せている、日常時と非常時という社会のフェ

ーズ（状態）を分けない「フェーズフリー」の考え方に基づき、災害

の際にも役に立つ仕組みを普段の生活・経済の中にデザインし、浸透

させていくことにも取り組む。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） 【目標】 

（新設） 二地域居住・テレワークの推進【国土交通省、総務省等】 

（新設） ・平時から二地域居住やテレワークの定着を図る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・特定居住促進計画の策定数 

＜全国＞ 

５件【Ｒ６】 → 600 件【Ｒ11】 

ウ ライフライン等の耐震化、発災時の速やかな機能回復 エ ライフラインやインフラの強靱化等 

電気、水道、ガスを始めとするライフラインは、災害時の救命・救

助活動、医療救護及び消火活動等の応急対策活動を効果的に進める上

で重要であることから、国〔厚生労働省、経済産業省〕、都県、市町村

及びライフライン事業者は、これらの機能が寸断することがないよう

耐震化や液状化対策、多重化、分散化等に取り組む。 

ライフラインやインフラについては、災害時の救命・救助活動、医

療救護活動、消火活動等の応急対策活動を効果的に進める上で重要で

あることから、国〔経済産業省、資源エネルギー庁、国土交通省及び

総務省〕、地方公共団体及び関係事業者は、耐震化、多重化、分散化等

の対応を進める。特に人命に関わる重要施設への供給ラインについて

は、重点的に対応を進める。 

（新設） 国〔国土交通省等〕及び地方公共団体は、ライフラインやインフラ

の点検作業を担う人材の不足に対応して、デジタル技術の活用及び更

なる技術開発を進める環境整備とともに、それぞれの管理者による施

設の健全性や対策状況等の「見える化」の取組を支援する。 

（新設） （ア）ライフラインや情報通信インフラの強靱化 

（新設） ア）電気 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） 電気事業者においては、施設・設備の耐震化や無電柱化、マイクロ

グリッド化等による分散型電力の構築や、電力の広域連系系統のマス

タープランを踏まえた地域間連系線等の増強による電気事業者間での

相互融通の体制の整備といった供給網の一層の強靱化に引き続き取り

組むとともに、地方公共団体、事業者等においても自衛措置として太

陽電池発電設備やコージェネレーションシステム等を備える。 

（新設） 無電柱化の推進に当たっては、地震災害により被災した地中線の復

旧には時間を要する場合があることを踏まえ、速やかな故障点の検出

や復旧手法の研究開発を進める。 

（新設） 【目標】 

（新設） （ⅰ）発電・送電システムの耐震化等【経済産業省、資源エネルギー

庁、国土交通省、総務省及び環境省】 

（新設） ・長期的かつ広範囲に電力供給支障が生じないよう、発電・送電シス

テム等の耐震性の向上、冗長化、供給裕度の確保等を図る。 

（新設） ・電柱倒壊リスクがある市街地等の緊急輸送道路の無電柱化対策を実

施する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・広域連系系統のマスタープラン※１を踏まえた送電網（増強運用容量：

875 万 kW（広域系統整備計画策定時点））の整備完了率※２ 

＜全国＞ 

０％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ12】 

※１  「広域系統長期方針（広域連系系統のマスタープラン）」（令和５年３月電力

広域的運営推進機関） 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

※２ 第１次国土強靱化実施中期計画の閣議決定時（令和７年６月時点）で広域

系統整備計画策定済みのものを対象とする。 

（新設） ・電柱倒壊のリスクがある市街地等の第一次緊急輸送道路における無

電柱化整備完了率（再掲） 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

68％【Ｒ５】 → 82％【Ｒ12】 

（新設） （ⅱ）防災性に優れた業務地区の構築【国土交通省】 

（新設） ・災害時等に系統電力が停止した場合にも一時滞在施設や公共施設等

の機能を維持するため、建物所有者間等の連携したエネルギー導管、

エネルギー供給施設等の整備を推進する。 

（新設） イ）ガス 

（新設） 都市ガス事業者は、ガス管についてポリエチレン管等の耐震性の高

い導管への取替えを促し、低圧本支管の耐震化率の一層の向上を図る

とともに、敷地内のガスの配管についても耐震化を促進する。 

（新設） ＬＰガスについては、個別に保管・供給が可能な「分散型エネルギ

ー」であり、エネルギー利用の多角化の観点から普及を推進する。ま

た、避難者の生活支援の燃料として小中学校の体育館等の避難所への

ＬＰガスタンクの設置の推進に取り組む。 

（新設） 【目標】 

（新設） 都市ガス設備・ＬＰガス設備の対策【経済産業省及び資源エネルギー

庁】 

（新設） ・低圧ガス導管については、ポリエチレン管等の耐震性の高い導管へ

の取替えを積極的に促進し、耐震化の向上を図る。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・ＬＰガスを活用した非常用発電機の取組を進める。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・低圧本支管の耐震化率 

＜全国＞ 

92.7％【Ｒ５】 → 95.0％【Ｒ12】 

（新設） ウ）上下水道等 

（新設） 上下水道事業者においては、上下水道システムの「急所」となる施

設の耐震化や液状化対策、老朽化対策を推進するとともに、災害拠点

病院、避難所、防災拠点（警察、消防、地方公共団体の庁舎等）等の

重要施設に係る上下水道管路の一体的な耐震化を推進する。また、大

口径の管路や緊急輸送道路に埋設された管路等、事故発生時に多数の

地域住民に重大な影響を及ぼす管路のうち、災害・事故後に迅速に機

能を確保することが容易ではない管路の複線化等を推進する。 

（新設） 停電への備えとして非常用電源を確保するため、非常用発電設備の

ための燃料の優先的確保やコージェネレーションシステムの導入等を

行う。 

（新設） 災害時の生活用水の確保策として地下水を活用するため、地方公共

団体は、民間所有の井戸等を災害用井戸としてあらかじめ登録するな

どの取組を推進する。 

（新設） 【目標】 

（新設） （ⅰ）上下水道施設の耐震化等【国土交通省】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・上下水道システムの「急所」となる施設の耐震化や避難所等の重要

施設に接続する上下水道管路の一体的な耐震化等を図る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・2,000 戸以上の給水を受け持つなど影響が大きい浄水場の停電対策

完了率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

79％【Ｒ５】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） ・給水区域内かつ下水道処理区域内における重要施設のうち、接続す

る水道・下水道の管路等の両方が耐震化されている重要施設の割合 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

17％【Ｒ５】 → 36％【Ｒ12】 

（新設） ・水道の急所施設である導水管・送水管の耐震化完了率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

48％【Ｒ５】 → 62％【Ｒ12】 

（新設） ・水道の急所施設である取水施設の耐震化完了率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

61％【Ｒ５】 → 76％【Ｒ12】 

（新設） ・水道の急所施設である浄水施設の耐震化完了率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

42％【Ｒ５】 → 76％【Ｒ12】 

（新設） ・水道の急所施設である配水池の耐震化完了率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

71％【Ｒ５】 → 87％【Ｒ12】 

（新設） ・下水道の急所施設である下水道管路の耐震化完了率 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

71％【Ｒ５】 → 81％【Ｒ12】 

（新設） ・下水道の急所施設である下水処理場の耐震化完了率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

49％【Ｒ５】 → 63％【Ｒ12】 

（新設） ・下水道の急所施設であるポンプ場の耐震化完了率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

49％【Ｒ５】 → 67％【Ｒ12】 

（新設） ・修繕・改築や災害・事故時の安定給水の観点から計画的にリダンダ

ンシー確保が必要な大口径水道管路（口径 800mm 以上の導・送水管）

に対する複線化・連絡管整備の完了率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

18％【Ｒ６】 → 61％【Ｒ12】 

（新設） ・修繕・改築や災害・事故時の迅速な復旧が容易ではない大口径下水

道管路（口径２ｍ以上の管路）を有する地方公共団体のうち、リダン

ダンシー確保に関する計画を策定し、取組を進めている団体の割合 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

９％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ９】 

（新設） （ⅱ）工業用水道施設の耐震化【経済産業省】 

（新設） ・大規模災害時においても、ユーザーに対して安定的に工業用水を供

給できるよう、工業用水道施設の耐震化を図る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・工業用水道の基幹管路の耐震適合率 

＜全国＞ 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

50％【Ｒ６】 → 65％【Ｒ12】 

（新設） ・工業用水道の取水施設の耐震化率 

＜全国＞ 

36％【Ｒ６】 → 50％【Ｒ12】 

（新設） ・工業用水道の浄水施設の耐震化率 

＜全国＞ 

34％【Ｒ６】 → 50％【Ｒ12】 

（新設） ・工業用水道の配水池の耐震化率 

＜全国＞ 

36％【Ｒ６】 → 50％【Ｒ12】 

（新設） （ⅲ）地方公共団体における災害用井戸・湧水等の活用【内閣官房及

び国土交通省】 

（新設） ・危機時における災害用井戸・湧水等の活用による代替水源の確保を

推進する。 

（新設） ・「災害時地下水利用ガイドライン」（令和７年３月内閣官房水循環政

策本部事務局、国土交通省水管理・国土保全局水資源部）の普及を

図る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・地域の実情に応じた公共又は民間の災害用井戸等の代替水源確保の

取組を行っている市区町村の割合 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

57％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） エ）情報通信インフラ 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） 放送インフラについては、停電の長期化や放送関連設備の被災等に

より、地上テレビ放送やケーブルテレビが視聴できなくなる事態を回

避し、継続して視聴できるよう対策を講ずる。 

通信等の情報インフラについては、国〔内閣府、総務省〕、都県、市

町村及び電気通信事業者は、耐震化、多重化、衛星の活用等を進める

とともに、携帯電話の基地局における非常用電源及び燃料の確保等、

停電が長時間に及んだ場合にあっても、通信手段を途絶させないため

の取組を推進する。 

通信等の情報インフラについて、国〔総務省〕、地方公共団体及び電

気通信事業者は、耐震化、冗長化、負荷軽減、衛星の活用等を進める

とともに、停電が長時間に及んだ場合にあっても、通信手段を途絶さ

せないため、携帯電話の基地局における非常用電源及び燃料の確保の

ほか、以下の取組を推進する。 

（新設） ・次世代通信基盤の社会的実装 

（新設） ・非地上系ネットワーク等の整備・活用の推進 

（新設） ・携帯電話利用者が臨時に他の事業者のネットワークを利用する「非

常時事業者間ローミング」の実現に向けた検討・検証等 

（新設） ・データセンターに係る建物や設備の耐震補強、非常用電源の確保、

遠隔地設備によるバックアップ等 

（新設） ・ＩＸ（インターネット・エクスチェンジ）やデータセンターの大都

市圏への集中の是正 

下水道施設については、国〔国土交通省〕、都県及び市町村は、震災

後の公衆衛生の保全、雨水排水機能の確保等のため、耐震化、液状化

対策等を推進する。 

（削除） 

これらのライフラインやインフラについては、災害発生時に、特に

人命に関わる重要施設への供給ラインの重点的な耐震化、多重化等の

対応を進めるとともに、優先的に早期に復旧させることができるよう、

人材確保や資機材の配備など、復旧体制を強化する。 

（削除） 



114 
 

７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

【目標】 【目標】 

(ⅰ)発電・送電システムの耐震化等【経済産業省】 （削除） 

・長期的かつ広範囲に電力供給支障が生じないよう、発電・送電シス

テム等の耐震性の向上や供給裕度の確保等を図る。 

（削除） 

(ⅱ)都市ガス設備の耐震化【経済産業省】（再掲） （削除） 

・低圧ガス導管については、ポリエチレン管など耐震性の高い導管へ

の取替えを積極的に促進し、耐震化の向上を図る。 

（削除） 

【具体目標】 （削除） 

・低圧本支管延長に占めるポリエチレン管等の高い耐震性を有する導

管の割合平成 37 年度 90％（全国）を目指す。（平成 25 年末 81.1％

（全国）） 

（削除） 

(ⅲ)水道の基幹管路の耐震化【厚生労働省】 （削除） 

・基幹管路である導水管、送水管、配水本管の耐震化を図る。 （削除） 

(ⅳ)下水道施設の耐震化【国土交通省】 （削除） 

・下水道施設（下水処理場、ポンプ場、管きょ）の耐震化を図る。 （削除） 

（新設） （ⅰ）放送施設の対策【総務省】 

（新設） ・放送インフラについて、予備設備の整備、停電・耐震対策等による

放送ネットワークの強靱化や、ケーブルテレビネットワークの光化・

複線化等の対策を進める。 

（新設） 【具体目標】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・ケーブルテレビネットワークの光化率 

＜全国＞ 

36％【Ｒ６】 → 60％【Ｒ12】 

（新設） ・地上基幹放送における自然災害等での放送停止事故件数（過去５年

間の平均）の減少 

＜全国＞ 

96.6 件【Ｒ６】 → 96.6 件未満【Ｒ11】 

（新設） （ⅱ）通信施設の対策【総務省】 

（新設） ・通信インフラについて、ネットワークの冗長化、非常用発電施設の

整備、データセンターの分散立地等の対策を進めるほか、「非常時事

業者間ローミング」の実現に向けた取組等を進める。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・災害対策本部の周辺等、強靱化が求められる基地局における整備完

了率（再掲） 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

―【Ｒ６】 → 100％【Ｒ16】 

（新設） ・東京圏・大阪圏以外のデータセンターの整備率（サーバー面積換算）

（再掲） 

＜全国＞ 

12％【Ｒ７】 → 20％【Ｒ12】 

（新設） ・国際海底ケーブルの主な陸揚拠点（全国５拠点）の整備完了率 

＜全国＞ 

40％【Ｒ５】 → 100％【Ｒ12】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・携帯電話の非常時における事業者間ローミングが実施可能な事業者

割合 

＜全国＞ 

０％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ８】 

（新設） ・ＨＡＰＳ（高高度プラットフォーム）無線システムの高度化に向け

た研究開発の進捗率 

＜全国＞ 

―【Ｒ７】 → 100％【Ｒ９】 

(ⅴ)上下水道、電気、ガス、通信の復旧体制の充実【厚生労働省、経

済産業省、総務省、国土交通省】 

（削除） 

・ライフラインの早期復旧のための体制を充実する。 （削除） 

(ⅵ)拠点地区におけるエネルギーの自立化・多重化【国土交通省】 （削除） 

・都市機能が集積した拠点地区において、災害時の業務継続に必要な

エネルギーを確保するためのエネルギーの自立化・多重化を支援す

る。 

（削除） 

エ 燃料の供給対策 （削除） 

医療施設や避難所となる学校、ライフライン等の重要施設に迅速に

燃料を供給するため、国〔経済産業省〕は、石油事業者等による以下

の取組を促進する。 

（削除） 

・製油所の石油製品の生産・入出荷機能の早期回復のための設備の安

全対策、非常用発電設備の充実等製品の安定供給機能の確保 

（削除） 

・ガソリン等の配送のための会社の枠組みを超えた連携体制の構築 （削除） 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

・医療施設、避難所となる学校や、ライフライン等の重要施設の住所

や設備情報の地方公共団体との共有、発災時の供給優先度の設定な

ど迅速な燃料供給への備え 

（削除） 

・ガソリンスタンド・ＬＰガス中核充填所における非常用電源等の確

保 

（削除） 

【目標】 （削除） 

災害対応型給油所等の普及による燃料供給体制の確保【経済産業省】 （削除） 

・災害対応型給油所等の設備導入補助を通じて、自家発電設備や緊急

用可搬式ポンプを全国に備えられるよう導入を促進する。 

（削除） 

・燃料供給が途絶した場合に備え、避難所となり得る場所への災害用

LP ガスバルク等の導入を支援する。 

（削除） 

オ 交通インフラ、河川・海岸堤防等の耐震化、発災時の速やかな機

能回復 

（削除） 

（新設） （イ）交通インフラや河川・海岸施設等の強靱化 

道路、空港、港湾、鉄道等の交通インフラについて、国〔国土交通

省等〕、都県、市町村及び施設管理者は、地震による機能の低下を最小

化するため、施設の耐震化、老朽化対策の推進、施設・機能の代替性

の確保を始め、以下に掲げる措置を講じ、災害に強い交通ネットワー

クの整備を進める。 

道路、鉄道、港湾、空港等の交通インフラについて、国〔国土交通

省等〕、地方公共団体及び施設管理者は、軟弱地盤の存在について留意

しつつ、地震による機能の低下を最小化するため、施設の耐震化・老

朽化対策の推進や施設・機能の代替性の確保を始め、災害に強い交通

ネットワークの整備を進める。 

（新設） ア）道路 

・道路管理者においては、緊急輸送道路における道路網の耐震補強、

首都圏における環状道路の整備等、災害に強い道路ネットワークの

道路管理者においては、緊急輸送道路における道路網の耐震補強、

首都圏における環状道路の整備等の災害に強い道路ネットワークの整

備を進める。また、緊急輸送道路における発災時の道路閉塞等を防ぐ
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

整備を進める。また、都県警察においては、道路交通機能の確保に

重要な信号機の滅灯対策を講じる。 

ため、無電柱化を推進する。さらに、地方公共団体や関係事業者と連

携して、防災道の駅だけでなくそれ以外の道の駅にも防災拠点機能を

持たせるとともに、防災施設等の整備を推進し、災害応急対策活動を

支援するための機能の確保に努める。 

都県警察においては、道路交通機能の確保に重要な信号機の滅灯対

策を講ずる。 

（新設） 【目標】 

（新設） 道路の機能維持・強化に向けた対策【国土交通省】 

（新設） ・道路における発災後の機能維持に向けて、緊急輸送道路上の橋梁の

耐震化・老朽化対策、緊急輸送道路沿いの建築物等の耐震化、市街

地等の第一次緊急輸送道路における無電柱化等の取組を進める。 

（新設） ・道路ネットワークの機能を強化する。 

（新設） ・道路における防災拠点機能の強化を図るため、道の駅における防災

対策を促進する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・緊急輸送道路上の橋梁の耐震化率（再掲） 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

84％【Ｒ５】 → 90％【Ｒ12】 

（新設） ・電柱倒壊のリスクがある市街地等の第一次緊急輸送道路における無

電柱化整備完了率（再掲） 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

68％【Ｒ５】 → 82％【Ｒ12】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・緊急輸送道路の一部等の沿道建築物で、耐震診断が義務付けられた

もの（令和６年４月１日時点）のうち、大規模地震時に倒壊等しない

よう耐震化等が講じられたものの割合（再掲） 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

48％【Ｒ５】 → 65％【Ｒ12】 

（新設） ・緊急輸送道路の法面・盛土における対策必要箇所の整備完了率（再

掲） 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

61％【Ｒ５】 → 76％【Ｒ12】 

（新設） ・災害に強い道路ネットワークとして必要な高規格道路の未整備区間

の整備完了率（再掲） 

＜全国＞ 

６％【Ｒ５】 → 19％【Ｒ12】 

（新設） ・道の駅における防災対策（防災上の位置付け（地域防災計画への位

置付け）がある道の駅の建物の無停電化及び災害時も活用可能なト

イレの確保）の完了率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

44％【Ｒ５】 → 72％【Ｒ12】 

（新設） イ）鉄道 

（新設） 鉄道事業者においては、駅や高架橋等の鉄道施設の耐震化に取り組

む。また、利用可能な折り返し駅からのシャトル輸送、各鉄道事業者

間の相互連携等により鉄道輸送ネットワークを構築する。 

（新設） 【目標】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） 鉄道の機能維持に向けた対策【国土交通省】 

（新設） ・鉄道における発災後の機能維持に向けて、施設の耐震化、老朽化対

策等の取組を進める。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・主要鉄道路線等の駅、高架橋等の耐震化率（再掲） 

＜緊急対策区域（約 10,000 か所）＞ 

０％【Ｒ６】 → 42％【Ｒ12】 

（新設） ・重い桁荷重を支えるラーメン橋台の耐震化率（新幹線鉄道以外）（再

掲） 

＜緊急対策区域（約 500 か所）＞ 

27％【Ｒ５】 → 100％【Ｒ９】 

（新設） ウ）港湾 

（新設） 港湾管理者においては、耐震強化岸壁、内陸へつながる道路、物資

の仮置き等のための背後用地や緑地、航路・泊地等の一気通貫した施

設の耐震化・液状化対策等を推進する。 

（新設） 【目標】 

（新設） 港湾の機能維持に向けた対策【国土交通省】 

（新設） ・港湾における発災後の機能維持に向けて、施設の耐震化や老朽化対

策等の取組を進める。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・大規模地震時に確保すべき港内の海上交通ネットワーク（港湾計画

等に基づく耐震強化岸壁に加え、前面の水域施設、外郭施設、背後
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

の荷さばき地や臨港交通施設等を含めた陸上輸送から海上輸送を担

う一連の構成施設）の整備完了率（再掲） 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

34％【Ｒ５】 → 43％【Ｒ12】 

（新設） エ）空港 

・空港管理者においては、滑走路の耐震化及び都心部におけるヘリポ

ートの確保等航空輸送ネットワークを構築する。 

空港管理者においては、空港の耐震化を推進するとともに、滑走路

の損傷対策や、災害時に防災拠点として空港が保持すべき機能につい

て検討を行う。また、都心部におけるヘリポートの確保等により航空

輸送ネットワークを構築する。 

（新設） 【目標】 

（新設） 空港の機能維持に向けた対策【国土交通省】 

（新設） ・滑走路の液状化対策を含め、空港運用のために機能確保が必要な基

本施設等の耐震化、老朽化対策等の取組を推進するとともに、空港

へのアクセス経路の耐震化を推進する。 

（新設） ・航空ネットワークの拠点となる東京国際空港及び成田国際空港の基

本施設等のうち、耐震化が完了していない東京国際空港の基本施設

等の耐震化を着実に進める。 

（新設） オ）河川・海岸 

（新設） 河川・海岸管理者においては、河川・海岸において堤防等の整備や

耐震対策、液状化対策、水門・陸閘等の自動化・遠隔操作化・無動力

化を推進する。また、海岸保全施設や河川管理施設の沈下・損壊によ

る浸水が発生する可能性があることを前提に、警戒を行う。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

・港湾管理者、河川管理者等においては、耐震強化岸壁等の整備、東

京湾臨海部基幹的広域防災拠点との連携、河川舟運の活用等の水上

輸送ネットワークの構築及び震災時の輸送路としても活用可能な緊

急用河川敷道路、船着場等の整備を行う。ゼロメートル地帯等にお

いては、首都直下地震による河川・海岸堤防等の沈下・損壊による浸

水被害等の発生を防止するため、河川・海岸管理者は、堤防等の整

備、耐震対策等を推進する。また、河川・海岸管理者は、都県等と連

携して、堤防等の復旧計画や浸水地域の排水計画を作成する。 

港湾管理者、河川管理者等においては、東京湾臨海部基幹的広域防

災拠点との連携、河川舟運の活用等の水上輸送ネットワークの構築及

び震災時の輸送路としても活用可能な緊急用河川敷道路、船着場等の

整備を行う。 

・鉄道事業者においては、利用可能な折り返し駅からのシャトル輸送

及び各鉄道事業者間の相互連携等の鉄道輸送ネットワークを構築す

る。なお、鉄道事業者が部分的な復旧、折り返し運転等を行う際に

は、バス代行輸送の広域的な応援、連絡調整体制等を確保すること

が必要である。 

（削除） 

・施設管理者は、災害発生時に、特に、災害拠点病院等の人命に関わ

る重要施設への移動が可能となるよう、優先的に早期に復旧させる

ための人材確保や資機材の配備など、復旧体制を強化する。 

（削除） 

【目標】 【目標】 

ゼロメートル地帯等を守る海岸堤防、河川堤防の耐震化【農林水産省、

国土交通省】 

ゼロメートル地帯等を守る海岸堤防、河川堤防の耐震化【農林水産省

及び国土交通省】 

・被害想定を踏まえ、対策区間や対策内容の見直し等を行い、地震時

の破堤等により浸水を許した場合に壊滅的な被害を及ぼすゼロメー

トル地帯等において、河川・海岸堤防等の耐震化対策を推進する。 

・被害想定を踏まえ、対策区間や対策内容の見直し等を行い、地震時

の破堤等により浸水を許した場合に壊滅的な被害を及ぼすゼロメー

トル地帯等において、河川・海岸堤防等の耐震化対策を推進する。 

（新設） 【具体目標】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・河川堤防等の地震・津波対策の対策完了率 

＜緊急対策区域（河川の堤防等の集計値）＞ 

85％【Ｒ５】 → 89％【Ｒ12】 

（新設） ・水門・樋門等の地震・津波対策の対策完了率 

＜緊急対策区域（河川の水門・樋門等の集計値）＞ 

66％【Ｒ５】 → 76％【Ｒ12】 

（新設） ・気候変動を踏まえた高潮・津波に対応（必要な堤防高を確保）した

海岸堤防等の整備完了率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

52％【Ｒ５】 → 59％【Ｒ12】 

（新設） ・海岸堤防等の耐震対策の完了率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

76％【Ｒ５】 → 79％【Ｒ12】 

カ その他の安全確保対策 （削除） 

(ア) 不特定多数の者が利用する施設等における安全確保 （削除） 

国〔消防庁、国土交通省〕、都県、市町村及び関係事業者は、高層ビ

ル、地下街、百貨店、ターミナル駅等、不特定多数の者が利用する施

設の管理者による施設・設備の耐震化、落下物防止対策や、施設管理

者及び自衛消防組織による火災防止対策、適切な避難誘導等を促進す

るとともに、エレベーターの安全対策を推進する。 

（削除） 

【目標】 （削除） 

住宅等の耐震化【国土交通省】（再掲） （削除） 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

・建築物の耐震性の基準は、昭和 56 年に大きく改正されており、それ

以前に建築されたものには十分な耐震性を有していないものがある

ことから、特に生命・財産に係る被害の軽減に大きく関係する住宅

及び多数の者が利用する建築物の耐震化を図る。 

（削除） 

【具体目標】 （削除） 

・住宅の耐震化率平成 32 年 95％（全国）を目指す。（平成 20 年推計

値約 79％（全国）） 

（削除） 

・多数の者が利用する建築物の耐震化率平成 32 年 95％（全国）を目

指す。（平成 20 年推計値約 80％（全国）） 

（削除） 

(イ) 原子力事業所等の安全確保 （削除） 

原子力事業者は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律（昭和 32 年法律第 166 号）等に基づき、その設計、建設、運転

の各段階及び運搬において、深層防護等の考え方により、原子力事業

所等の安全性の確保に万全を期するものとする。国〔原子力規制委員

会（事業所外運搬にあっては原子力規制委員会及び国土交通省）〕は、

原子力事業者に対する安全規制を徹底し、原子力事業所等の安全性の

確保に努めるものとする。 

（削除） 

国〔原子力規制委員会等〕、都県、市町村及び原子力事業者は、原子

力災害対策特別措置法（平成 11 年法津第 156 号）等に基づき、原子力

災害の予防のために必要な措置を講じるものとする。 

（削除） 

(ウ) 石油コンビナート等集積地区における安全確保 （ウ）石油コンビナート等集積地区における安全確保 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

首都地域の臨海部においては、危険物施設の集積する石油コンビナ

ート等の工場地帯が連なり、その防災対策は、近接する内陸の市街地

等に対する被害拡大を防止する上で、重要な課題である。  

東京圏の臨海部においては、危険物施設の集積する石油コンビナー

ト等の工場地帯が連なり、その防災対策は、近接する内陸の市街地等

に対する被害拡大を防止する上で、重要な課題である。  

このため、国〔消防庁、経済産業省、国土交通省等〕、都県、市町村

及び関係事業者は、高圧ガス設備の耐震性の確保、護岸等の耐震化、

石油コンビナート災害に特化したエネルギー・産業基盤災害即応部隊

（ドラゴンハイパー・コマンドユニット）の新設等災害発生時の消防

の即応体制の強化、避難体制の整備等を推進する。また、発災時にお

いて、二次災害防止のため、施設の点検を緊急的に行い、異常がみら

れる場合は関係法令に従って速やかに対処できるよう体制を構築す

る。 

このため、国〔消防庁、経済産業省、国土交通省等〕、地方公共団体

及び関係事業者は、製油所・油槽所・ガソリンスタンド・ＬＰガス充

填所等の耐震性の確保や液状化対策、設備更新、非常用電源の確保等

を行うことに加え、パイプライン施設、護岸等の耐震化を推進する。 

（新設） また、国〔内閣府、消防庁及び経済産業省〕、地方公共団体及び関係

事業者は、長周期地震動等による石油コンビナート施設の被害の防止

や低減のための対策を引き続き推進する。 

【目標】 【目標】 

石油コンビナート防災対策の充実等【消防庁、経済産業省】 石油コンビナート防災対策の充実等【消防庁及び経済産業省】 

・防災体制の強化や防災資機材の整備を図る。 ・防災体制の強化や防災資機材の整備を図る。 

・石油精製プラント等高圧ガス設備に係る耐震性向上の促進及び耐震

性診断手法の普及を図る。 

・石油コンビナート内の高圧ガス設備に係る耐震性向上の促進及び耐

震性診断手法の普及を図る。 

・石油コンビナート災害等のエネルギー・産業基盤災害へ迅速かつ的

確に対応するため、緊急消防援助隊にエネルギー・産業基盤災害即

応部隊（ドラゴンハイパー・コマンドユニット）を編成し、応急対

応能力の強化を図る。 

（削除） 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・石油コンビナート施設の長周期地震動に対する耐震化を引き続き維

持する。 

【具体目標】 【具体目標】 

・エネルギー・産業基盤災害即応部隊（ドラゴンハイパー・コマンド

ユニット）平成 30 年度 12 部隊（全国）を編成することを目指す。 

（削除） 

・エネルギー・産業基盤災害即応部隊（ドラゴンハイパー・コマンド

ユニット）の応急対応に資する消防防災ロボットの研究開発平成 30

年度完了を目指す。 

（削除） 

（新設） ・屋外タンクの長周期地震動に対する耐震化率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

100％【Ｒ７】 → 100％【毎年度】 

(エ) 土砂災害・液状化対策、地域危険情報の開示 （エ）土砂災害・液状化対策、地域危険情報の開示 

国〔農林水産省、国土交通省〕、都県及び市町村は、地震による土砂

災害の危険がある箇所の把握に努め、急傾斜地崩壊防止施設等の整備

といった土砂災害対策や山地災害対策、臨海部等の軟弱地盤の地域を

中心に液状化対策を推進するとともに、宅地の耐震化を促進する。 

国〔農林水産省及び国土交通省〕及び地方公共団体は、地震による

土砂災害の危険がある箇所の把握に努め、急傾斜地崩壊防止施設等の

整備といった土砂災害対策や河道閉塞対策、山地災害対策を推進する。

また、臨海部等の軟弱地盤の地域を中心に液状化対策を推進するとと

もに、宅地の耐震化を促進する。 

また、土砂の崩落などによる道路閉塞の可能性、密集市街地など建

築物の倒壊・延焼危険性等を詳細に示した、地震防災ハザードマップ

の作成・公表、土地取引時の情報開示などを促進するとともに、危険

地区の建築物の移転等を促進する。 

また、国〔農林水産省及び国土交通省〕及び地方公共団体は、土砂

の崩落等による道路閉塞の可能性、密集市街地等の建築物の倒壊・延

焼の危険性、液状化の危険度等を詳細に示した、地震防災ハザードマ

ップの作成・公表、土地取引時の情報開示等を促進するとともに、危

険地区の建築物の移転等を促進する。 

【目標】 【目標】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

(ⅰ)急傾斜地崩壊危険箇所の対策【国土交通省】 （ⅰ）土砂災害警戒区域の対策【国土交通省】 

・急傾斜地崩壊対策事業を実施する。 ・切迫する巨大地震に伴う土砂災害に備え、緊急対策区域におけるま

ちづくり等と一体となった砂防関係施設の整備の推進を図る。 

【具体目標】 【具体目標】 

・急傾斜地の崩壊による災害から保全される戸数について、平成 30 年

度約 80 千戸（１都３県）を目指す。（平成 25 年度末約 75 千戸（１

都３県）） 

（削除） 

（新設） ・まちづくり等と一体となった砂防関係施設の整備完了率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

34％【Ｒ５】 → 44％【Ｒ12】 

(ⅱ)大規模盛土造成地の耐震化【国土交通省】 （削除） 

・地震時に危険な大規模盛土造成地の被害を軽減するため、変動予測

調査を行い地域住民への情報提供を図るとともに、滑動崩落防止工

事によりそれらの危険な大規模盛土造成地の耐震性を向上させる。 

（削除） 

【具体目標】 （削除） 

・地震時に地すべりや崩壊により甚大な被害を生じる可能性のある大

規模盛土造成地の有無等の公表率平成 28 年度 50％（緊急対策区域）

を目指す。（平成 26 年度（H27.1.1 現在）約 35％（緊急対策区域）） 

（削除） 

(ⅲ)森林の山地災害防止機能等の維持増進【林野庁】 （ⅱ）森林の山地災害防止機能等の維持増進【農林水産省】 

・地震時の山地災害の発生を防止・軽減するため、治山対策を実施す

るとともに、間伐等による多様で健全な森林の整備等により森林の

国土保全機能の維持増進を図る。 

・地震時の山地災害の発生を防止・軽減するため、治山対策を実施す

るとともに、森林経営の集積・集約化の推進を図ることを通じて間

伐や再造林の確実な実施、これらに必要な強靱で災害に強く代替路
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

にもなる林道の開設・改良、重要インフラ周辺の森林整備を推進す

ることにより、国土の保全等の森林の多面的機能の発揮・維持増進

を図る。 

【具体目標】 【具体目標】 

・周辺の森林の山地災害防止機能等が適切に発揮された集落の数平成

30 年度約 5.8 万集落（全国）を目指す。 （平成 25 年度約 5.5 万集落

（全国）） 

（削除） 

・適切な間伐等の実施により、市町村森林整備計画等において水源涵

養機能維持増進森林及び山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進

森林に区分された育成林のうち、土壌を保持する能力や水を育む能

力が良好に保たれていると考えられる森林の割合平成 30 年度約

78％（全国）を目指す（平成 25 年度 74％（全国））。 

（削除） 

（新設） ・国土保全機能（土砂災害防止機能等）の維持・発揮のために森林施

業（再造林等）が必要な人工林における施業完了率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

０％【Ｒ５】 → 48％【Ｒ12】 

（新設） ・周辺の森林の山地災害防止機能等が適切に発揮された集落の数 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

11,300 集落【Ｒ５】 → 11,750 集落【Ｒ10】 

（新設） （ⅲ）大規模盛土造成地等のリスク把握に関する対策【国土交通省】 

（新設） ・地震時等に地すべりや崩壊のおそれのある大規模な盛土造成地や、

液状化現象が発生する可能性のある地域について、地方公共団体の

実施する安全性把握調査や液状化ハザードマップの作成等のリスク

把握に対する取組を推進する。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・大規模盛土造成地を有する市区町村における安全性把握調査完了率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

９％【Ｒ５】 → 66％【Ｒ12】 

（新設） ・液状化の発生傾向が比較的強いエリアが含まれる市区町村における

リスクコミュニケーションの充実に必要な液状化ハザードマップの

作成完了率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

27％【Ｒ６】 → 37％【Ｒ12】 

(オ) 治安対策 （削除） 

首都直下地震は被災地域が広範囲にわたることが想定されることか

ら、発災直後の混乱期において治安が悪化することのないよう、国〔警

察庁、海上保安庁〕及び都県警察は、被災地域外からの警察官の派遣

等を含む所要の警備体制の充実、警察ＯＢや地域における防犯ボラン

ティア組織との連携による警備体制の強化を進める。 

（削除） 

(カ) 文化財保護対策の推進 （オ）文化財保護対策の推進 

首都地域には、美術工芸品を中心に国の重要文化財が多数保管され

ており、これらを地震災害から守ることが重要である。このため、国

〔文化庁〕、都県、市町村、博物館、美術館等の文化施設管理者等関係

機関は、所在情報のデータベース化、施設・設備の耐震化の促進等文

化財保護のための対策を推進する。 

国〔文化庁〕、地方公共団体、文化財の所有者等は、建造物等の耐震

化、延焼防止対策等の各種防災対策、美術工芸品等の転倒・転落防止

対策及び各種防災設備の整備等の促進に加え、史跡等に対する地盤の

崩落防止措置等の防災対策を図るとともに、文化財の所在情報の充実

や、地方公共団体の文化財保護部局等と防災関係機関等との情報の共

有を図る。 

（新設） 【目標】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） 文化財保護対策の推進【文化庁】 

（新設） ・国指定文化財（建造物）の防火・耐震対策、重要伝統的建造物群保

存地区等における防火・耐震対策等を推進する。 

（新設） （カ）原子力事業所等の安全確保 

（新設） 原子力事業者は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律（昭和 32 年法律第 166 号）等に基づき、その設計、建設及び運

転の各段階並びに運搬において、深層防護等の考え方により、原子力

事業所等の安全性の確保に万全を期するものとする。国〔原子力規制

委員会（事業所外運搬にあっては原子力規制委員会及び国土交通省）〕

は、原子力事業者に対する安全規制を徹底し、原子力事業所等の安全

性の確保に努めるものとする。 

（新設） 国〔原子力規制委員会等〕、地方公共団体及び原子力事業者は、原子

力災害対策特別措置法（平成 11 年法津第 156 号。以下「原災法」とい

う。）等に基づき、原子力災害の予防のために必要な措置を講ずるもの

とする。 

（新設） 【目標】 

（新設） 原子力事業所等の安全確保に向けた対策【原子力規制委員会】 

（新設） ・原災法第 13 条の２の規定に基づき、原子力事業者が実施し、その結

果を原子力規制委員会に報告することとなっている防災訓練の実施

により、災害対応体制の構築を図る。 

（新設） ・デジタル技術を活用した原子力防災対策を推進する。 

（新設） 【具体目標】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・全事業所における原災法上の事業者防災計画に基づく原子力事業者

防災訓練の実施率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

100％【Ｒ７】 → 100％【毎年度】 

（新設） ・新総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）へ原子力に関する防

災関連データの連携の進捗率（再掲） 

＜全国＞ 

33％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ17】 

② 津波対策 （削除） 

（新設） オ 津波対策 

津波対策の対象とする地震は、延宝房総沖地震タイプの地震及び大

正関東地震タイプの地震であるが、延宝房総沖地震タイプの地震に関

しては、東北地方太平洋沖地震の震源域の南側に位置し同地震に誘発

される可能性が高く、津波に強い地域構造を構築するため、海岸管理

者、河川管理者等は、必要に応じて、海岸堤防等の整備・強化、既設

の海岸堤防等の耐震対策、水門・陸閘等の自動化・遠隔操作化等の推

進や津波が海岸堤防等を越流した場合でも、背後地の被害の軽減を図

るための粘り強い構造の海岸堤防等の整備の推進を行うとともに、国

〔農林水産省〕及び都県は、被害軽減効果も考慮した海岸防災林の整

備を行う。国〔国土交通省等〕、都県、市町村等は、行政関連施設、要

配慮者に関わる施設等について、できるだけ浸水の危険性の低い場所

に立地するよう整備するとともに、やむを得ず浸水のおそれのある場

所に立地する場合には、建築物の耐浪化等を推進する。 

津波対策の対象とする地震は、延宝房総沖地震タイプの地震及び大

正関東地震タイプの地震であるが、延宝房総沖地震タイプの地震に関

しては、東北地方太平洋沖地震の震源域の南側に位置し同地震に誘発

される可能性が高く、津波に強い地域構造を構築するため、海岸管理

者、河川管理者等は、必要に応じて、海岸堤防等の整備・強化、既設

の海岸堤防等の耐震対策、水門・陸閘等の自動化・遠隔操作化等の推

進や、津波が海岸堤防等を越流した場合でも背後地の被害の軽減を図

るための粘り強い構造の海岸堤防等の整備の推進を行うとともに、国

〔農林水産省〕及び都県は、被害軽減効果も考慮した海岸防災林の整

備を行う。 

国〔関係省庁〕、地方公共団体等は、地域の魅力や住みやすさが低下

しないよう配慮しつつ、行政関連施設、要配慮者に関わる施設等につ

いて、できるだけ浸水の危険性の低い場所に立地するよう整備すると
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

ともに、やむを得ず浸水のおそれのある場所に立地する場合には、建

築物の耐浪化等を行うものとする。 

また、安全で確実な避難を確保するため、国は、都県による津波防

災地域づくりに関する法律（平成 23 年法律第 123 号）に基づく津波浸

水想定の設定や津波災害警戒区域の指定、沿岸市町村による都県の津

波浸水想定等を踏まえた津波ハザードマップの作成・見直し及び周知

を促進する。また、沿岸市町村による、津波による浸水想定区域の設

定、避難対象地域の指定、既存施設の活用を含めた緊急避難場所・避

難路の確保等、津波警報等の収集・伝達の方法、避難指示・勧告の具

体的な発令基準、避難訓練の内容等を記載した津波避難計画の作成、

津波警報等の伝達手段の多重化・多様化を促進するなど、津波からの

避難体制の充実を図る。加えて、国〔国土交通省、海上保安庁〕は、

航行又は係留している船舶が沖合に避難できるよう、船舶の避難海域

を事前に検討し、確保する。 

安全で確実な避難を確保するため、国 〔国土交通省及び内閣府〕は、

都県による津波防災地域づくりに関する法律（平成 23 年法律第 123

号）に基づく津波浸水想定の設定や津波災害警戒区域の指定、沿岸市

町村による都県の津波浸水想定等を踏まえた津波ハザードマップの作

成・見直し及び周知を促進する。また、沿岸市町村による、避難対象

地域の指定、既存施設の活用を含めた緊急避難場所・避難路の確保等、

津波警報等の収集・伝達の方法、避難指示の具体的な発令基準、避難

訓練の内容等を記載した津波避難計画の作成、避難訓練の実施及び津

波警報等の伝達手段の多重化・多様化を促進するなど、津波からの避

難体制の充実を図る。 

（新設） 国〔関係省庁〕等は、適切な避難行動の基本原則を周知徹底するこ

とで、国民一人一人の避難行動に対する意識の醸成に努めるものとす

る。 

（新設） 国〔国土交通省及び海上保安庁〕は、航行又は係留している船舶が

沖合に避難できるよう、船舶の避難海域を事前に検討し、確保する。 

（新設） 国〔消防庁〕及び地方公共団体は、津波の影響により発生した火災

に対応するために、航空機等を活用し津波から避難してきた人を救出

できるようにするなど消防・救助体制を強化する。 

（新設） 地方公共団体は、津波警報等の発表時、津波による浸水が想定され

る区域では、消火活動が制限され、延焼範囲が拡大する可能性がある

ため、津波時の浸水想定を勘案した消防活動計画等を定める。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

大正関東地震タイプの地震については、神奈川県、千葉県等で非常

に短時間で津波が到達し、大きな被害が発生することが想定されてい

るが、当面発生する可能性が低いことから、避難訓練の実施等のソフ

ト対策など今から取り組むことのできる対策を講じつつ、中長期的視

野に立ったまちづくりの観点から、海岸堤防等の整備、津波避難ビル

などの緊急避難場所の整備、避難路の確保等について、地域のコンセ

ンサスを得ながら進めていくこととする。 

（削除） 

【目標】 【目標】 

(ⅰ)津波避難施設（津波避難ビル等）の指定【内閣府、消防庁】 （削除） 

・津波避難ビル等のガイドラインの普及、意識啓発活動等を実施する

ことにより、津波避難ビル等の指定を推進する。 

（削除） 

【具体目標】 （削除） 

・津波避難ビル等を指定している市町村の割合 100％（付近に高台等

がなく、津波からの避難が困難な地域を有する全国の市町村）を目

指す。（参考 平成 23 年全国（岩手県、宮城県、福島県を除く）の

沿岸市町村に対する指定市町村率 28％） 

（削除） 

(ⅱ)海岸保全施設整備の推進【農林水産省、国土交通省】 （ⅰ）海岸保全施設整備の推進【農林水産省及び国土交通省】 

・津波等による浸水から防護するため、海岸保全施設の整備、開口部

の水門等の自動化・遠隔操作化、海岸堤防等の耐震化、嵩上げ等を

推進する。 

・津波等による浸水から防護するため、海岸保全施設の整備、開口部

の水門等の自動化・遠隔操作化、海岸堤防等の耐震化、嵩上げ等を

推進する。 

（新設） 【具体目標】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・気候変動を踏まえた高潮・津波に対応（必要な堤防高を確保）した

海岸堤防等の整備完了率（再掲） 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

52％【Ｒ５】 → 59％【Ｒ12】 

（新設） ・海岸堤防等の耐震対策の完了率（再掲） 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

76％【Ｒ５】 → 79％【Ｒ12】 

（新設） （ⅱ）港湾における津波対策の実施【国土交通省及び海上保安庁】 

（新設） ・最新の津波被害想定等を踏まえた、港湾における「粘り強い構造」

を導入した防波堤の整備や、津波避難施設等の設置等、ハード・ソ

フトを組み合わせた津波対策により、人命・財産の被害を早期に防

止・最小化する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・津波対策（港湾計画等に基づく第一線防波堤の整備・粘り強い構造

への改良、津波避難施設の整備）を緊急的に行う必要のある港湾の

整備完了率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

60％【Ｒ５】 → 80％【Ｒ12】 

(ⅲ)官庁施設の津波対策【国土交通省】 （ⅲ）災害応急対策の活動拠点となる官庁施設の防災拠点機能確保 【国

土交通省】 

・津波襲来時の一時的な避難場所を確保するとともに、防災拠点とし

ての機能維持と行政機能の早期回復を図るため、官庁施設における

津波対策を総合的かつ効果的に推進する。 

・津波襲来時の一時的な避難場所を確保するとともに、災害応急対策

の活動拠点となる官庁施設について、防災拠点機能の確保に必要な

対策を総合的かつ効率的に推進する。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・災害応急対策の活動拠点となる合同庁舎のうち被災時の機能確保が

必要な施設における対策（電力確保のための改修、劣化箇所の改修

等）の完了率（再掲） 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

０％【Ｒ６】 → 42％【Ｒ12】 

(ⅳ)津波ハザードマップの作成支援及び防災訓練の実施【内閣府、消

防庁、農林水産省、国土交通省、海上保安庁】 

（ⅳ）津波ハザードマップの作成支援及び防災訓練の実施【内閣府、

消防庁、農林水産省、国土交通省及び海上保安庁】 

・津波ハザードマップ作成マニュアル等の普及促進、海底地形データ

の提供により、市町村の津波ハザードマップの作成支援を行うとと

もに、防災訓練等を実施することで住民の防災意識の向上を促す。 

・ 「水害ハザードマップ作成の手引き」（令和５年５月国土交通省水管

理・国土保全局河川環境課水防企画室）の普及促進、海底地形デー

タの提供により、市町村の津波ハザードマップの作成支援を行うと

ともに、防災訓練等を実施することで住民の防災意識の向上を促す。 

【具体目標】 【具体目標】 

・津波ハザードマップを作成・公表し、防災訓練を実施する市町村の

割合平成 28 年度 100％（最大クラスの津波に対して人命を守る観点

から緊急に警戒避難体制が必要な１都３県の市町村）を目指す。（平

成 25 年度策定率 64％（最大クラスの津波に対して人命を守る観点

から緊急に警戒避難体制が必要な１都３県の市町村）） 

（削除） 

・国と地方公共団体等が協力して、津波情報等伝達・提供訓練、水門・

陸閘等の閉鎖訓練、避難・誘導訓練等の津波防災総合訓練を毎年実

施する。 

（削除） 

（新設） ・津波災害警戒区域が指定されている市区町村のうち、最大クラスの

津波に対応したハザードマップを作成・公表し、避難訓練等を実施

した市区町村の割合 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

０％【Ｒ５】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） （ⅴ）津波避難施設（津波避難ビル等）の指定【内閣府及び消防庁】 

（新設） ・「指定緊急避難場所の指定に関する手引き」（令和８年１月内閣府（防

災））の普及、意識啓発活動等を実施することにより、津波避難ビル

等の指定を推進する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・津波避難ビル等の指定・整備等により避難困難地域に対する対策を

実施した市町村の割合 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

46％【Ｒ２】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） （ⅵ）避難場所・避難経路の整備【国土交通省】 

（新設） ・津波避難タワー等の避難場所の整備や、早期避難が可能となるよう、

海岸堤防スロープ等の避難経路の整備を推進する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・災害に強い市街地形成に関する対策を優先的に必要とする地域のう

ち、対策（津波避難タワー等の整備、不燃化促進、緊急車両アクセス

向上、防災機能強化等）が概成した割合（再掲） 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

14％【Ｒ７】 → 45％【Ｒ12】 

(ⅴ)津波警報等の的確な発表【気象庁】 （削除） 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

・津波警報等を的確に発表するとともに、沖合津波観測データを活用

する。 

（削除） 

(ⅵ)防災行政無線（同報系）等の多様な防災情報伝達手段の整備【消

防庁】 

（削除） 

・防災行政無線（同報系）を始め災害時に迅速かつ的確に情報を伝達

するための消防防災通信システムの整備促進を図る。 

（削除） 

【具体目標】 （削除） 

・防災行政無線（同報系）の整備率 100％（緊急対策区域の全市町村）

を目指す。（平成 26 年３月末 94.2％（緊急対策区域の全市町村）） 

（削除） 

・緊急速報メールの整備率 100％（緊急対策区域の全市町村）を目指

す。（平成 26 年 11 月１日 89.6％（緊急対策区域の全市町村）） 

（削除） 

(ⅶ)避難勧告・指示の基準の作成【消防庁】 （削除） 

・津波に係る具体的な避難勧告・指示の発令基準を作成する。 （削除） 

(ⅷ)港内における船舶津波対策の充実【海上保安庁】 （削除） 

・地域特性に応じた港内における船舶津波対策の充実を図る。 （削除） 

・地震により発生が予測される津波の挙動を図示した津波防災情報図

を整備・提供することで、船舶の津波対策や避泊水域の検討など、

港湾内の船舶の津波防災対策を支援する。 

（削除） 

(ⅸ)避難路、避難用通路の整備【農林水産省、国土交通省】 （削除） 

・早期避難が可能となるよう、避難路、海岸堤防スロープ等の避難用

通路の整備を推進する。 

（削除） 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

③ 円滑かつ迅速な災害応急対策、災害復旧・復興への備え ② 災害対応力の強化 

ア 一人でも多くの命を救うための防災関係機関相互の連携による災

害応急体制の整備 

ア 一人でも多くの命を救うための防災関係機関相互の連携による災

害応急体制の整備 

首都直下地震が発生した場合、広域かつ甚大な被害の発生が想定さ

れ、国の各行政機関を始めとする防災関係機関の役割分担と活動内容

について、具体的に定めておくことが必要不可決である。このため、

国は、防災基本計画のほか、東京都及び首都圏各県、指定公共機関等

と連携して、首都直下地震が発生した場合に、各防災関係機関が直ち

に活動を開始し、災害応急対策活動を円滑かつ迅速に実施するため、

各防災関係機関の実施すべき災害応急対策活動に当たる部隊の活動規

模、緊急輸送ルート、防災拠点等を具体的に定める計画（以下「具体

計画」という。）を作成し、国と地方公共団体等が一体的に災害応急対

策を実施できる体制を綿密に構築しておくものとする。また、国、都

県、市町村等の各防災関係機関は、防災基本計画及び具体計画を踏ま

え、それぞれの機関の役割に応じた具体的な行動を明確化し、たゆま

ぬ訓練の実施を含め体制の整備に努めるものとする。この際、首都直

下地震の被害の様相に鑑み、特に、以下の点について明確にするよう

留意するものとする。 

首都直下地震が発生した場合、広域かつ甚大な被害の発生が想定さ

れ、国の各行政機関を始めとする防災関係機関の役割分担と活動内容

について、具体的に定めておくことが必要不可欠である。このため、

国 〔各府省等〕は、防災基本計画 （災害対策基本法（昭和 36 年法律第

223 号）第２条第８号に規定するものをいう。以下同じ。）のほか、東

京都及び首都圏各県、指定公共機関等と連携して、首都直下地震が発

生した場合に、各防災関係機関が直ちに活動を開始し、災害応急対策

活動を円滑かつ迅速に実施するため、各防災関係機関の実施すべき災

害応急対策活動に当たる部隊等の活動規模、物資調達、緊急輸送ルー

ト、防災拠点等を具体的に定める計画（以下「具体計画」という。）を

作成し、国と地方公共団体等が一体的に災害応急対策を実施できる体

制を綿密に構築しておくものとする。また、国 〔各府省等〕、地方公共

団体等の各防災関係機関は、防災基本計画及び具体計画を踏まえ、そ

れぞれの機関の役割に応じた具体的な行動を明確化し、たゆまぬ訓練

の実施を含め体制の整備に努めるものとする。行動の明確化に際して

は、首都直下地震の被害の様相に鑑み、特に、以下の点について明確

にするよう留意するものとする。 

・深刻な道路交通麻痺へ対応するための各機関が行うべき道路啓開、

放置車両の処理及び交通制御の手順や役割 

・深刻な道路交通麻痺へ対応するための各機関が行うべき道路啓開、

放置車両の処理及び交通制御の手順や役割 

・大規模な延焼火災に対応するための全国からの消火部隊その他救

助・救急・医療部隊の被災地での迅速な展開の体制 

・大規模な延焼火災に対応するための全国からの消火部隊その他救

助・救急・医療部隊の被災地での迅速な展開の体制 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

・膨大な傷病者に対応するための医療機関の早期復旧、臨時医療施設

の開設、地域内搬送手段の多様化、広域医療搬送などの緊急時の医

療活動体制の構築 

・膨大な傷病者に対応するための医療機関の早期復旧、臨時医療施設

の開設、地域内搬送手段の多様化、広域医療搬送等の緊急時の医療

活動体制の構築 

・膨大な数の避難者等へ対応するための正確な情報発信、疎開・自主

帰省の促進、目に見えにくい膨大な自宅避難者等への対応及び都県

域を超える広域一時滞在の手続の具体化 

・いわゆる災害関連死を防ぐための生活環境の向上、行政が把握しづ

らい膨大な在宅避難者等への対応、広域的避難の促進及びそのため

の都県域を越えるホテル・旅館等への避難等の手続の具体化 

・物資の絶対的な不足に対応するための国及び地方公共団体による救

援物資の調達・供給に関する体制の構築とルールの明確化、店舗販

売の早期再開のためのインフラ・ライフラインの復旧、物資輸送車

両の通行確保や優先給油の仕組み等の構築 

・物資の絶対的な不足に対応するための国及び地方公共団体による救

援物資の調達・供給に関する体制の構築とルールの明確化、店舗販

売の早期再開のためのライフラインやインフラの復旧及び物資輸送

車両の通行確保や優先給油の仕組み等の構築 

・国と都県等が一体となって災害応急対策を実施するための政府現地

対策本部の被災都県庁への設置、都県の災害対策本部との連携、情

報共有のためのシステム、地方公共団体への連絡要員（リエゾン）

の派遣等の体制の構築 

・国と都県等が一体となって災害応急対策を実施するための政府現地

対策本部の被災都県庁等への設置、都県の災害対策本部との連携、

情報共有のためのシステム及び地方公共団体への連絡要員（リエゾ

ン）の派遣等の体制の構築 

また、国は、緊急消防援助隊、警察災害派遣隊、自衛隊、海上保安

庁の部隊、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、緊急災害対策派遣隊（Ｔ

ＥＣ－ＦＯＲＣＥ）などによる災害応急体制の充実・強化を図る。加

えて、国〔内閣府、消防庁等〕は、地方公共団体による他の地方公共

団体との更なる相互応援協定の締結促進など、広域的な応援体制の充

実・強化を促進する。さらに、国、都県、市町村、防災関係機関及び

関連事業者は、広域的な活動を連携して円滑に行うため、応急対策活

動に関する検討を行い、必要な事項について標準化を進める。 

 

国〔各府省等〕は、緊急消防援助隊、警察災害派遣隊、自衛隊、海

上保安庁の部隊、ＤＭＡＴ （災害派遣医療チーム）、ＴＥＣ－ＦＯＲＣ

Ｅ（緊急災害対策派遣隊）等による災害応急体制の充実・強化を図る

とともに、連携強化のための訓練等を実施し、対処能力の更なる向上

に取り組む。くわえて、国〔内閣府、消防庁等〕は、地方公共団体に

よる他の地方公共団体との更なる相互応援協定の締結促進や緊急消防

援助隊の部隊の増強、部隊間の円滑な情報共有のシステム、車両・資

機材の充実・強化、回転翼航空機の配備・更新等の広域的な応援体制

の充実・強化を促進する。また、国 〔各府省等〕、地方公共団体等の防

災関係機関及び関連事業者は、広域的な活動を連携して円滑に行うた
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

め、応急対策活動に関する検討を行い、必要な事項について標準化を

進める。 

（新設） さらに、国〔各府省等〕及び地方公共団体は、二次災害・複合災害

の発生を考慮し、庁舎等の公共施設について災害発生後緊急的に点検・

調査し、支障がある場合には迅速な応急対策を行う体制を構築すると

ともに、複合災害により対策本部を複数設置した場合の応急対策要員

等の計画についてあらかじめ定めておく。 

（新設） 国〔総務省〕は、被災地方公共団体に対する応援が迅速に行われる

よう、「首都直下地震における応急対策職員派遣制度アクションプラ

ン」（令和８年３月 30 日総務省）を策定し、即時応援する地方公共団

体をあらかじめ決定する。 

（新設） 地方公共団体は、あらかじめ受援計画を作成し、受援に向けた体制

を構築しておく。また、受援計画に基づく訓練の実施等により、受援

計画の実効性の確保に取り組む。さらに、都県は、平時から市町村に

対して受援計画の作成や実効性の確保に向けた支援を行う。 

（新設） 国〔各府省等〕及び地方公共団体は、災害応急活動の活動拠点や災

害対応従事者や応援者の宿泊場所・生活場所を確保するため、対策本

部車・待機支援車の活用、災害対応車両登録制度による民間のトレー

ラーハウス、ムービングハウス等の活用、老朽化が進む庁舎等におけ

る拠点機能の確保等について検討する。 

（新設） 応援者においては、資機材や装備品等を自ら確保することを心掛け、

応援者同士で移動手段や資機材を共同利用して効率的に活動できるよ

う、事前の連携体制の確保について検討する。 

（新設） また、国〔各府省等〕、地方公共団体等は、災害対応従事者等が二次

災害に遭わないために安全の確保対策を講ずるとともに、災害対応が
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

長期化する中で適切な交代の実施やメンタルヘルスへの配慮を行うほ

か、多様なニーズに配慮した被災者支援を行うため、女性の職員が安

全にかつ安心して災害対応業務に従事できるような環境の整備に努め

る。 

【目標】 【目標】 

（新設） （ⅰ）具体計画の見直し【内閣府】 

（新設） ・具体計画の実効性を高めるため、継続的に見直しを行う。 

(ⅰ)緊急消防援助隊等の増強【消防庁】 （ⅱ）緊急消防援助隊等の充実【消防庁】 

・緊急消防援助隊の消火部隊等の増強や必要な車両等の整備を図ると

ともに、航空部隊の充実、消防防災ロボットの導入を図る。 

・緊急消防援助隊の消火部隊等の増強や必要な車両等の配備・更新を

図るとともに、航空部隊の充実を図る。 

・拠点機能形成車両、津波・大規模風水害対策車両等の車両やヘリポ

ート・救助活動拠点等施設の整備促進を図る。 

・迅速な広域応援に資する車両、後方支援体制等の確立に必要な車両

やヘリポート・救助活動拠点等施設の整備促進を図る。 

・自衛隊等との連携強化を図る。 ・自衛隊等との連携強化を図るとともに、教育訓練を通じて部隊運用

の強化を図る。 

（新設） ・被災状況を迅速に把握するため、ヘリサット地球局等の資機材整備

を進める。 

【具体目標】 【具体目標】 

・緊急消防援助隊の平成 30 年度 6,000 隊への増強（統合機動部隊及び

通信支援隊の新設、後方支援隊の増隊等）を目指す（平成 26 年１月

１日現在 4,600 隊）とともに、緊急消防援助隊に配備可能な消防防

災ロボット平成 30 年度開発完了を目指す。 

（削除） 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・緊急消防援助隊のうち、特に整備が必要な車両・資機材（特殊装備

車両、後方支援車両、情報共有資機材等）を備えた緊急消防援助隊の

割合 

＜全国＞ 

93％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） ・緊急消防援助隊の部隊運用の強化を図るための教育訓練等の実施率 

＜全国＞ 

100％【Ｒ７】 → 100％【毎年度】 

（新設） ・航空消防防災体制の充実のため、航空小隊に特に必要な航空機・資

機材（消防防災ヘリコプター（消防庁ヘリコプターを含む。）、ヘリサ

ット地球局、持込型機上装置）の整備完了率 

＜全国＞ 

94％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ12】 

(ⅱ)救助体制の充実【消防庁】 （削除） 

・特別高度救助隊等の整備や車両・資機材の配備を進めることにより、

救助体制の充実を図る。 

（削除） 

(ⅲ)警察災害派遣隊の充実強化等【警察庁】 

 

（ⅲ）警察災害派遣隊の充実・強化等【警察庁】 

・より災害現場に即した環境での体系的・段階的な訓練の実施、車両・

装備資機材の充実強化等により、警察災害派遣隊の救出救助能力の

強化、持続活動能力の向上、効果的な部隊運用等を図る。 

・より災害現場に即した環境での体系的・段階的な訓練の実施、車両・

装備資機材の充実・強化等により、警察災害派遣隊の救出救助能力

の強化、持続活動能力の向上、効果的な部隊運用等を図る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・広域緊急援助隊の部隊強化のため管区単位の合同訓練の実施率 

＜全国＞ 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

100％【Ｒ７】 → 100％【毎年度】 

(ⅳ)救助部隊の体制整備【防衛省】 （ⅳ）救助部隊の体制整備【防衛省】 

・首都直下地震発災時に、より迅速かつ適切な自衛隊の災害派遣活動

を行い得る体制を整備する。 

・首都直下地震発災時に、より迅速かつ適切な自衛隊の災害派遣活動

を行い得る体制を整備する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・災害救助能力の向上に資する装備品（ＣＨ－47Ｊ／ＪＡ）の整備率 

＜全国＞ 

０％【Ｒ５】 → 100％【Ｒ９】 

(ⅴ)救助勢力の機動性の向上と充実・強化【海上保安庁】 （ⅴ）救助勢力の機動性の向上と充実・強化【海上保安庁】 

・機動性の高い救助体制の充実・強化を図る。 ・機動性の高い救助体制の充実・強化を図る。 

（新設） （ⅵ）ＤＭＡＴやＤＰＡＴ等の充実【厚生労働省】 

（新設） ・ＤＭＡＴやＤＰＡＴ等の養成や、事務局の体制を強化する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・各災害拠点病院におけるＤＭＡＴ保有率（基幹災害拠点病院２チー

ム以上又は地域災害拠点病院１チーム以上） 

＜全国＞ 

100％【Ｒ６】 → 100％【毎年度】 

(ⅵ) ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ活動の強化【国土交通省】 （ⅶ）ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ活動の強化【国土交通省】 

・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ活動計画を策定し、迅速な派遣が実施できる体

制を構築する。 

・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ活動計画を策定し、迅速な派遣が実施できる体

制を構築する。また、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ活動計画に基づき迅速に
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

活動できるよう、人材の育成や実践的な防災訓練の実施等のＴＥＣ

－ＦＯＲＣＥの災害対応能力向上を図る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥによる被災状況把握等の高度化（ＤｉＭＡＰＳ

を始めとした情報集約ツールの開発等）への対応（訓練・研修・講習

の受講）完了率 

＜全国＞ 

16％【Ｒ５】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） （ⅷ）首都直下地震における応急対策職員派遣制度アクションプラン

の策定等【総務省】（再掲） 

（新設） ・「首都直下地震における応急対策職員派遣制度アクションプラン」

（令和８年３月 30 日総務省）を策定し、定期的な意見交換、研修、

訓練等の実効性の確保のための取組を実施する。 

（新設） （ⅸ）地方公共団体の受援体制の確保【内閣府及び消防庁】（再掲） 

（新設） ・「市町村のための人的応援の受入れに関する受援計画作成の手引

き」（令和７年４月内閣府（防災））の充実や研修の実施により、地

方公共団体における受援計画の策定を推進する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・地方公共団体の受援計画の策定率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

84％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ15】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・直近３年間に市町村の受援計画の作成や実効性の確保に向けた研修

等の実施割合 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

―【Ｒ７】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） イ 的確な情報収集・発信 

（新設） 国〔内閣府、消防庁等〕、地方公共団体等の防災関係機関は、現地災

害対策本部、各都県の災害対策本部等において、迅速に被災直後の状

況等を収集する体制を充実させる。被災地の被害情報の収集に当たっ

ては、調査のための職員派遣、ヘリコプターやドローン、自動二輪車

等の機材、人工衛星やセンシング等のデジタル技術等を用いた各種通

信手段の効果的活用等により、あらゆる手段を尽くした被害情報の把

握に努める。国〔内閣府等〕、都県等は、入手した情報を新総合防災情

報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）等を通じて関係機関等へ速やかに共

有する。そのため、国・地方公共団体間等の情報連絡体制の充実を図

るとともに、あらかじめシステムの習熟や訓練に努める。 

（新設） 消防機関が取得した映像等の被災地の情報について、国や地方公共

団体を始めとした関係者が共有する体制を強化する。 

（新設） 国〔法務省、国土交通省、総務省、外務省、消防庁等〕及び地方公

共団体は、発災時に、我が国の経済社会の状況や被害等について正確

な事実を国民及び諸外国に向けて発信するため、Ｊアラート（全国瞬

時警報システム） や防災行政無線、緊急速報メール、アプリ、ＳＮＳ

等の多様な発信方法の活用、高齢者や障害者といった要配慮者に対す

るバリアフリーやユニバーサルデザインを考慮した情報発信、外国人
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

向けの多言語又は「やさしい日本語」での情報発信等の検討、駐日外

国公館等との連携等といった情報発信に係る対策を講ずる。 

（新設） 国〔総務省等〕及び地方公共団体は、被災者等に対して、必要な情

報が確実に伝達され、かつ共有されるよう、マスメディアとの連携強

化やＩＣＴの活用を含め、情報提供の円滑化を図る。 

（新設） 国〔各府省等〕、都県等は災害時の情報発信に齟齬が生じないよう、

一定の役割分担の下、一体的な情報発信及び情報提供に努める。特に、

発災初期の段階は、マスメディア、インターネット、ＳＮＳ等を通じ

て風評やデマが大量に流布するなどのおそれがあることから、これら

の情報を速やかに把握・分析し、事実確認、打ち消し情報の発信等を

行う仕組みを構築する。このほか、平時からデマ等の拡散がもたらす

リスクについて理解し、拡散しないなどの適切な対応ができるよう、

啓発活動に取り組む。また、国〔総務省〕は、平時の取組として、災

害時のデマ等の拡散を防ぐことにも資する幅広い世代のＩＣＴリテラ

シーの向上に向けた意識啓発等に取り組む。 

（新設） 国〔関係省庁〕は、企業等の事業体制の復旧や災害対応支援のため、

企業等への情報提供の手法等について検討する。 

（新設） 【目標】 

（新設） （ⅰ）新総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）の推進 【内閣府】 

（新設） ・新総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）を活用し、関係機関

の防災情報システムとのデータ自動連携により迅速に情報を集約・

共有する防災デジタルプラットフォームを構築する。 

（新設） 【具体目標】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・地方公共団体等における新総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥ

Ｂ）の利用率（再掲） 

＜全国（本システムの利用者である省庁、地方公共団体、指定公共

機関）＞ 

０％【Ｒ５】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） （ⅱ）防災行政無線（同報系）等の多様な防災情報伝達手段の整備【消

防庁】 

（新設） ・災害時に迅速かつ的確に情報を伝達するため、防災行政無線（同報

系）等の多様な防災情報伝達手段（Ｊアラートによる自動起動機能

を含む。）の整備促進を図る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・防災行政無線等の多様な災害情報伝達手段の整備率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

―【Ｒ６】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） ・Ｊアラートシステムの更改により、住民の迅速かつ確実な避難が可

能となる防災情報の配信が可能となった市区町村の割合 

＜全国＞ 

０％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） ・Ｊアラートによる自動起動が可能な情報伝達手段を複数保有する市

区町村数の割合 

＜全国＞ 

92.4％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） （ⅲ）Ｌアラートによる災害情報の確実な伝達の推進【総務省】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・Ｌアラートについて、災害情報の迅速かつ確実な伝達の推進に向け

た必要な見直しを行う。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・Ｌアラートの必要な見直しの着手率 

＜全国＞ 

33.3％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ10】 

（新設） （ⅳ）外国人等への情報発信の実施【内閣府、法務省、消防庁、国土

交通省、気象庁、外務省等】 

（新設） ・発災時の外国人への対応、具体的には安否確認や避難・帰国支援が

円滑に進められるよう、地方公共団体等から入手した情報を提供す

るなど、駐日外国公館等との連携を強化する。 

（新設） ・あらかじめ駐日外国公館等との情報連携の在り方について検討し、

訓練等を行う。 

（新設） ・地震に対する知識・経験の少ない外国人に的確な情報伝達がなされ

るよう、多言語化やマスメディアとの連携等を含めた多言語による

情報発信を推進する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・災害発生時の情報連携に関する訓練を実施している駐日外国大使館

の割合（再掲） 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

100％【Ｒ７】 → 100％【毎年度】 

（新設） ・防災パートを含む生活オリエンテーション動画の周知 

＜全国＞ 

約 14 万回再生【Ｒ７】 → 約 50 万回再生【Ｒ17】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・出入国在留管理庁において実施している関係者ヒアリング等を通じ

て構築された外国人支援団体や外国人コミュニティ等とのネットワ

ークを活用した情報提供率 

＜全国＞ 

100％【Ｒ７】 → 100％【毎年度】 

（新設） ・首都直下地震発生時におけるやさしい日本語や多言語による情報発

信 

＜全国＞ 

０回【Ｒ７】 → １回【Ｒ17】 

（新設） ・訪日外国人観光客に対する、災害時情報提供アプリ「Ｓａｆｅｔｙ 

ｔｉｐｓ」を用いた、多言語による緊急地震速報等の災害時の緊急

情報の提供率 

＜全国＞ 

100％【―】 → 100％【毎年度】 

（新設） （ⅴ）適時的確な情報の発信【各府省等】 

（新設） ・発災初期からＳＮＳ等を確認し、デマ等が発生している場合には、

相互に連携しながら、マスメディア、インターネット、ＳＮＳ等のあ

らゆる媒体を活用して適時的確に情報発信を行う。また、ＳＮＳ上

の情報の分析や事実確認、打ち消し情報の発信を行う仕組みを構築

する。 

（新設） （ⅵ）平時からのＩＣＴリテラシーの向上【総務省】 

（新設） ・インターネットやＳＮＳにおける幅広い世代のＩＣＴリテラシーの

向上に向けた意識啓発等に取り組む。 



150 
 

７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

イ  道路啓開と道路交通渋滞対策 ウ 道路啓開と道路交通渋滞対策等 

首都直下地震発生時においては、深刻な道路交通麻痺が発生し、消

火活動、救命・救助活動等に著しい支障が生じる可能性があるが、災

害応急対策活動等を迅速に行うためには、速やかな緊急交通路、緊急

輸送道路等の確保が必要不可欠である。 

首都直下地震発生時においては、深刻な道路交通麻痺が発生し、消

火活動、救命・救助活動等に著しい支障が生じる可能性があるが、災

害応急対策活動等を迅速に行うためには、速やかな緊急交通路、緊急

輸送道路等の確保が必要不可欠である。 

このため、国〔国土交通省〕は、道路管理者が民間団体等と協定を

締結するなどにより、各機関が最適な道路啓開を実施するための優先

順位や資機材投入等、発災時に円滑な調整を行う仕組みを構築するこ

とを促進する。また、国〔内閣府、警察庁、国土交通省〕、都県及び市

町村は、走行中の一般車両に対する適切な規制・誘導、放置車両の円

滑な移動等を通じて、迅速に緊急通行車両の通行を確保するとともに、

災害時には一般車両を極力利用しないことや、災害時に運転者がとる

べき行動についての啓発活動等を行い、国民の理解と協力を促す。 

このため、道路管理者は、道路法等に基づき、協議会の設置によっ

て他の道路管理者及び関係機関と連携して、あらかじめ道路啓開計画

を策定するとともに、定期的な見直しを行うものとする。また、当該

計画も踏まえ、道路啓開等に必要な人員、資機材等の確保について、

民間団体等との協定の締結を推進するものとする。さらに、国〔国土

交通省〕は、踏切道改良促進法（昭和 36 年法律第 195 号）に基づき、

災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指定を推進するとともに、

道路啓開計画に位置付けられた道路啓開ルート上の踏切についても指

定を進める。あわせて、地震後の踏切の状況等を共有する緊急連絡体

制の整備や、関係機関と連携し、指定した踏切の抜本的な対策を推進

する。 

このほか、国〔内閣府、警察庁及び国土交通省〕及び地方公共団体

は、緊急通行車両の通行を確保するため、平時から災害時に運転者が

とるべき行動についての啓発活動等を行い、国民の理解と協力を促す

とともに、発災時には一般車両に対する適切な規制・誘導を行う。 

（新設） 国〔国土交通省〕は、自転車やバイク、無人航空機等の多様な手段

の活用による現地調査の実施や、経路情報等の収集を行うＩＴＳスポ

ットや可搬型路側機等の増強、ＳＮＳ等を用いた民間から被害情報を

収集するシステムの活用、ＥＴＣ２．０や民間が収集したプローブデ
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

ータ、ＡＩｗｅｂカメラの情報等により得た交通情報と地理空間情報

とのデータ連携、人工衛星画像の活用により、道路の被害状況を効果

的かつ効率的に収集・把握し、道路啓開等を行うとともに、道路利用

者に道路の通行可否に関するその情報が確実に伝わるようＩＣＴ技術

を活用し、ＥＴＣ２．０、情報板、インターネット等により迅速に情

報提供するものとする。 

（新設） 被災地への救助部隊等の進入に当たっては、陸路だけでなく、海・

川や空からのアプローチも重要である。 

（新設） 【目標】 

（新設） （ⅰ）効果的な道路啓開に係る関係機関の連携の強化等【国土交通省】

（再掲） 

（新設） ・道路法等に基づき、他の道路管理者及び関係機関と連携して道路啓

開計画の策定・見直しや訓練を実施すること等により、道路啓開等

に必要な体制の整備や資機材等を充実させる。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・道路法に基づく道路啓開計画に位置付けられた道路啓開訓練実施率 

＜緊急対策区域（２ブロック）＞ 

０％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ８】 

（新設） （ⅱ）一般車両の交通規制・誘導【内閣府、警察庁及び国土交通省】 

（新設） ・国民に対し、発災時に車両を使用しないことや交通規制等について

周知・普及啓発を図る。 

（新設） ・発災後の一般車両に対する交通誘導のため、警備業者等との間で協

定を締結し、訓練を実施する。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） （ⅲ）警察災害派遣隊の充実・強化等【警察庁】（再掲） 

（新設） ・より災害現場に即した環境での体系的・段階的な訓練の実施、車両・

装備資機材の充実・強化等により、警察災害派遣隊の救出救助能力

の強化、持続活動能力の向上、効果的な部隊運用等を図る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・広域緊急援助隊の部隊強化のため管区単位の合同訓練の実施率 

＜全国＞ 

100％【Ｒ７】 → 100％【毎年度】 

（新設） （ⅳ）発災後の早期の道路交通の確保【国土交通省】 

（新設） ・ＣＣＴＶカメラや可搬型機器、衛星通信装置等による遠隔からの道

路状況の確認等による道路システムのＤＸを推進することで、災害

発生時等の迅速な対応を可能とする。 

ウ  同時多発の市街地火災への対応 エ 同時多発の市街地火災への対応 

木造住宅密集市街地が広域的に連担している地区等における同時多

発の市街地火災に対応し、被害を最小限に抑えるため、国〔内閣府、

消防庁〕、都県及び市町村は、地方公共団体間の応援体制の構築や緊急

消防援助隊の充実・強化などにより、首都圏のみならず全国からの消

火部隊を被災地に展開させる体制の構築を進める。 

木造住宅密集市街地が広域的に連担している地区等における同時多

発の市街地火災に対応し、被害を最小限に抑えるため、国〔内閣府及

び消防庁〕及び地方公共団体は、地方公共団体間の応援体制の構築や

緊急消防援助隊の充実・強化等により、首都圏のみならず全国からの

消火部隊を被災地に展開させる体制の構築を進める。 

（新設） 地方公共団体は、延焼火災からの逃げ惑いによる人的被害を防ぐた

め、防災行政無線や緊急速報メール、ＳＮＳ等を活用したリアルタイ

ムの情報発信を行う。また、消防団や自主防災組織は、指定緊急避難

場所への避難誘導を適切に行う。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

【目標】 【目標】 

(ⅰ)緊急消防援助隊等の増強【消防庁】（再掲） （ⅰ）緊急消防援助隊等の充実【消防庁】（再掲） 

・緊急消防援助隊の消火部隊等の増強や必要な車両等の整備を図ると

ともに、航空部隊の充実、消防防災ロボットの導入を図る。 

・緊急消防援助隊の消火部隊等の増強や必要な車両等の配備・更新を

図るとともに、航空部隊の充実を図る。 

・拠点機能形成車両、津波・大規模風水害対策車両等の車両やヘリポ

ート・救助活動拠点等施設の整備促進を図る。 

・迅速な広域応援に資する車両、後方支援体制等の確立に必要な車両

やヘリポート・救助活動拠点等施設の整備促進を図る。 

・自衛隊等との連携強化を図る。 ・自衛隊等との連携強化を図るとともに、教育訓練を通じて部隊運用

の強化を図る。 

（新設） ・被災状況を迅速に把握するため、ヘリサット地球局等の資機材整備

を進める。 

【具体目標】 【具体目標】 

・緊急消防援助隊の平成 30 年度 6,000 隊への増強（統合機動部隊及び

通信支援隊の新設、後方支援隊の増隊等）を目指す（平成 26 年１月

１日現在 4,600 隊）とともに、緊急消防援助隊に配備可能な消防防

災ロボット平成 30 年度開発完了を目指す。 

（削除） 

（新設） ・緊急消防援助隊のうち、特に整備が必要な車両・資機材（特殊装備

車両、後方支援車両、情報共有資機材等）を備えた緊急消防援助隊の

割合 

＜全国＞ 

93％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） ・緊急消防援助隊の部隊運用の強化を図るための教育訓練等の実施率 

＜全国＞ 

100％【Ｒ７】 → 100％【毎年度】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・航空消防防災体制の充実のため、航空小隊に特に必要な航空機・資

機材（消防防災ヘリコプター（消防庁ヘリコプターを含む。）、ヘリサ

ット地球局、持込型機上装置）の整備完了率 

＜全国＞ 

94％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ12】 

(ⅱ)救助体制の充実【消防庁】（再掲） （削除） 

・特別高度救助隊等の整備や車両・資機材の配備を進めることにより、

救助体制の充実を図る。 

（削除） 

(ⅲ)警察災害派遣隊の充実強化等【警察庁】（再掲） （削除） 

・より災害現場に即した環境での体系的・段階的な訓練の実施、車両・

装備資機材の充実強化等により、警察災害派遣隊の救出救助能力の

強化、持続活動能力の向上、効果的な部隊運用等を図る。 

（削除） 

(ⅳ)救助部隊の体制整備【防衛省】（再掲） （削除） 

・首都直下地震発災時に、より迅速かつ適切な自衛隊の災害派遣活動

を行い得る体制を整備する。 

（削除） 

（新設） （ⅱ）防災行政無線等を活用した情報発信【消防庁】 

（新設） ・地方公共団体に対して、防災行政無線や緊急速報メール、ＳＮＳ等

を活用したリアルタイムの情報発信を促す。 

（新設） （ⅲ）消防団の充実・強化【消防庁】（再掲） 

（新設） ・女性や若者等の入団促進等の消防団員の確保に努めるとともに、消

火・救助等の活動を迅速に行うために必要な車両・資機材等の更新

を含めた更なる充実を図る。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・全消防団のうち、十分な救助用資機材（油圧切断機、エンジンカッ

ター、電動カッター、チェーンソー及びジャッキ）を備え、救助活動

等を行うことができる消防団の割合 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

83.5％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） （ⅳ）自主防災組織の育成・充実【消防庁】（再掲） 

（新設） ・自主防災組織の育成・充実、女性防火クラブ・少年消防クラブの活

性化、防災教育の充実、訓練の実施等の取組を把握・支援するととも

に、消防団や防災士等の多様な主体との連携を促進することで、活

動活性化を図る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・自主防災組織による活動カバー率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

79.8％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ17】 

エ  救命・救助、災害時医療機能の強化 オ 救命・救助体制 

首都直下地震により、多数の負傷者や自力脱出困難者が発生するこ

とが想定されることから、国〔消防庁、警察庁、海上保安庁、防衛省〕、

都県及び市町村は、救命・救助のための要員の確保・育成や必要資機

材の配備、活動拠点の確保等の体制の充実を図る。 

 

首都直下地震が発生した場合には、木造住宅密集市街地等を中心に、

多数の負傷者や自力脱出困難者が発生することが想定されることか

ら、国〔消防庁、警察庁、防衛省及び海上保安庁〕及び地方公共団体

は、建設機械を保有する民間事業者等との連携を含め、救命・救助の

ための要員の確保・育成や訓練の実施、必要資機材の配備、活動拠点

の確保等の体制の充実を図る。また、ヘリコプターやドローンを救命

救助活動等に有効に活用するため、あらかじめ、離着陸適地の選定・
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

確保・整備や、臨時の緊急着陸が可能な場所のリストアップを行う。

緊急消防援助隊については、部隊の増強、部隊間の円滑な情報共有の

システムや車両・資機材の充実・強化、回転翼航空機の配備・更新等

の広域応援体制の充実を図る。 

発災直後における救命・救助活動を行うに当たっては、被災地域内

の近隣の住民の協力が不可欠であることから、自身の安全確保を前提

としつつ、住民、自主防災組織、地域の企業等が協力しあって救命・

救助活動を行う体制の充実に努める。 

国〔消防庁〕及び地方公共団体は、発災直後における救命・救助活

動を行うに当たっては、被災地域内の近隣の住民の協力が不可欠であ

ることから、自身の安全確保を前提としつつ、住民、自主防災組織、

地域の企業等が協力しあって、要配慮者の避難支援のための実践的な

訓練の実施等の救命・救助活動を行う体制の充実に努める。地方公共

団体は、個別避難計画の作成や自主防災組織等と連携した安否確認等

の取組等を促進する。 

（新設） 国〔消防庁〕は、救急隊員が傷病者のマイナ保険証を活用し、傷病

者に関する情報を把握する取組（マイナ救急）の全国展開を推進する

ことにより、救急救命体制の整備・充実を図る。 

（新設） 国〔内閣府、国土交通省及び農林水産省〕及び都県は、円滑な応急

対策活動のための環境を確保するため、道路、河川、都市公園、海岸

隣接部及び港湾・漁港に都県域を越える支援を行うための広域的な防

災拠点について、あらかじめ明確にしておくこととする。また、効果

的な広域オペレーションを実施するため、首都圏の広域防災のヘッド

クォーターの機能等を有する東京湾臨海部基幹的広域防災拠点（有明

の丘地区）及び被災時における物流コントロール機能の一部を有する

東京湾臨海部基幹的広域防災拠点（東扇島地区）を中心に、各拠点の

役割分担を明確にするとともに、東京湾臨海部基幹的広域防災拠点が、

所期の機能を発揮できるよう、適切な運営体制を確立する。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

医療機関の被災によりその機能が著しく低下する中で、大量に発生

が予想される重傷者や重篤な患者等に対応するため、国〔厚生労働省

等〕、都県、市町村及び医療機関は、災害医療情報の共有化を進めると

ともに、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）・救護班の派遣、医薬品・医

療資機材の供出及び災害拠点病院を中心とした広域医療搬送について

体制の充実を図る。医療機関においては、地方公共団体と協力した医

薬品の備蓄等を推進する。 

（削除） 

また、広域医療搬送だけでは限界があることから、発災時における

医療機関の早期復旧、臨時医療施設の開設、地域内搬送手段の多様化

等を図るための体制を構築する。 

（削除） 

さらに、国〔厚生労働省〕、都県、市町村及び医療機関は、限られた

医療資源を重傷者等に充てるため、軽傷の場合は在宅や避難所等での

応急救護とすること、中等傷の場合は地域の病院やクリニックなどで

処置を行うなどの体制の充実と住民意識の啓発等を行う。 

（削除） 

【目標】 【目標】 

(ⅰ)緊急消防援助隊等の増強【消防庁】（再掲） （ⅰ）緊急消防援助隊等の充実【消防庁】（再掲） 

・緊急消防援助隊の消火部隊等の増強や必要な車両等の整備を図ると

ともに、航空部隊の充実、消防防災ロボットの導入を図る。 

・緊急消防援助隊の消火部隊等の増強や必要な車両等の配備・更新を

図るとともに、航空部隊の充実を図る。 

・拠点機能形成車両、津波・大規模風水害対策車両等の車両やヘリポ

ート・救助活動拠点等施設の整備促進を図る。 

・迅速な広域応援に資する車両、後方支援体制等の確立に必要な車両

やヘリポート・救助活動拠点等施設の整備促進を図る。 

・自衛隊等との連携強化を図る。 ・自衛隊等との連携強化を図るとともに、教育訓練を通じて部隊運用

の強化を図る。 

（新設） ・被災状況を迅速に把握するため、ヘリサット地球局等の資機材整備

を進める。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

【具体目標】 【具体目標】 

・緊急消防援助隊の平成 30 年度 6,000 隊への増強（統合機動部隊及び

通信支援隊の新設、後方支援隊の増隊等）を目指す（平成 26 年１月

１日現在 4,600 隊）とともに、緊急消防援助隊に配備可能な消防防

災ロボット平成 30 年度開発完了を目指す。 

（削除） 

（新設） ・緊急消防援助隊のうち、特に整備が必要な車両・資機材（特殊装備

車両、後方支援車両、情報共有資機材等）を備えた緊急消防援助隊の

割合 

＜全国＞ 

93％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） ・緊急消防援助隊の部隊運用の強化を図るための教育訓練等の実施率 

＜全国＞ 

100％【Ｒ７】 → 100％【毎年度】 

（新設） ・航空消防防災体制の充実のため、航空小隊に特に必要な航空機・資

機材（消防防災ヘリコプター（消防庁ヘリコプターを含む。）、ヘリサ

ット地球局、持込型機上装置）の整備完了率 

＜全国＞ 

94％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ12】 

(ⅱ)救助体制の充実【消防庁】（再掲） （削除） 

・特別高度救助隊等の整備や車両・資機材の配備を進めることにより、

救助体制の充実を図る。 

（削除） 

(ⅲ)警察災害派遣隊の充実強化等【警察庁】（再掲） （ⅱ）警察災害派遣隊の充実・強化等【警察庁】（再掲） 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

・より災害現場に即した環境での体系的・段階的な訓練の実施、車両・

装備資機材の充実強化等により、警察災害派遣隊の救出救助能力の

強化、持続活動能力の向上、効果的な部隊運用等を図る。 

・より災害現場に即した環境での体系的・段階的な訓練の実施、車両・

装備資機材の充実・強化等により、警察災害派遣隊の救出救助能力

の強化、持続活動能力の向上、効果的な部隊運用等を図る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・広域緊急援助隊の部隊強化のため管区単位の合同訓練の実施率 

＜全国＞ 

100％【Ｒ７】 → 100％【毎年度】 

(ⅳ)救助部隊の体制整備【防衛省】（再掲） （ⅲ）救助部隊の体制整備【防衛省】（再掲） 

・首都直下地震発災時に、より迅速かつ適切な自衛隊の災害派遣活動

を行い得る体制を整備する。 

・首都直下地震発災時に、より迅速かつ適切な自衛隊の災害派遣活動

を行い得る体制を整備する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・災害救助能力の向上に資する装備品（ＣＨ－47Ｊ／ＪＡ）の整備率 

＜全国＞ 

０％【Ｒ５】 → 100％【Ｒ９】 

(ⅴ)救助勢力の機動性の向上と充実・強化【海上保安庁】（再掲） （ⅳ）救助勢力の機動性の向上と充実・強化【海上保安庁】（再掲） 

・機動性の高い救助体制の充実・強化を図る。 ・機動性の高い救助体制の充実・強化を図る。 

（新設） （ⅴ）マイナ救急の全国展開・機能拡充【消防庁】 

（新設） ・国民の命を守るために、全国どの救急車でもマイナ救急が実施でき

る環境を推進する。 

（新設） ・マイナ救急の機能拡充を行い、救急業務の円滑化を図っていく必要

がある。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・消防本部におけるマイナ救急（救急隊員が傷病者のマイナ保険証を

活用し、傷病者に関する情報を把握する取組）の導入完了率（再掲） 

＜緊急対策区域（消防本部）＞ 

16.7％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） （ⅵ）道路における防災拠点機能強化【国土交通省】 

（新設） ・道路における防災拠点機能の強化を図るため、道の駅における防災

対策を促進する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・道の駅における防災対策（防災上の位置付け（地域防災計画への位

置付け）がある道の駅の建物の無停電化及び災害時も活用可能なト

イレの確保）の完了率（再掲） 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

44％【Ｒ５】 → 72％【Ｒ12】 

（新設） （ⅶ）避難地や救援・救護活動の拠点等となる防災公園の整備・機能

強化の推進【国土交通省】 

（新設） ・地震災害に対応した防災公園の整備により、災害発生時の避難地や

救援・救護活動の拠点等としての機能を確保する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・防災拠点や避難地等の確保を図るために整備が必要な防災公園の対

策（避難場所となる運動施設、支援部隊の活動拠点となる広場、災害

応急対策に必要な備蓄倉庫・発電施設等の整備）完了率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

48％【Ｒ５】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） ・広域防災拠点・地域防災拠点・広域避難地となる防災公園における

災害時に活用可能なトイレの確保率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

27％【Ｒ４】 → 50％【Ｒ12】※ 

※ ソフト施策により災害時のトイレ機能が確保され得ることを考慮し、半数の都

市公園で非常用トイレの整備により災害時のトイレ機能を確保することとして

目標を設定 

（新設） ・広域防災拠点・地域防災拠点・広域避難地となる防災公園における

災害時に活用可能な給水施設の確保率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

42％【Ｒ４】 → 50％【Ｒ12】※ 

※ ソフト施策により災害時の給水機能が確保され得ることを考慮し、半数の都市

公園で非常用井戸等の整備により災害時の給水機能を確保することとして目

標を設定 

（新設） カ 災害時の医療・保健・福祉機能 

（新設） 災害拠点病院について、非常用電源の確保、衛星電話の設置、飲料

水・食料・医薬品の備蓄、ヘリポートの整備等を図り、また、一般病

院や診療所についても、施設の耐震化を始めとした備えに取り組む。 

（新設） 発災後も高齢者や障害者等の要配慮者に対する医療・福祉サービス

の提供を継続できるよう、医療施設や福祉施設は、施設の耐震化、Ｂ

ＣＰの策定及び策定されたＢＣＰの実効性の確保等に取り組む必要が

ある。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） 医療機関の被災によりその機能が著しく低下する中で、大量に発生

が予想される重傷者や重篤な患者等に対応するため、国〔厚生労働省

等〕及び地方公共団体は、災害医療情報の共有化を進めるとともに、

ＤＭＡＴ・救護班等の派遣、医薬品・医療資機材の供出及び災害拠点

病院を中心とした広域医療搬送についての体制の充実を図り、平時か

らの訓練及び広域災害に備えたチームの計画的な養成を推進する。医

療機関においては、地方公共団体と協力した医薬品の備蓄等を推進す

る。 

（新設） 国〔厚生労働省〕、地方公共団体及び医療機関は、限られた医療資源

を重傷者等に充てるため、軽傷の場合は在宅や避難所等での応急救護

とすること、中等傷の場合は地域の病院やクリニック等で処置を行う

などの体制の充実と住民意識の啓発等を行う。 

（新設） また、広域医療搬送だけでは限界があることから、発災時における

医療機関の早期復旧、臨時医療施設の開設、地域内搬送手段の多様化

等を図るための体制を構築する。 

（新設） 国〔厚生労働省〕及び地方公共団体は、被災した医療機関や避難所

等の機能の補完のため、医療コンテナ等を活用した医療提供体制の整

備を推進する。 

（新設） 国〔内閣府等〕は、ひっ迫する陸上の医療機能の補完として、船舶

を活用した医療提供体制等の整備を推進する。 

（新設） 国〔厚生労働省〕は、被災都道府県等の被害状況等に係る迅速な情

報収集、保健医療福祉調整本部の速やかな設置及び運営の支援等を目

的とし、必要に応じて災害発生の急性期（おおむね 48 時間以内）にＤ

ＨＥＡＴ（災害時健康危機管理支援チーム）先遣隊を派遣する。地方
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

公共団体は、ＤＨＥＡＴを派遣し、被災者の健康管理の応援等を行う

仕組みを整備する。国〔厚生労働省〕は、そのための支援を行う。 

（新設） 地方公共団体においては、発災後の福祉ニーズの増加に対応できる

よう、被災した福祉施設・福祉サービス等の機能の補完や地域包括ケ

アシステムの早期復旧のため、ＤＷＡＴ（災害派遣福祉チーム）等の

災害福祉支援の専門職の応援体制の整備や活動拠点の検討を行うとと

もに、被災人口に占める高齢者の要介護度別等の被災者数を見積もり、

保健医療福祉活動支援の拠点となる広域的な活動拠点をあらかじめ検

討する。 

（新設） 【目標】 

（新設） （ⅰ）医療施設・社会福祉施設等の耐震化【厚生労働省及びこども家

庭庁】（再掲） 

（新設） ・災害時の医療の拠点となる災害拠点病院及び救命救急センターのみ

ならず、一般病院・診療所や社会福祉施設等の耐震性が不十分な建

物について、耐震補強や非構造部材の対策等を図る。 

（新設） ・社会福祉施設等のブロック塀等の改修を行う。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・災害拠点病院等（災害拠点病院、救命救急センター及び二次救急医

療機関）の耐震化率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

84.0％【Ｒ４】 → 100％【Ｒ23】 

（新設） ・廃止予定の施設等を除く全ての社会福祉施設等の耐震化率 

＜全国＞ 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

99.47％【Ｒ２】 → 99.71％【Ｒ12】 

（新設） ・廃止予定の施設等を除く全ての社会福祉施設等のうち、倒壊のおそ

れのあるブロック塀の改修が必要とされる施設の対策完了率 

＜全国＞ 

20％【Ｒ４】 → 53％【Ｒ12】 

（新設） （ⅱ）医療機関等の事前防災対策の強化【厚生労働省】 

（新設） ・医療機関等のライフライン機能維持に向けた対策を推進する。 

（新設） ・医療機関が、被災後も早期に診療機能を回復できるようＢＣＰの整

備を進める。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・全国の災害拠点病院等（災害拠点病院、救命救急センター、周産期

母子医療センター及び二次救急医療機関）における非常用自家発電

設備設置率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

85.4％【Ｒ４】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） ・全国の災害拠点病院等（災害拠点病院、救命救急センター、周産期

母子医療センター及び二次救急医療機関）における給水設備整備完

了率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

84.5％【Ｒ４】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） ・ＢＣＰを策定している災害拠点病院等（災害拠点病院、救命救急セ

ンター、周産期母子医療センター及び二次救急医療機関）の割合 

＜緊急対策区域（都県）＞ 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

55％【Ｒ４】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） （ⅲ）社会福祉施設等の事前防災対策【厚生労働省及びこども家庭庁】 

（新設） ・社会福祉施設等のライフライン機能維持等に向けた対策を推進す

る。 

（新設） ・社会福祉施設等が、被災後も早期に機能を回復できるよう、ＢＣＰ

の策定と訓練の実施等のＢＣＰの実効性を高めるための取組を推進

する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・廃止予定の施設等を除く全ての社会福祉施設等のうち、大規模地震

時にも対応可能な非常用自家発電設備（３日分の電力確保）の強化

が必要とされる施設の対策完了率 

＜全国＞ 

12％【Ｒ４】 → 49％【Ｒ12】 

（新設） （ⅳ）ＤＭＡＴやＤＰＡＴ等の充実【厚生労働省】（再掲） 

（新設） ・ＤＭＡＴやＤＰＡＴ等の養成や、事務局の体制を強化する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・各災害拠点病院におけるＤＭＡＴ保有率（基幹災害拠点病院２チー

ム以上又は地域災害拠点病院１チーム以上） 

＜全国＞ 

100％【Ｒ６】 → 100％【毎年度】 

（新設） （ⅴ）医療コンテナの活用【厚生労働省】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・可動性のある医療コンテナの整備充実を図る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・可動性のある医療コンテナを有する三次医療圏の割合 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

90％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ12】※ 

※ 災害時の利活用方法について厚生労働科学研究等を通じ検討を進めつつ、Ｒ12以

降も各都道府県全体で各二次医療圏１基以上に相当する個数の医療コンテナ（災

害時に利用可能な可動性を有するもの）の保有を目指す等導入拡大を図る。 

（新設） （ⅵ）船舶を活用した医療提供体制等の整備【内閣府等】 

（新設） 

 

・ひっ迫する陸上の医療機能の補完として、船舶を活用した医療提供

体制等の整備・充実を図るとともに、関係府省庁、地方公共団体、

医療団体等と連携し、首都直下地震を想定した訓練を実施する。 

（新設） （ⅶ）保健衛生・防疫対策の推進【厚生労働省】 

（新設） ・ＤＨＥＡＴ（災害時健康危機管理支援チーム）の養成により衛生対

策を推進する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・地方ブロックＤＨＥＡＴ協議会が主催する、ＤＨＥＡＴ訓練や研修

等の開催率 

＜全国＞ 

100％【Ｒ７】 → 100％【毎年度】 

（新設） （ⅷ）福祉施設・福祉サービス等の機能の充実【厚生労働省】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・ＤＷＡＴ等の災害福祉支援の専門職の応援体制の整備を促進すると

ともに、被災人口に占める高齢者の要介護度別等の被災者数を見積

もり、保健医療福祉活動支援の活動拠点の検討を促す。 

（新設） キ 物資調達・輸送 

（新設） 国〔総務省、厚生労働省、農林水産省及び資源エネルギー庁〕及び

地方公共団体は、食料、飲料水、燃料等の生活必需品及び医薬品、通

信機器等の備蓄又は調達体制の整備を行うものとする。 

（新設） 国〔内閣府〕は、プッシュ型支援物資のうち、発災後の避難生活で

すぐに必要で、調達に時間を要する物資について、予め各地域への分

散備蓄に取り組む。 

（新設） また、物資輸送機能を確保するため、国〔国土交通省〕、地方公共団

体、物流事業者等は、協定の締結等による官民協力・連携による緊急

物資輸送体制を構築するとともに、支援物資拠点となる物流施設にお

ける非常用電源設備の導入を促進する。 

（新設） 国〔警察庁、総務省、厚生労働省、農林水産省、資源エネルギー庁

及び国土交通省〕、地方公共団体、物流事業者等は、避難所のみならず、

自宅で生活をする人々への物資を確保するため、災害支援物資や燃料

の輸送のみならず、生活必需品の店舗販売を含め必要な物流の確保に

向け、あらかじめ防災計画に基づく関係事業者との調整、物資確保に

必要な車両を緊急通行車両とすることの検討等の備えを進める。その

上で、国〔内閣府、警察庁、消防庁等〕は、事業者等へ「緊急通行車両

確認標章」の事前取得を促すとともに、申請のオンライン化による事

前確認の手続簡素化を推進する。また、国〔資源エネルギー庁〕、地方

公共団体、石油事業者等は、緊急自動車や、災害応急対策に従事する
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

「緊急通行車両確認標章」を掲げる車両に対し、優先給油を行える仕

組みを構築する。 

（新設） さらに、各機関の非常用救援物資の備蓄量及び民間の生産在庫量に

ついて短時間で情報を集約し、被災地に効率的に配送ができる体制や、

必要な物資を見込みで配送するための需要予測手法の構築等を進め

る。 

（新設） 【目標】 

（新設） （ⅰ）備蓄の充実、物資の情報管理の整備【内閣府】 

（新設） ・地方公共団体や住民等における女性や多様な主体の視点を踏まえた

備蓄の充実を進めるとともに、備蓄物資や応援物資等に関する情報

管理の仕組みを整備する。 

（新設） ・全国 10 地域へのプッシュ型の物資備蓄を推進する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・スフィア基準を満たす避難所を設置するために必要となるトイレ、

ベッド等の災害用物資・資機材の備蓄を行っている市区町村の割合 

＜全国＞ 

―【Ｒ６】※ → 100％【Ｒ12】 

※ 令和６年 12 月に改定した「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取

組指針」（平成 25 年８月内閣府）等を踏まえ、今後、スフィア基準に適合するた

めに必要となる災害用物資・資機材の市区町村による備蓄状況を確認する。 

（新設） ・地方公共団体における新物資システム（Ｂ－ＰＬｏ）の操作訓練参

加率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

０％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） ・地方公共団体における新物資システム（Ｂ－ＰＬｏ）の操作訓練参

加率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

０％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） （ⅱ）緊急輸送体制の確保【国土交通省】 

（新設） ・発災時の緊急輸送体制を確保するための対策を推進する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・全国の市区町村と物流事業者団体との間の支援物資物流に関する協

力協定の締結完了率（再掲） 

＜全国＞ 

62％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） ・民間物資拠点のうち、災害時に物流拠点としての機能を維持するこ

とができる電源設備の導入完了率 

＜全国＞ 

19.7％【Ｒ５】 → 50％【Ｒ12】 

（新設） ク 燃料の供給対策 

（新設） 医療施設、避難所となる学校及びライフライン等の重要施設に迅速

に燃料を供給するため、国〔資源エネルギー庁〕は、石油事業者等に

よる以下の取組を促進する。 

（新設） ・製油所の石油製品の生産・入出荷機能の早期回復のための設備の安

全対策、非常用発電設備の充実等の製品の安定供給機能の確保 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・災害時石油供給連携計画に基づいた系列を越えた事業者間での情報

共有、施設共同利用等による供給体制の構築 

（新設） ・指定行政機関、地方公共団体等と連携した共同オペレーション訓練、

模擬給油訓練等の実施 

（新設） ・製油所等の出荷拠点から給油所に至るサプライチェーン全体をカバ

ーする「系列ＢＣＰ」の不断の見直し 

（新設） ・地方公共団体等との間の重要施設の燃料供給に関する事前情報共有

体制の整備 

（新設） ・医療施設、避難所となる学校及びライフライン等の重要施設の住所

や設備情報の地方公共団体との共有、発災時の供給優先度の設定等

の迅速な燃料供給への備え 

（新設） ・ガソリンスタンド・ＬＰガス中核充填所における非常用電源等の確

保 

（新設） ・ガソリンスタンドにおける自動車のエンジンによるバッテリー機能

を活用した給油設備の備え 

（新設） 国〔資源エネルギー庁〕は、発災直後から緊急輸送が行えるよう、

あらかじめ手続の簡素化や一時的な規制の緩和を準備する。 

（新設） 地方公共団体、事業者等は、平時からの燃料調達を含めた協定を締

結するなど、ガソリンスタンドとの連携体制を構築する。 

（新設） 国〔資源エネルギー庁〕、地方公共団体、石油事業者等は、被災地に

おける自家用車の活用等の燃料が必要となることを踏まえ、燃料供給

に関して的確な情報提供を行う。 

（新設） 【目標】 

（新設） （ⅰ）製油所等の災害対応能力強化【資源エネルギー庁】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・災害時における石油製品供給の継続のためのＢＣＰの見直しや災害

時石油供給連携計画の訓練の継続及び計画の見直しを実施する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・系列ＢＣＰの不断の見直しにつながる取組の実施率 

＜緊急対策区域に存在する企業単位＞ 

100％【Ｒ６】 → 100％【毎年度】 

（新設） ・災害時石油供給連携計画実施訓練の前年度課題の改善率 

＜全国＞ 

100％【Ｒ６】 → 100％【毎年度】 

（新設） （ⅱ）災害時に備えた燃料供給体制の確保【資源エネルギー庁】 

（新設） ・災害時に地域の燃料供給拠点となるサービスステーションの機能が

確保されるよう災害対応訓練を実施する。 

（新設） ・災害時石油供給連携計画に基づいた訓練を実施し、燃料の供給体制

を構築する。 

（新設） ・燃料供給が途絶した場合に備え、避難所となり得る施設や避難困難

者が多数生じる施設への軽油やＬＰガス等の燃料の自衛的な備蓄等

を促進する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・燃料タンク等を整備した避難所等の社会的重要インフラの割合 

＜全国＞ 

70.3％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） ・地域の燃料供給拠点となるサービスステーションにおける災害対応

訓練実施率 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

―【Ｒ７】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） ・災害時石油供給連携計画実施訓練の前年度課題の改善率（再掲） 

＜全国＞ 

100％【Ｒ６】 → 100％【毎年度】 

オ  膨大な数の避難者・被災者への対応 ケ 避難生活環境の向上 

膨大な数の避難者・被災者へ対応するため、国〔内閣府等〕は、都

県及び市町村による以下の取組を促進する。 

膨大な数の避難者・被災者へ対応するため、国〔内閣府等〕は、地

方公共団体による以下の取組を促進する。 

・避難所の耐震化や天井の脱落防止対策、備蓄倉庫の整備 ・避難所の耐震化や天井の脱落防止対策、備蓄倉庫の整備及び施設設

計段階から避難所としての活用を想定したフェーズフリー化やバリ

アフリー化 

（新設） ・厳冬期や酷暑期といった厳しい条件を想定した避難所の環境整備 

・避難所における食料・飲料水及び生活必需品、災害用トイレの備蓄、

非常用電源の整備、災害用ＬＰガスバルクの設置など燃料の確保等 

・避難所におけるスフィア基準等に沿った避難所運営（トイレ・温か

い食事・寝床等の整備等）や備蓄及び災害用ＬＰガスバルクの設置

等の燃料の確保並びに災害時に活用可能なキッチンカー、トイレカ

ー、ランドリーカー等の移動型車両・コンテナ等の所在情報の一元

化等の推進 

（新設） ・再生可能エネルギーや蓄電池等の活用等を通じた自立・分散型シス

テムの導入推進 

・し尿や生活ごみの速やかな処理体制の確保等の衛生管理 （削除） 

・地域コミュニティやボランティアによる避難所の運営マニュアル等

の明確化 

・要配慮者が安心して生活できる設備や人員等の体制を整備した福祉

避難所の指定並びに地域コミュニティや避難所の運営に精通した事

業者、ＮＰＯ、ボランティア団体等による避難所の運営及び女性や
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

多様な主体の避難所運営への参画並びにこれらのマニュアル等の明

確化 

（新設） ・し尿や生活ごみの速やかな処理体制の確保等の衛生管理 

・緊急避難場所として機能する公園や空地の確保、河川の整備及び避

難者の滞留が想定される公園等における備蓄倉庫等の確保 

（削除） 

・ホームページやＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）等の活

用を含めた避難者に対する的確な情報提供体制の構築 

・ホームページやＳＮＳ等の活用を含めた避難者に対する的確な情報

提供体制の構築 

・避難者の家族間で複数の安否確認手段を使用する重要性の周知など

速やかな安否確認 

・避難者の家族間で速やかな安否確認を行うため、複数の安否確認手

段を使用する重要性の周知等 

・災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣 ・ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）の派遣 

さらに、首都地域においては、自力での災害対応が困難な要配慮者

だけでも膨大な数に上るため、要配慮者への対応を優先し、自宅にお

ける一定の生活環境確保の支援、疎開・自主帰省の促進などにより、

避難所への避難者数の低減に係る対策を促進する。 

（削除） 

また、周辺県や全国への被災者の広域避難（遠地避難）とその受入

れの枠組を具体化するとともに、空き家・空室の提供、民間住宅の借

上げ、ホテル・旅館の活用、応急仮設住宅の早期提供等の体制の整備

により、膨大な避難者・被災者の発生、応急住宅需要に対応する。 

（削除） 

（新設） 被災地のこどもたちの教育環境確保のため、国〔文部科学省〕及び

地方公共団体は、学校が避難所として活用される期間の短縮のほか、

被災地外からの教職員等の派遣等による学びの継続・学校の早期再開

のための方策を検討する。 

（新設） 国〔外務省〕及び地方公共団体は、駐日外国公館等との具体的な連

携の在り方、外国人観光客の避難・帰国のプロセスとその支援等を検
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

討する。また、地方公共団体は、災害時通訳ボランティアの避難所へ

の派遣や多言語音声翻訳アプリの活用について検討する。さらに、外

国人被災者への支援のため、国〔総務省〕は、地方公共団体等と協力

し、災害時外国人支援情報コーディネーターの育成を図る。 

（新設） また、国〔環境省〕及び地方公共団体は、ペットを伴う避難者の受

入れに係る配慮について検討を行うものとする。 

【目標】 【目標】 

避難行動要支援者の避難支援等対策の推進【内閣府、消防庁】 （削除） 

・市町村が避難行動要支援者名簿を作成・活用し、避難行動要支援者

の避難支援等を適切に実施する。 

（削除） 

（新設） （ⅰ）防災拠点となる公共施設等の耐震化【警察庁、消防庁及び文部

科学省】 

（新設） ・避難所や災害対策の拠点となる公共・公用施設及び不特定多数の者

が利用する公共施設等の耐震化や非構造部材の対策を図る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・避難所等にもなる公立社会体育施設における構造体の耐震対策完了

率（再掲） 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

90.4％【Ｒ５】 → 100％【Ｒ10】 

（新設） （ⅱ）避難生活環境の整備等【内閣府、文部科学省、資源エネルギー

庁及び環境省】 

（新設） ・避難所の環境整備を推進する。特に、酷暑期等の厳しい条件も想定

して環境整備を進める。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・温かい食事の提供等が行われる避難生活環境を確保するため、地方

公共団体と事業者や事業者団体等との間における協定の締結等の連

携体制の整備を促進する。 

（新設） ・災害時に活用可能なキッチンカー、トイレカー、ランドリーカー等

の移動型車両・コンテナ等を被災地のニーズに応じて迅速に提供す

るため、所在情報の一元化等を推進する。 

（新設） ・避難所における再生可能エネルギーや蓄電池等の活用等を通じた自

立・分散型システムの導入を進める。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・スフィア基準を満たす避難所を設置するために必要となるトイレ、

ベッド等の災害用物資・資機材の備蓄を行っている市区町村の割合

（再掲） 

＜全国＞ 

―【Ｒ６】※ → 100％【Ｒ12】 

※ 令和６年 12 月に改定した「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた

取組指針」（平成 25 年８月内閣府）等を踏まえ、今後、スフィア基準に適合

するために必要となる災害用物資・資機材の市区町村による備蓄状況を確認

する。 

（新設） ・温かい食事を提供するほか、発災直後からスフィア基準を満たす避

難所の割合 

＜災害時に開所された避難所＞ 

０％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） ・温かい食事の提供のために、事業者や事業者団体等との協定を締結

した割合（再掲） 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

―【Ｒ７】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） ・被災地の支援に向けたキッチンカー・トレーラーハウス等の登録制

度に登録された車両数 

＜全国＞ 

―【Ｒ６】 → 1,000 台【Ｒ12】※ 

※関係者へのヒアリング等から、登録制度の登録対象となり得ると想定される車両

数 

（新設） ・燃料タンク等を整備した避難所等の社会的重要インフラの割合（再

掲） 

＜全国＞ 

70.3％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） ・指定避難所等のうち、緊急に整備が必要な公共施設等における災害

時に活用可能な再生可能エネルギー設備等の導入完了率 

＜全国＞ 

25％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） ・避難所等にもなる公立小中学校の体育館等（体育館、武道場）にお

ける空調設備の設置完了率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

36.7％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） ・避難所等にもなる公立社会体育施設のうち、空調設備の設置が必要

と認められる室における設置完了率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

47.8％【Ｒ５】 → 51.0％【Ｒ12】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・避難所等にもなる公立小中学校におけるトイレの洋式化の整備完了

率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

75.5％【Ｒ５】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） ・避難所等にもなる公立小中学校におけるバリアフリー化の整備完了

率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

72％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） ・避難所等にもなる私立学校におけるバリアフリー化の整備完了率 

＜全国＞ 

37％【Ｒ４】 → 65％【Ｒ12】 

（新設） （ⅲ）避難所における衛生対策の推進【厚生労働省】 

（新設） ・「避難所生活を過ごされる方々の健康管理に関するガイドライン」

（平成 23 年６月 23 日厚生労働省）の周知により衛生対策を推進す

る。 

（新設） （ⅳ）災害時の外国人対応【外務省及び総務省】 

（新設） ・発災時の外国人への対応、具体的には安否確認や避難・帰国支援が

円滑に進められるよう、地方公共団体等から入手した情報を提供す

るなど、駐日外国公館等との連携を強化する。 

（新設） ・災害時外国人支援情報コーディネーターの育成を推進する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・災害発生時の情報連携に関する訓練を実施している駐日外国大使館

の割合（再掲） 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

100％【Ｒ７】 → 100％【毎年度】 

カ  膨大な数の帰宅困難者等への対応 （削除） 

国〔内閣府、国土交通省等〕、都県、市町村及び民間事業者は、膨大

な数の帰宅困難者等に対応するため、「むやみに移動を開始しない」と

いう基本原則や家族等の安否確認手段について平時から積極的に広報

するとともに、一斉帰宅の抑制や一時滞在施設の確保等の取組を推進

する。 

（削除） 

一斉徒歩帰宅者の発生を抑制するためには、企業、学校等における

従業員、生徒等の一時収容対策の促進が重要であり、国〔内閣府、文

部科学省〕、都県及び市町村は、企業・学校等による以下の取組を促進

する。 

（削除） 

・発災時に自社従業員や生徒等を一定期間収容することの必要性の周

知及び必要な食料・飲料水、災害用トイレ等の備蓄の推進 

（削除） 

・発災時における保護者等との連絡体制等の検討及び発災した場合の

行動の周知 

（削除） 

また、一時滞在施設は、公共施設のみではまかないきれないことか

ら、共助の観点から、民間施設を主体とした一時滞在施設の確保に努

めるため、関係行政機関、民間事業者等からなる帰宅困難者等対策連

絡調整会議の場を活用する等により、地方公共団体と民間事業者との

協定の締結、地域防災計画等への滞在拠点施設の位置付け等を促進す

る。 

（削除） 

さらに、都心部や帰宅支援対象道路に沿った公的施設の活用、事業

者、沿道自治会等による滞留者や徒歩帰宅者のために必要な飲料水、

（削除） 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

トイレ等の確保、分かりやすい地図案内板の設置、外国人等向けのピ

クトグラムによる災害時の対応行動の可視化等を促進する。 

キ 広域連携のための防災拠点、交通基盤の確保 （削除） 

国〔内閣府、農林水産省、国土交通省〕、都県は、円滑な応急対策活

動のための環境を確保するため、道路、河川、都市公園、海岸隣接部

及び港湾・漁港に都県域を超える支援を行うための広域的な防災拠点

について、あらかじめ明確にしておくこととする。また、効果的な広

域オペレーションを実施するため、首都圏の広域防災のヘッドクォー

ターの機能等を有する東京湾臨海部基幹的広域防災拠点（有明の丘地

区）及び被災時における物流コントロール機能の一部を有する東京湾

臨海部基幹的広域防災拠点（東扇島地区）を中心に、各拠点の役割分

担を明確にするとともに、東京湾臨海部基幹的広域防災拠点が、所期

の機能を発揮できるよう、適切な運営体制を確立する。 

（削除） 

ク 物資の絶対的な不足に対応した物資輸送機能の確保 （削除） 

首都圏の物資輸送機能の著しい低下と、被災地内で深刻な物資不足

の発生を防ぎ、また、全国での生活物資の買い付け行動といった社会

的混乱を回避することが必要である。このため、国〔総務省、厚生労

働省、農林水産省、経済産業省〕、都県及び市町村は、食料、飲料水、

燃料等の生活必需品及び医薬品並びに通信機器等の備蓄又は調達体制

の整備を行うものとする。 

（削除） 

また、物資輸送機能を確保するため、国〔国土交通省〕、都県、市町

村及び物流事業者等は、協定の締結等による官民協力・連携による緊

急物資輸送体制を構築するとともに、支援物資拠点となる物流施設に

おける非常用電源や非常用通信設備の導入を促進する。加えて、国〔経

（削除） 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

済産業省〕、都県、市町村、石油事業者等は、緊急自動車や、災害応急

対策に従事する「緊急通行車両確認標章」を掲げる車両に対し、優先

給油を行える仕組みを構築する。さらに、国〔警察庁、総務省、厚生

労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省〕、都県、市町村、物流

事業者等は、避難所のみならず、自宅で生活をする人々への物資を確

保するため、災害支援物資や燃料の輸送のみならず、生活必需品の店

舗販売を含め必要な物流の確保に向け、あらかじめ防災計画に基づく

関係事業者との調整、物資確保に必要な車両を緊急通行車両とするこ

との検討などの備えを進める。 

ケ 的確な情報収集・発信 （削除） 

国、都県、市町村及び防災関係機関は、現地災害対策本部及び各都

県の災害対策本部等において、迅速に被災直後の状況等を収集する体

制を充実させる。被災地の被害情報の収集に当たっては、調査のため

の職員派遣、ヘリコプターや自動二輪車等の機材、各種通信手段の効

果的活用等により、あらゆる手段を尽くした被害情報の把握に努める。

また、収集した情報を関係省庁、指定公共機関等の関係機関等で共有

化するため、これらの本部をつなぐ系統的な情報伝達システムの強化

及び収集情報の共有のシステム化、防災情報システムの活用を進める。 

（削除） 

さらに、各機関の非常用救援物資の備蓄量及び民間の生産在庫量に

ついて短時間で情報を集約し、被災地に効率的に配送ができる体制、

必要な物資を見込みで配送するための需要予測手法の構築等を進め

る。 

（削除） 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

情報発信については、国〔内閣府等〕は、発災時に、我が国の経済

社会の状況や被害等について正確な事実を国民及び諸外国に向けて発

信するため、あらかじめ広報計画を作成するなどの備えを講じる。 

（削除） 

被災者等に対しては、国、都県及び市町村は、必要な情報が確実に

伝達され、かつ共有されるよう、マスメディアとの連携強化やＩＣＴ

の活用を含め、情報提供の円滑化を図る。 

（削除） 

さらに、国、都県等の情報発信に齟齬が生じないよう、一定の役割

分担の下、一体的な情報発信及び情報提供に努める。特に、発災初期

の段階は、インターネット等を通じて風評や「デマ」が大量に流布す

るなどのおそれがあることから、これらの情報を速やかに把握し、事

実確認、打消し情報の発信等に努める。 

（削除） 

（新設） コ ライフラインやインフラの早期復旧 

（新設） 国〔国土交通省等〕、地方公共団体、ライフライン事業者及びインフ

ラ事業者は、発災後に現場復旧を担う地域の建設会社や建設業従事者

等の担い手確保のための取組を推進する。 

（新設） 国〔内閣府等〕は、復旧見込み情報等の共有や連携体制の強化、復

旧活動の調整方法等の検討を推進し、効率的なライフラインやインフ

ラの復旧のため、新総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）等を

活用し、ライフライン事業者やインフラ事業者への情報共有や、利用

者への情報発信を行う仕組みを検討する。 

（新設） また、国〔各府省等〕、地方公共団体及び施設管理者は、二次災害・

複合災害の発生を防止するため、交通インフラ、土砂災害防止施設・

危険箇所、河道閉塞等の土砂災害発生箇所その他防災上・社会上重要
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

な施設の破損等について災害発生後緊急的に点検・調査し、支障があ

る場合には迅速な応急対策を行う体制を構築する。 

（新設） （ア）ライフラインや情報通信インフラの復旧体制の構築 

（新設） 人命に関わる重要施設に係るライフラインや情報通信インフラを優

先的に早期に復旧させることができるよう、人材確保や資機材の配備、

復旧訓練の充実等により復旧体制を強化する。 

（新設） ア）電気 

（新設） 電気事業者は、全国の他の電気事業者の応援による復旧支援体制及

び早期復旧に向けた他のライフライン事業者及びインフラ事業者との

情報共有・連携体制を構築する。 

（新設） イ）ガス 

（新設） 都市ガス事業者は、大規模な供給停止により他の地域のガス事業者

が応援に入る場合等に備えて、事業者間での共同訓練を行う。 

（新設） ＬＰガス事業者は、卸事業者や配送委託事業者と連携して供給継続

するなどの体制を構築する。 

（新設） ウ）上下水道 

（新設） 上下水道事業者は、上下水道一体で復旧すべき最優先復旧箇所を平

時から定めるとともに、上下水道施設の被害状況に応じた復旧支援を

実施するため、国〔国土交通省〕が上下水道一体で全体調整を行い、

関係機関と連携し、地震の規模に応じたプッシュ型での支援を含め、

全国の他の上下水道事業者の応援による復旧支援体制を構築する。 

（新設） また、処理場等の防災拠点化を進める。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） 被災者が自宅に早期帰還するためには、宅内配管の早期復旧が必要

であり、そのために被災状況の早期把握や迅速な復旧に向けて、工事

業者の確保等の体制を構築する。 

（新設） 【目標】 

（新設） 上下水道の復旧体制の構築【国土交通省】 

（新設） ・上下水道の利用を早期に復旧できる体制を構築する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・上水道事業者及び水道用水供給事業者における危機管理マニュアル

の策定率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

80％【Ｒ４】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） エ）情報通信インフラ 

（新設） 電気通信事業者は、移動基地局の配備等の通信に係る応急復旧体制

の強化に取り組む。 

（新設） また、避難所や災害対策拠点の通信環境確保等を行うため、新しい

通信サービス・機器の迅速な立ち上げと継続的な運営を地域が自ら円

滑に行えるような仕組みづくりを検討する。 

（新設） （イ）交通インフラや河川・海岸施設等の復旧体制の構築 

（新設） 国〔国土交通省等〕は、交通インフラや河川・海岸の各施設の復旧

に当たっての全体調整が行える体制を構築する。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） 災害発生時に、特に災害拠点病院等の人命に関わる重要施設への移

動が可能となるよう、優先的に早期に復旧させるための人材確保や資

機材の配備等により復旧体制を強化する。 

（新設） ア）道路 

（新設） 道路については、「ウ 道路啓開と道路交通渋滞対策等」に記載した

ところによる。 

（新設） イ）鉄道 

（新設） 被災鉄道施設の災害復旧を迅速に進めるため、独立行政法人鉄道建

設・運輸施設整備支援機構によるＲＡＩＬ－ＦＯＲＣＥを通じた支援

を迅速かつ高度に実施できるよう、国〔国土交通省〕はＲＡＩＬ－Ｆ

ＯＲＣＥの体制構築や隊員の対応能力向上と資機材のＩＣＴ化・高度

化を促進する。 

（新設） 鉄道事業者が部分的な復旧、折り返し運転等を行う際には、バス代

行輸送の広域的な応援や連絡調整のための体制等を確保することが必

要である。 

（新設） 【目標】 

（新設） 鉄道の早期復旧に向けた体制構築【国土交通省】 

（新設） ・ＲＡＩＬ－ＦＯＲＣＥによる被災状況の把握及び復旧に向けた技術

的助言を、より迅速かつ高度に実施するためにＲＡＩＬ－ＦＯＲＣ

Ｅ隊員の対応能力向上と資機材のＩＣＴ化・高度化を図る。 

（新設） 【具体目標】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・鉄道施設の被災状況調査を行うＲＡＩＬ－ＦＯＲＣＥ隊員のデジタ

ルツールに関わる訓練・研修・講習等（対象隊員数：約 50 人）への

参加完了率（再掲） 

＜全国＞ 

12％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ10】 

（新設） ウ）港湾 

（新設） 港湾管理者は、港湾ＢＣＰ・広域港湾ＢＣＰの策定を進めるととも

に、それらの実効性を高めるため、ＢＣＰに基づく防災訓練等の実施

を進め、周辺状況の変化等に応じてＢＣＰを不断に見直す。 

（新設） また、港湾施設の迅速な復旧のため、資機材の備蓄や、関係事業者

との協定締結、作業船の確保の体制構築等の事前の備えを行う。くわ

えて、東京湾沿岸の主要港や企業専用の埠頭において、早期の港湾施

設利用再開に係る取組を推進する。 

（新設） 船舶を利用した被災地支援を円滑化するために、受援側港湾だけで

なく支援側港湾においても、支援船等の利用調整を行い港湾利用の最

適化を図る。 

（新設） 国〔国土交通省及び海上保安庁〕は、東京湾内の航路啓開実施体制

のほか、災害発生時の代替輸送ルートの確保や代替港湾の利用のため

の体制の構築等について関係者と検討・調整する。 

（新設） 【目標】 

（新設） （ⅰ）港湾の早期復旧に向けた体制構築【国土交通省】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・港湾ＢＣＰ・広域港湾ＢＣＰの実効性を高めるため、ＢＣＰに基づ

く防災訓練等の実施を進めるとともに、周辺状況の変化等に応じて

ＢＣＰを不断に見直す。 

（新設） ・衛星やドローン、カメラ等を活用して、港湾における災害関連情報

の収集・集積を高度化し、災害発生時における迅速な港湾機能の復

旧等の体制を構築するとともに、その分析結果を施設整備に反映す

る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・国際戦略港湾・国際拠点港湾・重要港湾において、直近３年間の港

湾ＢＣＰに基づく訓練の実施割合（再掲） 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

100％【Ｒ６】 → 100％【毎年度】 

（新設） ・国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び開発保全航路のうち、

遠隔かつ早期の現場監視体制を構築するための災害監視システム

（みなとカメラ、強震計、海象計、潮位計、ドローン、利用可否判断

のための事前解析のうち港湾等の特性に応じて必要となるもの）を

緊急的に導入すべき港湾及び開発保全航路における整備完了率（再

掲） 

＜緊急対策区域（市町村）及び緊急対策区域の周辺の水域に存在

する開発保全航路＞ 

10％【Ｒ６】 → 60％【Ｒ12】 

（新設） （ⅱ）効果的な航路啓開に係る関係機関の連携の強化等【国土交通省】 

（新設） ・発災後に速やかに航路を確保できる体制を構築するため、航路啓開

訓練やその結果を踏まえた航路啓開計画の見直し・充実を図る。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・直近３年間に航路啓開訓練が実施された緊急確保航路の割合（再掲） 

＜緊急対策区域の周辺の水域に存在する緊急 確保航路＞ 

100％【Ｒ６】 → 100％【毎年度】 

（新設） エ）空港 

（新設） 空港管理者は、空港業務継続計画（Ａ２－ＢＣＰ）について不断の

見直しを行うとともに、訓練の実施等を通じて実効性を確保し、また、

大規模災害時における空港施設の応急復旧等の迅速化のための検討を

進める。 

（新設） 【目標】 

（新設） 空港の早期復旧に向けた体制構築【国土交通省】 

（新設） ・空港の早期復旧のため、要員の確保や資機材の配備、情報提供方法

等をあらかじめ計画しておくなど、復旧体制の充実を図る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・他空港との連携を空港の業務継続計画（Ａ２－ＢＣＰ）等に位置付

けている計画の策定完了率（再掲） 

＜緊急対策区域等（11 空港）＞ 

０％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） オ）河川・海岸 

（新設） 河川・海岸管理者は、都県等と連携して、堤防等の復旧計画や浸水

地域の排水計画を作成する。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） サ 石油コンビナート災害への対応 

（新設） 石油コンビナート災害が発生した場合の市街地等への被害拡大を防

止するため、国〔消防庁、経済産業省等〕、地方公共団体及び関係事業

者は、石油コンビナート災害に特化したエネルギー・産業基盤災害即

応部隊（ドラゴンハイパー・コマンドユニット）の整備等の災害対応

能力の強化、避難体制の整備等を推進する。また、発災時において、

二次災害防止のため、施設の点検を緊急的に行い、異常がみられる場

合は関係法令に従って速やかに対処できるよう体制を構築する。 

（新設） 【目標】 

（新設） 石油コンビナート災害への対応【消防庁及び経済産業省】 

（新設） ・石油コンビナート災害等のエネルギー・産業基盤災害へ迅速かつ的

確に対応するため、緊急消防援助隊のエネルギー・産業基盤災害即

応部隊（ドラゴンハイパー・コマンドユニット）等を用いた訓練、車

両・資機材の整備等を実施し、災害対応能力の強化を図る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・緊急消防援助隊のうち、特に整備が必要な車両・資機材（特殊装備

車両、後方支援車両、情報共有資機材等）を備えた緊急消防援助隊の

割合（再掲） 

＜全国＞ 

93％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） ・緊急消防援助隊のエネルギー・産業基盤災害即応部隊（ドラゴンハ

イパー・コマンドユニット）等を用いた訓練等を「全国６ブロックに

おける合同訓練で年１回以上」実施 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

＜全国＞ 

100％【Ｒ６】 → 100％【毎年度】 

（新設） シ 治安対策 

（新設） 首都直下地震は被災地域が広範囲にわたることが想定されることか

ら、発災直後の混乱期において治安が悪化することのないよう、国〔警

察庁及び海上保安庁〕及び都県警察は、被災地域外からの警察官の派

遣等を含む所要の警備体制の充実や、地域における防犯ボランティア

組織との連携による警備体制の強化を進める。 

（新設） ス 遺体対策 

（新設） 発見された遺体に対し、遺体の検視、死体調査、身元確認、遺族へ

の遺体の引渡し等を速やかに行えるよう、国〔警察庁及び厚生労働省〕

及び地方公共団体は、検視官の確保に加え、歯科医師を含む医師の被

災地派遣に関する連携・協定等の締結、研修・訓練等を推進する。 

（新設） また、遺体の保管や火葬等のため、地方公共団体は、民間葬儀社と

の連携等により、必要な資機材の確保、遺体の搬送体制の整備、仮安

置所の設定、火葬場の耐震化等を推進する。 

（新設） 【目標】 

（新設） 遺体対策の推進【警察庁】 

（新設） ・大規模災害における遺体の検視、死体調査、身元確認について、関

係機関と訓練を実施することにより連携体制を強化する。 

コ 実践的な防災訓練等の実施 セ 実践的な防災訓練等の実施 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

国〔内閣府等〕、都県、市町村、防災関係機関等は、首都直下地震の

特殊性を十分考慮して、総合防災訓練、各機関の事業継続の確保に係

る訓練、発災時の緊急災害対策本部訓練、広域的応急対策訓練や現地

対策本部訓練等を実施する。訓練から得られた教訓については、災害

応急体制に適切に反映させるものとする。 

国〔内閣府等〕、地方公共団体等の防災関係機関等は、首都直下地震

の特殊性を十分考慮して、総合防災訓練、各機関の事業継続の確保に

係る訓練、発災時の緊急災害対策本部訓練、広域的応急対策訓練、現

地対策本部訓練等を実施する。訓練から得られた教訓については、災

害応急体制に適切に反映させるものとする。 

また、国〔内閣府等〕、都県、市町村及び関係機関は、地方公共団体

の首長や幹部に対する実践的な研修を実施するとともに、防災リーダ

ーの育成も念頭に置き、防災教育の推進を図る。 

国〔内閣府等〕、地方公共団体及び関係機関は、地方公共団体の首長

や幹部に対する実践的な研修を実施するとともに、防災リーダーの育

成も念頭に置き、防災教育の推進を図る。 

【目標】 【目標】 

（新設） （ⅰ）防災訓練の推進【内閣府、消防庁及び防衛省】 

（新設） ・国の行政機関、地方公共団体、その他の公共機関等の防災関係機関

が相互に連携して、防災訓練を総合的かつ計画的に実施する際の指

針を示すことにより、防災訓練を推進する。また、訓練の実効性を高

めるため、図上演習型訓練による各対策本部の状況判断能力の向上、

実状況を模したブラインド型訓練による各実動機関の連携や能力向

上等を図ることに加え、参加型訓練や体験型訓練の実施による住民

の防災意識の醸成を図ることに留意する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・前年度総合防災訓練大綱のフォローアップにより明らかとなった課

題項目の対応率 

＜全国＞ 

96％【Ｒ５】 → 100％【毎年度】 

(ⅰ)防災研修の推進【内閣府、消防庁】 （ⅱ）防災研修の推進【内閣府及び消防庁】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

・防災研修の推進により、地方公共団体の首長及び職員等の防災対応

能力の向上を図る。 

・防災研修の推進により、地方公共団体の首長及び職員等の防災対応

能力の向上を図る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・学習到達度テストの一定点数以上達成者率 

＜全国＞ 

80％【Ｒ５】 → 100％【毎年度】 

(ⅱ)防災教育の推進【内閣府、消防庁、文部科学省、国土交通省】 （削除） 

・防災教育の推進により、地域住民及び児童生徒等の防災知識等の普

及を図る。 

（削除） 

(ⅲ)津波防災訓練の実施【内閣府、消防庁、国土交通省】 （削除） 

・各市町村において、津波避難訓練を実施する。 （削除） 

・国と地方公共団体等が協力して、津波情報等伝達・提供訓練、水門・

陸閘等の閉鎖訓練、救助・救護訓練、道路障害物・港湾危険物撤去訓

練、緊急物資輸送訓練等の津波防災総合訓練を毎年実施する。 

（削除） 

【具体目標】 （削除） 

・津波避難訓練の実施のための助言・指導を行うことにより、津波避

難訓練を毎年実施する市町村の割合 100％（緊急対策区域のうち津

波による浸水のおそれのある全沿岸市町村）を目指す。 

（削除） 

サ 多様な発生態様への対応 （削除） 

国、都県、市町村及び施設管理者は、二次災害・複合災害の発生を

考慮し、庁舎等の公共施設、交通インフラ、土砂災害防止施設・危険

箇所、河道閉塞等の土砂災害発生箇所その他防災上・社会上重要な施

（削除） 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

設の破損等について災害発生後緊急的に点検・調査し、支障がある場

合には迅速な応急対策を行う体制を構築するとともに、国〔国土交通

省等〕は、防災行動計画（タイムライン）の策定等を推進する。さら

に、市町村は、これら重要施設等が十分に機能しない場合を考慮した

避難勧告・指示等の発令方法の検討、緊急避難場所の指定などを行う。

また、国、都県、市町村等は、複合災害により対策本部を複数設置し

た場合の応急対策要員等の計画についてあらかじめ定めておく。 

シ 円滑な復旧・復興に向けた取組 （削除） 

円滑な復旧・復興のためには、膨大な量の災害廃棄物等の仮置場、

災害廃棄物等を処理する施設や仮設住宅設置のための用地等を適切に

確保する必要がある。このため、広域的な処理体制の構築や事前計画

の策定等、国〔内閣府、環境省等〕、都県及び市町村は、広域的な連携

を含めた円滑な復旧・復興体制の確保に努める。また、国〔国土交通

省〕は、交通インフラの復旧に当たり、道路・空港・港湾・鉄道等の

各施設の復旧に当たっての全体調整が行える体制を構築する。さらに、

復旧・復興のための資機材の備蓄や支援部隊等の活動拠点の確保を進

める。 

（削除） 

また、円滑な復興を進めるためには、地域において、当該地域の目

指すべき姿を共有し、長期的な視点も含めて災害に強いまちづくりを

進めることが必要である。大規模災害からの復興に関する法律の施行

を踏まえ、国〔内閣府〕は、被災地方公共団体が復興計画を作成する

ための指針となるマニュアルの整備等により、市町村が、被災を想定

した関係者間の合意形成の進め方等、復興プロセスをあらかじめ検討

し、住民等と共有を図ることを促進する。さらに、国〔国土交通省〕、

（削除） 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

都県及び市町村は、円滑に復興まちづくりが進められるよう、災害危

険性の高い地域において地籍調査の実施等を促進する。 

【目標】 （削除） 

災害廃棄物対策【環境省】 （削除） 

・地震時の災害廃棄物処理の迅速化を図る。 （削除） 

【具体目標】 （削除） 

・災害廃棄物処理計画の策定率を 100％（１都３県の全市町村）に近づ

けることを目指す。（平成 26 年 42％（１都３県の全市町村）） 

（削除） 

（新設） ③ 災害対応ニーズの大幅な抑制と役割の分担 

（新設） 東京圏においては、首都直下地震の発生時に、膨大な数の住民が避

難所に押し寄せると、避難所や避難所のリソースの不足、混乱等が生

じることが想定され、被災地内での災害対応ニーズを抑制するととも

に、避難所に入れない被災者の命を守ることが重要である。そのため、

在宅避難や広域的避難が必要である。 

（新設） また、発災後の混乱を防止するため、一斉帰宅を抑制するとともに、

被災者が早期に通常の生活に戻れるようにするため、企業活動の早期

回復等に努める必要がある。 

（新設） ア 在宅避難の促進 

（新設） 国〔内閣府〕及び地方公共団体は、自宅での生活ができなくなった

人について避難所での支援を行うため、それ以外の人に対して在宅避

難を積極的に進める。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） 国〔国土交通省〕は、建築基準法の耐震基準を上回る高い耐震性能

の住宅の普及に向けた制度の活用を促進する。 

（新設） 国〔内閣府及び農林水産省〕及び地方公共団体は、在宅避難に必要

な家庭備蓄が進むよう、ローリングストックの考え方を浸透させるた

めの普及啓発等の取組を行う。 

（新設） 地方公共団体は、被災者支援に携わる関係者（応援職員を含む行政

職員、保健・医療・福祉関係者、ＮＰＯ、ボランティア等）が連携し

て、地区内の在宅避難者の存在やその支援ニーズを含めた被災者に係

る情報を収集・集約・利用できるよう、標準的なヒアリングシートの

周知を徹底するなどの取組を推進する。 

（新設） 地方公共団体においては、在宅避難者向けの物資支援や保健・福祉

等の行政支援を充実させる。 

（新設） 大規模マンションの管理組合においては、建物本体の耐震性を確保

するとともに、内部設備の地震対策や機能強化を推進する。国〔内閣

府等〕及び地方公共団体は、マンションにおける防災訓練の実施、非

常用電源や仮設トイレ等の防災備蓄資機材の確保等を促進する。 

（新設） 高層マンションでの在宅避難においては、エレベーターの早期復旧

を可能とするため、建築物の所有者において自動診断・仮復旧運転機

能を追加する。国〔国土交通省〕及び関係事業者は、高層マンション

のエレベーターの円滑・迅速な復旧体制の構築等を進める。また、国

〔国土交通省〕、地方公共団体及び関係事業者は、建築物の所有者や居

住者等へエレベーターの早期復旧のための普及啓発に取り組む。 

（新設） 【目標】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） （ⅰ）在宅避難の必要性の普及啓発（備蓄、耐震化）【内閣府、農林水

産省及び国土交通省】 

（新設） ・各家庭で、発災時に在宅避難生活を送れるよう、耐震性の高い住宅

の普及や個々の住宅等の耐震化等を行うとともに、『最低３日間、推

奨１週間』分の水・食料等の備蓄を行うように周知を行う。 

（新設） ・ローリングストックの考え方の浸透を図る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・災害に備えた食料品を３日分以上備蓄している家庭の割合（再掲） 

＜全国＞ 

60％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） ・災害に備えた飲料水を３日分以上備蓄している家庭の割合（再掲） 

＜全国＞ 

70％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） ・災害に備えた携帯トイレ又は簡易トイレを３日分以上備蓄している

家庭の割合（再掲） 

＜全国＞ 

27％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） （ⅱ）在宅避難者のニーズ把握と行政支援の実施【内閣府及び厚生労

働省】 

（新設） ・関係者が連携して、地区内の在宅避難者の存在やその支援ニーズを

含めた被災者に係る情報を収集・集約・利用できるよう、地方公共団

体に対し、平時から被災者台帳の作成準備を促すとともに、標準的

なヒアリングシートの周知を徹底する。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・地方公共団体に対し、在宅避難者向けの物資支援や保健・福祉等の

行政支援を実施できるよう事前の検討を促す。 

（新設） （ⅲ）マンション防災【内閣府及び国土交通省】 

（新設） ・長期優良住宅認定制度や住宅性能表示制度の活用を促進する。 

（新設） ・マンションにおける防災訓練等の防災対策のルール作りを行い、対

策を促進する。 

（新設） ・エレベーター保守事業者による運転休止からの早期復旧の体制強化

を図る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・防災備蓄資機材の確保を行っているマンションの割合 

＜緊急対策区域（マンション管理組合）＞ 

35％【Ｒ５】 → 70％【Ｒ15】 

（新設） ・年１回以上防災訓練を実施しているマンションの割合 

＜緊急対策区域（マンション管理組合）＞ 

51％【Ｒ５】 → 100％【Ｒ15】 

（新設） ・地震時管制運転装置の設置率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

48％【Ｒ６】 → 70％【Ｒ17】 

（新設） イ 広域的避難への対応 

（新設） 広域的避難を促進するため、東京圏の地方公共団体においては、あ

らかじめ、茨城、栃木、群馬、山梨等の首都圏郊外部を始めとする他

の地方公共団体との間での協定の締結や、自ら所有する保養所等の施

設の活用等によって避難先を確保する。また、広域的避難に当たりホ
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

テル・旅館等を避難所として活用する際のマニュアルの作成、他の地

方公共団体や民間事業者との間での協定の締結等を進める。これらの

取組に加え、広域的避難の実施のための計画を作成して受入可能人数

や移動方法等を定めることにより、首都直下地震発生時の広域的避難

の実施に向けた具体的な体制の構築を進める。その際、ペットを伴う

被災者の広域的避難に配慮する視点も重要である。 

（新設） また、広域的避難先の確保や広域的避難先での円滑な勤務実施につ

なげるため、国〔内閣府、国土交通省、総務省等〕、地方公共団体、企

業等においては、二地域居住やテレワークを更に推進する。 

（新設） 【目標】 

（新設） （ⅰ）広域的避難の推進【内閣府】 

（新設） ・東京圏の地方公共団体に対し、他の地方公共団体との間での協定の

締結等による広域的な避難先の確保を促進するほか、広域的避難実

施のための計画の作成を促す。 

（新設） ・広域的避難に当たりホテル・旅館等を避難所として活用する際のマ

ニュアルの作成等を促す。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・ホテル・旅館等を避難所として活用する際のマニュアルを作成して

いる都県の割合 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

30％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） （ⅱ）二地域居住・テレワークの推進【国土交通省、総務省等】（再掲） 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・平時から二地域居住やテレワークの定着を図る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・特定居住促進計画の策定数 

＜全国＞ 

５件【Ｒ６】 → 600 件【Ｒ11】 

（新設） ウ 膨大な数の帰宅困難者等への対応 

（新設） 膨大な数の帰宅困難者が徒歩等により一斉に帰宅を開始した場合、

道路が混雑し、緊急車両の通行の妨げとなるほか、群集事故が生じる

おそれがあることから、国〔内閣府、国土交通省等〕、地方公共団体及

び民間事業者は、大規模地震が発生し、公共交通機関が運行を停止し

ている中では「むやみに移動を開始しない」という基本原則や家族等

の安否確認手段について平時から積極的に広報するとともに、一斉帰

宅の抑制や一時滞在施設の確保等に向けた取組を推進する。 

（新設） あわせて、国〔内閣府〕は、帰宅困難者等対策に関するガイドライ

ンの周知を図るほか、ガイドラインに基づいた実地訓練の実施方法や

訓練結果の周知方法等について示す。 

（新設） 一斉帰宅を抑制するためには、企業、学校等において従業員、児童

生徒等が一定期間とどまることが重要であり、国〔内閣府及び文部科

学省〕及び地方公共団体は、企業・学校等による以下の取組を促進す

る。 

（新設） ・発災時に自社従業員や児童生徒等を一定期間とどめることの必要性

の周知及びそのために必要な食料・飲料水、災害用トイレ等の備蓄

の推進 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ・自社従業員や児童生徒等に対する災害用伝言板サービスやＳＮＳ等

の複数の安否確認手段の使用及び発災した場合の対応の周知 

（新設） ・備蓄や訓練等の一斉帰宅抑制のための取組の優良事例の横展開 

（新設） また、一時滞在施設等は、公共施設のみでは十分な数を確保するこ

とが困難であることから、地方公共団体は、民間施設を活用した一時

滞在施設等の確保のための民間事業者との協定の締結、地域防災計画

等への一時滞在拠点施設の位置付け等を推進する。一時滞在施設に対

しては、プライバシー及び女性の安全・安心の確保の観点から、男女

別の受入れスペースの確保等の取組の必要性を周知する。大都市の駅

周辺等においては、発災時に大きな混乱が発生するおそれがあるため、

周辺企業等や交通機関、地方公共団体等からなる「駅前滞留者対策協

議会」等において、発災後の対応や各主体の役割分担について定める。

また、観光地においては、地方公共団体等は、観光客に対しても情報

提供等を行える体制を構築する。 

（新設） 国〔内閣府等〕及び地方公共団体は、一斉帰宅による混乱が生じな

いよう、発災後おおむね４日目以降に順次帰宅する「分散帰宅」の考

え方について周知し普及を図るとともに、発災時には、一時滞在施設

等の管理者とともに、適切な行動の呼び掛けや、帰宅困難者の適切な

帰宅判断に必要な情報の収集・提供を行う。その際、平時からの訓練

の実施、リアルタイムの情報提供、ピクトグラム等を用いた分かりや

すい案内等を図る。また、円滑な徒歩帰宅を支援するため、危険箇所

や混雑箇所での誘導の実施等に向けた取組を進めるとともに、食料や

飲料水、トイレ、情報等を提供する機能を持った災害時帰宅支援ステ

ーションを確保する。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） また、地方公共団体においては、自力での徒歩帰宅が困難な要配慮

者やこどもが自宅へ帰るための搬送拠点やルートとそのための搬送手

段の確保の検討を進める。 

（新設） 国〔内閣府〕は、一時滞在施設等に一時的に避難する人をデジタル

技術の活用により把握・支援することについて検討する。 

（新設） 国〔厚生労働省〕は、福祉施設や病院の利用者の安全確保について

検討する。 

（新設） 【目標】 

（新設） （ⅰ）一斉帰宅抑制の普及啓発【内閣府】 

（新設） ・帰宅困難者等対策に関するガイドラインの周知を図るほか、ガイド

ラインに基づいた実地訓練の実施を促進する。 

（新設） （ⅱ）一時滞在施設の確保【内閣府及び国土交通省】 

（新設） ・膨大な数の帰宅困難者が発生したとしても、混乱が生じないように、

一斉帰宅の抑制や一時滞在施設の確保等の取組を推進する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・大規模災害時に特に多くの帰宅困難者が見込まれる地域において、

帰宅困難者対策に取り組む地域の割合 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

76％【Ｒ５】 → 85％【Ｒ12】 

（新設） （ⅲ）鉄道利用者・滞留者の安全確保【内閣府及び国土交通省】 

（新設） ・大都市の駅周辺等では多数の滞留者が集中して混乱が生じるおそれ

があるため、こうした集中を未然に防ぐべく、リアルタイム人流デ
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

ータを活用した滞留者の分布状況や一時滞在施設の開設状況等の情

報提供等の滞留者に適切な情報を提供する取組を進める。 

（新設） ・都市再生安全確保計画等を策定・改定し、官民連携による一体的・

計画的なソフト・ハード両面の対策を推進する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・都市再生安全確保計画の策定率 

＜東京圏の都市再生緊急整備地域＞ 

55％【Ｒ６】 → 60％【Ｒ12】 

（新設） （ⅳ）徒歩帰宅への支援【内閣府】 

（新設） ・帰宅経路状況に係る情報の徒歩帰宅者への提供や、危険箇所や混雑

箇所での誘導の実施等に向けた取組を進める。 

（新設） ・外国人も含む徒歩帰宅者が円滑に帰宅できるようにするため、飲料

水、トイレ、沿道情報等の提供と休憩の場の提供を行う災害時帰宅

支援ステーションの確保や歩行空間の確保、分かりやすい地図案内

板やピクトグラム等が設置されている帰宅支援対象道路の設定を促

進する。 

（新設） （ⅴ）搬送手段の確保【内閣府及び国土交通省】 

（新設） ・自力での徒歩帰宅が困難な要配慮者やこどもが自宅へ帰るための搬

送手段の確保を促進する。 

（新設） エ 企業の経済活動の早期回復 

（新設） 被災者の早期の日常生活回復及び経済被害の軽減のため、企業等は、

経済活動の早期再開に向けてあらかじめ策定しておいたＢＣＰの実行

に取り組む必要がある。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） 特に、被災者が早期に通常の生活に戻れるようにするためには、被

災地域における商業流通の維持や早期回復が不可欠であるため、個々

の事業者等においてＢＣＰ策定等の対策を進めるとともに、サプライ

チェーン全体として物流の寸断を防ぐ必要がある。 

（新設） また、同業他社と災害時に相互支援することをあらかじめ合意して

おくこと等、他企業との連携も念頭に置いたＢＣＰの策定を進めるこ

とも重要である。 

（新設） さらに、被災地外において国全体の経済が落ち込むことを防ぐため、

過度な自粛ムードに陥ることなく、企業活動等を継続することが望ま

しい。 

（新設） 【目標】 

（新設） （ⅰ）事業継続の取組の推進【内閣府、中小企業庁、内閣官房等】 

（新設） ・事業継続ガイドラインについて見直しを行うとともに、各業種向け

のＢＣＰ策定指針等の活用により、実効性のあるＢＣＰの策定を促

進する。 

（新設） ・事業継続力強化計画認定制度、レジリエンス認証制度等を活用し、

企業等の事業継続の取組を促進する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・大企業のＢＣＰの策定完了率（再掲） 

＜全国＞ 

75.8％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） ・中堅企業のＢＣＰの策定完了率（再掲） 

＜全国＞ 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

54.8％【Ｒ７】 → 80％【Ｒ17】 

（新設） ・事業継続力強化計画の認定件数（再掲） 

＜全国＞ 

92,523 件【Ｒ７】 → 190,000 件【Ｒ17】 

（新設） （ⅱ）商業流通機能の確保【国土交通省】 

（新設） ・個々の事業者等においてＢＣＰ策定等の対策を進めるとともに、サ

プライチェーン全体として物流の寸断を防ぐための対策を進める。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・物流事業者（大企業）におけるＢＣＰの策定完了率（再掲） 

＜全国＞ 

41％【Ｒ５】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） ・物流事業者（中堅企業）におけるＢＣＰの策定完了率（再掲） 

＜全国＞ 

17％【Ｒ５】 → 100％【Ｒ17】 

④ 各個人の防災対策の啓発活動 （削除） 

大規模地震発生時にあっても、建物の損傷を可能な限り小さくし、

家具の落下や下敷き等による負傷や閉じ込め等を減らし、新たな災害

対応需要を生み出さないよう、国〔内閣府等〕、都県及び市町村は、各

人における以下の防災対策について普及啓発を図る。 

（削除） 

・首都直下地震の発生後、同時多発火災が発生することを念頭に置き

つつ、力を合わせて初期消火に努めるとともに、適切な避難行動を

とることで、逃げ遅れ・逃げ惑いによる二次的な被害の拡大を防止

する。 

（削除） 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

・首都直下地震の発生後、限られた道路交通機能を人命の救助、ライ

フライン及びインフラの復旧、要配慮者への対応や、避難所や自宅

で生活を送っている被災者への当面の生活物資の確保等に充てるた

め、一般車両の利用を極力控える。 

（削除） 

発災後の道路交通渋滞、生活物資の不足を見越した上で、各家庭や

企業等における『最低３日間、推奨１週間』分の水・食料等の備蓄に

努める。 

（削除） 

また、国〔内閣府等〕、都県、市町村及び関係機関は、災害ボランテ

ィアセンターへの情報提供、ボランティアコーディネーターの育成な

ど災害ボランティアの活動環境の整備を促進する。 

（削除） 

⑤ 企業活動等の回復・維持 （削除） 

企業等の事業継続性を確保することは、首都地域の経済活動の停滞

を回避するために極めて重要な課題である。特に、首都地域は広域か

ら多くの就業者が鉄道を利用して通勤しており、広域にわたり鉄道施

設に損傷が生じた場合、長期間にわたり鉄道の不通状態が継続するお

それがあり、これを踏まえた準備が必要である。また、企業等は、地

域の一員として地域防災力の向上に貢献することが望まれる。このた

め、国〔内閣府、経済産業省、中小企業庁、国土交通省〕は、企業等に

よる以下の取組を促進する。 

（削除） 

・事業継続計画（ＢＣＰ）の作成と事業継続マネジメントを通じた同

計画の見直しを継続的に実施する。その際、ライフラインや交通イ

ンフラの被災・復旧状況、通勤困難な状態が一定期間発生する可能

性等を勘案しながら、限られた優先的業務を継続するための人員の

確保等、実効性のある事業継続計画（ＢＣＰ）の策定に努める。 

（削除） 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

・首都圏の企業等のみならず、サプライチェーンや企業間取引等でつ

ながる全国の企業等も、首都地域の企業活動等が数日間停止するこ

と、首都地域を経由した物流に停滞が生じること等を想定し、事業

継続計画（ＢＣＰ）の策定などにより、その影響を最小限に抑えるよ

うに努める。 

（削除） 

・従業員の消防団、自主防災組織等への参加促進、地方公共団体との

地域貢献に関する協定の締結、地区防災計画制度の活用等により、

地域防災力向上への積極的貢献に努める。 

（削除） 

【目標】 （削除） 

(ⅰ)事業継続計画（ＢＣＰ）の作成【内閣府】（再掲） （削除） 

・事業継続計画（ＢＣＰ）の作成と事業継続マネジメントを通じた同

計画の見直しを継続的に実施する。 

（削除） 

【具体目標】 （削除） 

・事業継続計画を策定している大企業の割合を 100％（全国）に近づけ

ることを目指す。また、中堅企業の割合 50％（全国）以上を目指す。

（平成23年度日本の大企業で策定済み45.8％（全国）、策定中26.5％

（全国）、中堅企業で策定済み 20.8％（全国）、策定中 14.9％（全国）） 

（削除） 

（ⅱ）地区防災計画制度の活用【内閣府】 （削除） 

・地域住民の自発的な取組による地区防災計画制度の活用を進める。 （削除） 

（３）2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けた対応等 （削除） 

国〔文部科学省、厚生労働省、国土交通省等〕、都県、市町村及び施

設管理者は、オリンピック・パラリンピック東京大会で使用する施設

（削除） 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

や地域のインフラについて、既存・新設を含めて、それら関連施設の

耐震安全度及び液状化対策等を確認し、必要に応じて改修や補強等を

実施する。 

また、多くの外国人観光客等に対する、利用する施設の耐震化等の

対応状況や発災した際の行動等についての情報提供や、災害時でも安

全を確保できるようにするための緊急地震速報等の多言語化、公共交

通機関、ホテル等の従業員や同大会ボランティア等による避難誘導の

取組等を促進する。 

（削除） 

さらに、都市内のサイン計画、ピクトグラムの標準化や災害時の対

応行動の可視化など、様々な手段による防災情報の伝達対策に努める。 

（削除） 

【目標】 （削除） 

(ⅰ)建築物の耐震化【国土交通省】（再掲） （削除） 

・多数の者が利用する建築物の耐震化率平成 32 年 95％（全国）を目

指す。（平成 20 年推計値約 80％（全国）） 

（削除） 

（ⅱ）避難誘導対策の強化【内閣府等】 （削除） 

・避難場所等に係る標準化したピクトグラムの整備に向けた取組を進

める。 

（削除） 

（４）長周期地震動対策（中長期的対応） （削除） 

相模トラフ沿いのＭ８クラスの大正関東地震タイプの地震が発生し

た場合、関東平野部を中心に長周期地震動が発生するおそれがある。

大正関東地震タイプの地震は、当面発生する可能性は低いものの、中

長期的視野に立ち、長周期地震動及びそれが高層建築物や長大構造物

に及ぼす影響について、専門的な検討を進めるものとする。 

（削除） 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） （４）迅速な復興・より良い復興への備え 

（新設） ① 災害廃棄物処理対策 

（新設） 国〔環境省〕は、災害時等の事故リスクが懸念される一般廃棄物処

理施設の整備及び更新を支援することにより、地域に不可欠な生活イ

ンフラであり、災害廃棄物処理の中核を担う一般廃棄物処理施設の強

靱化を図り、一般廃棄物・災害廃棄物の処理体制を充実・強化する。 

（新設） 地方公共団体は、現在の処理場の配置や処理能力を把握した上で、

あらかじめ仮置場としても利用可能な空地をリスト化し、仮置場、処

理場、処理する機材等のリソースを定期的に点検する。 

（新設） 地方公共団体は、単独での処理が困難な状況を想定した上で、過去

の災害における災害廃棄物処理の課題把握や、被災地方公共団体外に

おける広域処理が可能な体制を整備し、災害廃棄物等の処理計画の策

定・見直しを行う。 

（新設） 国〔環境省〕は、特に処理計画未策定の中小規模の地方公共団体を

対象に支援事業を実施し、災害廃棄物処理計画策定の促進を図るとと

もに、地方公共団体は、災害廃棄物処理計画の内容を住民に周知し、

理解を得ることで、計画の実効性を高める。 

（新設） 【目標】 

（新設） 一般廃棄物・災害廃棄物対策【環境省】 

（新設） ・一般廃棄物処理施設の防災機能を向上させる。 

（新設） ・地震時の災害廃棄物処理の迅速化を図る。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・竣工・稼働後 25 年以上経過した施設のうち、緊急性が認められる一

般廃棄物処理施設の整備・更新の完了率 

＜全国＞ 

17％【Ｒ５】 → 30.8％【Ｒ12】 

（新設） ・災害廃棄物処理計画策定率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

94％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ12】 

（新設） ② 一時的な住まいの確保 

（新設） 地方公共団体は、住まいを失った被災者に対し一時的な住まいを迅

速に提供できるよう、関係団体と連携し、既存の住宅の活用に取り組

み、国〔内閣府、国土交通省等〕は、地方公共団体の取組が進むよう

支援する。また、国〔国土交通省等〕及び地方公共団体は、空き家を

積極的に使う方策を検討し、平時から空き家の事前登録等を推進する。

さらに公営住宅や空き家等について、迅速にあっせんできるよう、国

〔内閣府、国土交通省等〕は、施設の耐震化状況等を広域の地方公共

団体間で迅速に共有し、被害を受けていない施設を被災者に広域でマ

ッチングさせるような連携体制を整備する。 

（新設） 地方公共団体は、建設型応急住宅による住まいの確保のための体制

の整備等に取り組み、国〔内閣府、国土交通省等〕は、地方公共団体

の取組が進むよう支援する。 

（新設） 地方公共団体は、建設事業者や関係団体等と連携を図りつつ、応急

仮設住宅の建設に要する資機材に関し、調達・供給体制を整備すると

ともに、建設可能な用地について、あらかじめ把握しておく。 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） 【目標】 

（新設） （ⅰ）賃貸型応急住宅の供給体制の構築【内閣府及び国土交通省】 

（新設） ・地方公共団体による既存の住宅を活用した住まいの確保のための体

制の整備等を支援する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・賃貸型応急住宅の供与訓練を実施する地方公共団体の割合 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

100％【Ｒ７】 → 100％【毎年度】 

（新設） （ⅱ）空き家等の活用【内閣府及び国土交通省】 

（新設） ・公営住宅や空き家等について、発災時に地方公共団体が迅速にあっ

せんできる体制の整備等を支援する。 

（新設） （ⅲ）建設型応急住宅の供給体制の構築【内閣府及び国土交通省】 

（新設） ・地方公共団体による応急仮設住宅の建設に要する資機材の調達・供

給体制の整備や用地確保の取組を支援する。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・建設候補地について最新の災害リスク情報を踏まえた再検証等を実

施する地方公共団体の割合 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

53％【Ｒ７】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） ③ 被災者の生活再建 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） 地方公共団体は、被災者の生活再建等の復旧・復興に必要な業務を

非常時優先業務として業務継続計画に位置付け、その実施体制等を定

めておく。 

（新設） 国〔内閣府〕及び地方公共団体は、被災者の迅速かつ効率的な生活

再建の支援のため、デジタル技術を活用した罹災証明の交付体制を確

立するなど、支援措置を早期に実施するための体制づくりを推進する。

また、被災者台帳を速やかに作成できるよう、平時から被災者支援に

関するシステムの導入を進めるなど、デジタル技術の活用等により広

域的避難者に対して罹災証明書の発行や生活再建の相談等の支援業務

を実施する仕組み等を構築する。 

（新設） 国〔環境省〕は、公費解体に関して、各種マニュアル等の必要に応

じた改定を行い、地方公共団体は、各種マニュアル等を踏まえ、公費

解体業務の要綱等を事前に整備する。 

（新設） 国〔財務省〕及び地方公共団体は、被災者が、地震保険により一定

の補償が得られるよう、地震保険の普及等を図る。 

（新設） 【目標】 

（新設） （ⅰ）罹災証明書の速やかな発行体制の整備【内閣府】 

（新設） ・地方公共団体による罹災証明書の速やかな発行体制の整備を促進す

る。 

（新設） （ⅱ）地震保険の加入促進【財務省】 

（新設） ・被災者が、地震保険により一定の補償が得られるよう、地震保険の

普及を図る。 

（新設） ④ 事前復興計画等の推進 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） 大規模災害からの復興に関する法律（平成 25 年法律第 55 号）を踏

まえ、国〔内閣府〕は、被災地方公共団体が復興計画等を作成するた

めの指針となるマニュアルの整備等により、地方公共団体が、被災を

想定した関係者間の合意形成の進め方等の復興プロセスをあらかじめ

検討し、住民等と共有を図ること等による事前準備を促進する。 

（新設） 地方公共団体は、迅速な生活の再建や産業・経済の早期の復興等の

ため、取り組むべき復興施策や方向性、優先順位、復興手順等をあら

かじめ検討し、事前復興計画の策定を進め、早期に企業等へ情報提供

を行う。また、職員の復興に係る実務能力の向上に向け、訓練を実施

するほか、住民を対象としたワークショップ等を実施し、復興プロセ

ス等の共有、個々の地区の課題や対応策についての検討等を行う。 

（新設） 【目標】 

（新設） 事前復興に向けた取組の充実【国土交通省及び内閣府】 

（新設） ・「復旧・復興ハンドブック」（令和３年３月内閣府（防災担当））の活

用による事前復興の検討に関する周知を行うとともに、事前復興ま

ちづくり計画策定の促進を図る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・事前復興まちづくり計画等の策定完了率 

＜緊急対策区域（市町村）＞ 

３％【Ｒ７】 → ９％【Ｒ12】 

（新設） ・復旧・復興ハンドブックの地方公共団体への周知率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

100％【Ｒ５】 → 100％【毎年度】 
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

（新設） ⑤ 地籍調査の加速化 

（新設） 地方公共団体は、復興事業等の迅速・円滑な実施に向け、土地所有

等の権利関係の明確化のため、災害危険性の高い地域を中心として、

地籍調査を進める。とりわけ、東京圏は地籍調査が進んでいないため、

東京圏内の地方公共団体は、地籍調査を強力に進める。 

（新設） 【目標】 

（新設） 地籍調査の推進【国土交通省】 

（新設） ・円滑な防災・減災事業の実施や災害発生後の迅速な復旧・復興を可

能とするため、地籍調査を実施し、土地の境界情報の整備を推進す

る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・優先実施地域（土地区画整理事業等により一定程度地籍が明確化さ

れた地域を除く地域）における地籍調査の完了率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

66％【Ｒ６】 → 72％【Ｒ11】 

（新設） ・調査対象地域における地籍調査の完了率 

＜緊急対策区域（都県）＞ 

34％【Ｒ６】 → 37％【Ｒ11】 

（新設） ⑥ 各種用地の事前確保の促進 

（新設） 地方公共団体は、自ら所有する公園や運動場、未利用地等と合わせ

て、企業等が所有する駐車場やグラウンド等のほか都市農地等を災害

時に一時的に使用するための協定をあらかじめ締結しておくこと等に
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７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置 

変更前 変更後 

より、平時から膨大な量のがれき等の災害廃棄物の仮置場や中間処理

施設、仮設住宅設置のための用地等を適切に確保し、災害時に使用可

能な土地としてリスト化しておく。また、復旧・復興のための資機材

の集積や支援部隊の活動拠点の確保を進める。 

（新設） 【目標】 

（新設） （ⅰ）地方公共団体に対する支援【財務省】 

（新設） ・地方公共団体が廃棄物仮置場や避難場所の確保等を進められるよう

に支援を図る。 

（新設） 【具体目標】 

（新設） ・災害発生時に提供可能な国有財産（財務省以外の省庁が管理する国

有財産を含む。）のリストを整備している財務局等の割合 

＜全国＞ 

82％【Ｒ６】 → 100％【Ｒ17】 

（新設） （ⅱ）用地不足等への対応【内閣府】 

（新設） ・企業等が所有する土地を災害時に一時的に使用するための地方公共

団体による協定締結を促進する。 

（新設） ⑦ 生業の再建 

（新設） 地方公共団体は、あらかじめ商工会・商工会議所等と連携体制を構

築するなど、中小企業等の被害状況を迅速かつ適切に把握できる体制

を整備しておく。また、被災した中小企業者等の事業の復旧促進や被

災地域の復興のため、公的金融機関の融資等の支援を行えるようにし

ておく。 
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８ その他緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し必要な事項 

変更前 変更後 

（１）計画の効果的な推進 （１）計画の効果的な推進 

首都直下地震対策の推進に当たっては、防災対策を一義的に担う地

方公共団体と、積極的に被災地方公共団体の支援に当たるべき国との

総合的な連携が極めて重要である。本計画に示された施策や課題につ

いては、国、地方公共団体等がそれぞれ取組を行う中で、相互に支援

していくとともに、共同の取組や整合性の確保を図っていくこととす

る。 

首都直下地震対策の推進に当たっては、防災対策を一次的に担う地

方公共団体と、積極的に被災地方公共団体の支援に当たるべき国との

総合的な連携が極めて重要である。基本計画に示された施策や課題に

ついては、国、地方公共団体等がそれぞれ取組を行う中で、相互に支

援していくとともに、共同の取組や整合性の確保を図っていくことと

する。 

また、首都直下地震対策については、関係する機関が広域かつ多岐

にわたることから、減災目標、進捗状況等について、国の各機関、地

方公共団体が認識を共有し、一体となって取り組んでいく必要がある。

このため、「３ 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の

維持に関する事項」及び「７ 緊急対策区域における緊急対策の円滑

かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置」において、期限を定めて

定量的な減災目標を設定し、減災目標を達成するために必要な数値目

標及び具体的な実現方策等を定めている。 

また、首都直下地震対策については、関係する機関が広域かつ多岐

にわたることから、減災目標の達成に向けて、対策の進捗状況等につ

いて、国の各機関及び地方公共団体が認識を共有し、一体となって取

り組んでいく必要がある。このため、「３ 首都直下地震が発生した場

合における首都中枢機能の維持に関する事項」及び「７ 緊急対策区

域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措

置」において、減災目標を達成するために必要な施策の具体目標又は

定性的な目標を定めたところであり、国は、各分野の専門家の意見を

聴きながら、これらの進捗の把握や課題の共有等のフォローアップを

毎年実施するものとする。 

災害応急対応については、迅速かつ的確な活動を確保するため、災

害発生時における応急対策の活動方針を具体化しておくことが必要で

あり、別途定める具体計画によるものとする。 

災害応急対策については、迅速かつ的確な活動を確保するため、災

害発生時における応急対策の活動方針を具体化しておくことが必要で

あり、別途定める具体計画によるものとする。 

本計画については、首都直下地震に関する学術的研究の成果や発生

した災害の状況等に関する検討等を踏まえ、必要な見直しを継続的に

図っていくこととする。 

基本計画については、首都直下地震に関する学術的研究の成果や発

生した災害の状況等に関する検討等を踏まえ、必要な見直しを継続的

に図っていくこととする。 

（２）災害対策基本法に規定する防災計画との関係 （２）災害対策基本法に規定する防災計画との関係 
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８ その他緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し必要な事項 

変更前 変更後 

防災計画に関しては、災害対策基本法において、防災基本計画を基

に、指定行政機関及び指定公共機関は防災業務計画を、地方公共団体

は地域防災計画を作成することとしている。法に基づく基盤整備等計

画、地方緊急対策実施計画、特定緊急対策事業推進計画の作成に当た

っては、関連する機関の防災業務計画及び地域防災計画と調和のとれ

たものとなるよう、必要に応じてこれらの計画を参照するなど、配慮

することが必要である。 

防災計画に関しては、災害対策基本法において、防災基本計画を基

に、指定行政機関及び指定公共機関は防災業務計画を、地方公共団体

は地域防災計画を作成することとしている。法に基づく基盤整備等計

画、地方緊急対策実施計画又は特定緊急対策事業推進計画の作成に当

たっては、関連する機関の防災業務計画及び地域防災計画と調和のと

れたものとなるよう、必要に応じてこれらの計画を参照するなど、配

慮することが必要である。 

なお、前述のように、地方緊急対策実施計画については、首都地域

における地域防災計画のうち、地震防災対策に係る部分と内容の多く

が重複する場合が考えられるため、地方緊急対策実施計画を作成する

地方公共団体の地域防災計画のうち、該当する部分を引用して地方緊

急対策実施計画として定めるなど、地域防災計画の内容を活用して定

めることで差支えない。 

なお、前述のように、地方緊急対策実施計画については、関係都県

における地域防災計画のうち、地震防災対策に係る部分と内容の多く

が重複する場合が考えられるため、地方緊急対策実施計画を作成する

地方公共団体の地域防災計画のうち、該当する部分を引用して地方緊

急対策実施計画として定めるなど、地域防災計画の内容を活用して定

めることで差し支えない。 

（新設） また、地方緊急対策実施計画は、関係都県が作成するものであるが、

緊急対策区域の市町村や指定行政機関、指定公共機関等においても、

基本計画の趣旨を踏まえ、必要に応じ、地域防災計画や防災業務計画

の見直し等に取り組むことが望まれる。 

 


